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1 

問
題
意
識
お
よ
び
視
角(

l
)
 

高
齢
社
会
を
迎
え
、
高
齢
者
ケ
ア
を
支
え
る
財
源
お
よ
び
マ
ン
パ
ワ
ー

(
以
上
、
本
号
)

の
限
界
が
顕
在
化
し
、
高
齢
者
ケ
ア
の
費
用
負
担
お
よ
び
人
的
負
担
を
、

誰
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ど
れ
だ
け
担
う
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
、
先
進
諸
国
に
共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
困

窮
し
た
高
齢
者
に
支
給
し
た
扶
助
費
用
を
当
該
高
齢
者
の
家
族
構
成
員
に

(2) 

求
償
し
う
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
、
ア
メ
リ
カ
の
「
家
族
責
任
法
」
を
素
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材
に
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
糸
口
を
探
っ
て
ゆ
く
。

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

(
ニ
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割

高
齢
社
会
で
は
、
高
齢
者
本
人
の
自
助
努
力
に
加
え
て
、
園
、
地
方
自

治
体
、
企
業
、
家
族
、
地
域
社
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
そ
の
他
医
療
お
よ

び
福
祉
に
携
わ
る
団
体
な
ど
の
様
々
な
主
体
が
、
そ
の
総
力
を
あ
げ
て
高

齢
者
ケ
ア
を
担
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
高
齢
者
ケ
ア
の
全
体

像
を
描
く
に
あ
た
っ
て
は
、
各
主
体
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
が
担
う
役
割
が
不
明
確
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
部

の
者
に
過
度
の
負
担
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
介
護
の
負
担
を
担
う
者

の
み
な
ら
ず
、
介
護
さ
れ
る
高
齢
者
の
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
危
う
く

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
に
、
実
際
上
高
齢
者
ケ
ア
の
多
く
を
家
族
が
担
っ
て
き
た
我
が
国

で
は
、
社
会
保
障
と
の
関
係
に
お
い
て
家
族
の
担
う
べ
き
役
割
が
不
明
確

で
あ
る
こ
と
の
弊
害
が
、
よ
り
深
刻
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
る
。

高
齢
者
ケ
ア
対
策
の
中
心
が
、
施
設
ケ
ア
の
拡
充
か
ら
在
宅
ケ
ア
の
充
実

へ
と
移
行
し
て
い
る
の
に
対
し
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
都
市
化
、
少
子
化
、

女
性
の
社
会
進
出
な
ど
に
よ
り
、
家
族
、
な
か
で
も
子
の
担
う
役
割
に
は

(
3
)
 

ま
す
ま
す
期
待
し
難
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
ど
お
り
、
家
族

に
在
宅
ケ
ア
の
中
心
的
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
、

家
族
に
過
度
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
介
護
保
障
の
充
実

も
困
難
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
前
述
の
各
主
体
の
な
か
で
も
、
特
に
社
会

保
障
と
家
族
の
役
割
分
担
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
高
齢
社
会
の
将
来
像
を
描
い
た
各
種
の
提
言
は
、
公
私
の
適
切

(
4
)
 

な
組
合
せ
に
よ
る
適
正
給
付
お
よ
び
適
正
負
担
を
推
奨
し
て
い
る
。
し
か

し
、
公
的
保
障
中
心
で
も
自
助
努
力
中
心
で
も
な
い
中
間
型
の
福
祉
社
会

像
に
は
、
な
お
理
論
的
に
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。
特
に
、
家
族
、
と
り
わ

け
子
に
負
担
を
求
め
る
理
論
的
根
拠
、
な
ら
び
に
そ
の
役
割
の
範
囲
に
つ

(5) 

い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

家
族
の
役
割
、
こ
と
に
老
親
を
ケ
ア
す
る
子
の
役
割
を
明
確
化
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
扶
養
義
務
の
範
囲
を
、
社
会
保
障
と
の
関
係
で
明
ら
か
に

(
6
)
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
に
よ
る
社
会
保
障
と
家
族
の
扶
養
義
務
と
は

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
家
族
の
扶
養
義
務
、
こ
と
に
老

親
に
対
す
る
子
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
問
題
は
、
社
会
保
障
の
給
付
決
定
、

ま
た
は
既
に
給
付
し
た
費
用
の
償
還
を
家
族
に
求
め
る
か
百
か
を
決
定
す

(
7
)
 

る
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
家
族
に
助
け
合

い
の
義
務
を
課
す
「
扶
養
」
と
い
う
概
念
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
る

(8) 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
極
め
て
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
道
徳
的
な
扶
養
義
務
は
さ
て
お
き
、
法
的
義
務
と
し
て
、
な
ぜ
家

族
、
特
に
親
子
は
互
い
を
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
社
会
の
高
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研究ノート

齢
化
を
理
由
に
子
の
扶
養
義
務
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
一
方
、
親
を
扶

養
す
る
子
の
能
力
は
低
下
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
子
を
持
た
な
い
夫
婦
ま

た
は
婚
姻
し
な
い
者
の
増
加
な
ど
か
ら
、
家
族
と
い
う
形
態
も
今
後
ま
す

ま
す
多
様
化
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
公
に
よ
る
社
会
保
障
と
家
族

の
役
割
分
担
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
不
明
瞭
な
扶
養
義
務
概
念
を

明
確
化
し
、
家
族
に
相

E
扶
養
の
義
務
を
課
す
上
で
の
問
題
、
特
に
老
親

を
扶
養
す
る
法
的
義
務
を
子
に
課
す
理
論
的
根
拠
を
改
め
て
考
察
す
る
必

要
が
あ
る
。

(
二
)
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
け
る
家
族
の
役
割

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
高
齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
各
主
体
の
役
割
分
担
を

考
察
す
る
な
か
で
も
、
国
お
よ
び
地
方
自
治
体
に
よ
る
社
会
保
障
と
家
族

の
役
割
分
担
を
探
求
す
る
研
究
が
殊
更
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意

識
か
ら
、
高
齢
者
ケ
ア
に
か
か
わ
る
各
主
体
の
役
割
分
担
を
総
合
的
に
考

察
す
る
研
究
の
糸
口
を
探
る
た
め
に
、
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
を
素
材
と
し
て
、

ま
ず
、
高
齢
者
ケ
ア
の
費
用
負
担
に
関
す
る
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割
分

担
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
齢
者
ケ

ア
の
役
割
分
担
に
関
す
る
問
題
は
、
先
進
諸
国
に
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
。

そ
し
て
負
担
の
担
い
手
と
し
て
、
家
族
に
焦
点
を
あ
て
た
議
論
も
な
さ
れ

(
9〉

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
、
本
稿
が
高
齢
者
ケ
ア
の
役
割
分
担
に

関
す
る
総
合
的
な
研
究
の
端
緒
と
し
て
、
先
進
諸
国
の
な
か
で
も
ア
メ
リ

カ
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
以
下
の
諸
理
由
に
よ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
歴
史
的
に
社
会
保
障
政
策
と
家
族
の
扶
養
義
務
と
の
関

係
が
問
わ
れ
続
け
て
き
た
点
で
特
徴
的
な
国
で
あ
る
。
家
族
の
広
範
囲
な

(
叩
)

扶
養
義
務
を
民
法
で
定
め
て
い
る
大
陸
法
系
の
国
々
と
は
異
な
り
、
コ
モ

ン
・
ロ

l
上
の
扶
養
義
務
は
、
夫
婦
相
互
間
お
よ
び
未
成
年
子
に
対
す
る

親
の
扶
養
義
務
に
限
ら
れ
る
。
そ
こ
で
英
国
で
は
、
歴
史
的
に
は
救
貧
法

(
日
)

が
公
的
扶
助
費
用
の
削
減
を
理
由
に
家
族
の
扶
養
義
務
を
拡
大
し
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
四
八
年
の
国
家
扶
助
法
の
制
定
に
よ
り
、
扶
養
義
務
は
、

再
び
夫
婦
相
互
お
よ
び
十
六
歳
未
満
の
子
に
対
す
る
父
母
の
義
務
に
限
定

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
家
族
責
任
法
と
呼
ば
れ
る
条

文
ま
た
は
法
分
野
が
、
扶
養
義
務
の
範
囲
を
コ
モ
ン
・
ロ
!
と
比
べ
て
拡

大
し
た
。
そ
し
て
家
族
責
任
法
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
社
会
保
障
政
策

上
の
理
由
か
ら
広
範
囲
の
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
続
け
て
い
る
。
こ
の

た
め
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
に
代
わ
っ
て
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
上
で
の

問
題
点
が
、
様
々
な
形
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障

給
付
の
費
用
負
担
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
家
族
の
扶
養
義
務
が
あ
ぶ
り
だ

さ
れ
て
き
た
点
で
、
ア
メ
リ
カ
で
な
さ
れ
た
議
論
は
、
社
会
保
障
と
家
族

の
役
割
分
担
を
考
察
す
る
格
好
の
材
料
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
社
会
保
障
支
出
を
削
減
す
る

北法48(2・42)310



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

必
要
性
か
ら
、
家
族
の
扶
養
義
務
を
評
価
す
る
動
き
が
あ
る
。
従
来
は
家

族
責
任
法
の
廃
止
を
主
張
す
る
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
家
族
責
任
法
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論

が
再
燃
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
、
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割

分
担
が
模
索
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
は
示
唆
に
富
む
。

具
体
的
な
情
況
と
し
て
は
、
現
在
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
が
長
期
ケ
ア
の
必

(ロ)

要
性
か
ら
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
に
入
所
し
た
場
合
、
一
カ
月
約
二
五

0

0
ド
ル
以
上
の
費
用
が
か
か
る
。
こ
の
高
価
な
経
費
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
に

(
日
)

入
所
し
て
い
る
単
身
者
の
六
七
%
が
、
入
所
一
年
後
に
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド

受
給
の
資
格
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
、

f
g佳
品
号
耳
ロ

(
M
H
)
 

と
呼
ば
れ
る
貧
困
化
に
陥
っ
て
い
る
。
他
方
、
高
齢
者
の
長
期
ケ
ア
に
対

す
る
公
的
支
出
の
八
二
%
に
あ
た
る
額
が
、
ナ

1
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
の
経

費
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
が
ナ

i
シ
ン
グ
・
ホ
ー

ム
で
の
経
費
を
比
較
的
簡
易
に
支
払
う
こ
と
か
ら
、
長
期
ケ
ア
に
対
す
る

公
的
支
出
の
大
半
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
て
い
る
。
す
な

(
日
)

わ
ち
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
を
含
む
社
会
保
障
制
度
お
よ
び
民

間
の
保
険
な
ど
の
な
か
で
、
長
期
ケ
ア
の
コ
ス
ト
を
最
も
多
く
負
担
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
高
齢
化
に
伴
う
公
的
財
政
負
担
の
増
大
と
と
も
に
、

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
支
出
抑
制
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
財
政
再
建

を
目
指
し
連
邦
支
出
節
減
を
強
力
に
推
し
進
め
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、

九
八
三
年
、
社
会
保
障
支
出
削
減
の
必
要
性
を
理
由
に
、
政
府
が
支
出
し

(
凶
)

た
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
費
用
を
扶
養
可
能
な
扶
養
義
務
者
に
求
償
し
う
る
と

(
げ
)

し
た
通
達
を
発
し
た
。
こ
の
通
達
を
発
端
に
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
な
ど
の
社

会
保
障
給
付
費
用
を
家
族
に
求
償
し
う
る
と
規
定
し
た
家
族
責
任
法
が
再

度
注
目
を
浴
び
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
の
多
く
は
子
供
か
ら
自
立
し
て
生
活
し
て

お
り
、
高
齢
者
ケ
ア
に
お
い
て
家
族
が
担
っ
て
い
る
役
割
も
日
本
よ
り
小

さ
い
、
と
の
印
象
が
一
般
的
に
も
た
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
は
、

租
税
お
よ
び
社
会
保
障
負
担
の
対
国
民
所
得
比
が
、
他
の
先
進
諸
国
と
比

(
凶
)

較
し
て
低
い
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、
高

齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
家
族
の
役
割
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、

家
族
の
役
割
が
変
化
す
る
中
で
、
租
税
お
よ
び
社
会
保
障
負
担
率
の
抑
制

を
試
み
て
い
る
我
が
国
の
法
政
策
を
検
討
す
る
う
え
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
例
は
、
高
齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
社
会
保

障
と
家
族
の
役
割
分
担
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
恰
好
の
材
料
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
我
が
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
ケ
ア
に
お
け

る
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割
に
関
す
る
法
的
観
点
か
ら
の
本
格
的
研
究
が

(
悶
)
(
初
)

充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
を
取
り
上
げ
て
詳

し
く
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
こ
で
、
本
稿
で
使
用
す
る
「
家
族
責
任
法
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
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(
幻
)

簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。
「
家
族
責
任
法
」
と
は
、
司
国
ロ
ユ
ぞ
帝
国
匂

E

MF-uzξE垣
間
の
邦
訳
で
あ
り
、
社
会
保
障
の
給
付
決
定
に
あ
た
っ
て
考

慮
さ
れ
る
家
族
の
扶
養
義
務
、
も
し
く
は
社
会
保
障
給
付
に
要
し
た
費
用

を
償
還
す
る
家
族
の
義
務
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
条
文
、
ま
た
は
こ
れ

に
関
す
る
法
分
野
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
家
族
責
任
法
」

と
い
う
固
有
の
名
称
を
も
っ
法
律
が
ア
メ
リ
カ
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
州
が
高
齢
者
に
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
を
支
給
し
た
場
合
、
当
該

高
齢
者
の
子
な
ど
に
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
給
付
に
要
し
た
費
用
を
求
償
し

う
る
こ
と
を
定
め
た
条
文
が
、
家
族
責
任
法
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
現
在
、

二
九
州
に
お
い
て
家
族
責
任
法
が
見
ら
れ
る
。
次
の
ア
イ
ダ
ホ
州
一
般
法

(n) 

典
一

O
O
二
条
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

ア
イ
ダ
ホ
州
一
般
法
典
三
二
章
「
家
族
関
係
」
一

O
O
二
条

「
労
働
に
よ
り
自
活
で
き
な
い
貧
困
者
の
父
、
母
及
ぴ
子
は
、
そ
の

能
力
の
範
閉
内
で
、
当
該
貧
困
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
。
本

州
の
貧
窮
法
の
下
で
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
手
当
を
申
請
し
た
者
に
つ
い

て
、
そ
の
者
の
扶
養
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
怠

っ
て
い
る
父
、
母
又
は
子
の
存
在
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
職
員
に
明
ら
か

に
な
っ
た
と
き
も
、
当
該
職
員
は
必
要
な
す
べ
て
の
手
当
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
当
該
職
員
は
、
手
当
と
し
て
出

費
し
た
額
を
求
償
す
る
た
め
に
、
か
よ
う
な
父
、
母
及
び
子
に
対

し
て
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
名
で
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

北法48(2・44)312

?匂
O

」

こ
う
し
た
条
文
は
、
家
族
法
の
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

そ
の
ほ
か
、
社
会
保
障
法
、
ま
た
は
刑
事
法
な
ど
の
中
に
規
定
を
お
く
州

も
あ
る
。
規
定
の
方
法
お
よ
び
内
容
は
州
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
困
窮
し

た
家
族
を
扶
養
す
る
義
務
を
、
扶
養
可
能
な
他
の
家
族
構
成
員
に
課
し
て

い
る
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
個
々
の
条
文
お
よ

び
こ
れ
に
関
す
る
法
分
野
を
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
{
家
族
責
任
法
」
と
呼
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
射
程

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
全
体
的
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
各
州
の
家
族
責
任
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
中
か
ら
特
徴
的
な
問

(
幻
)

題
を
抽
出
し
、
分
析
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
本
研
究
は
、
各
州
で

定
め
ら
れ
て
い
る
家
族
責
任
法
の
個
々
の
規
定
を
、
網
羅
的
に
検
討
し
ょ

(
M
)
 

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
な
か
で
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
の
家
族
責
任
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
詳
細
な
考
察
を
行
う
。
こ

れ
は
第
一
に
、
家
族
責
任
法
の
合
意
性
判
断
の
先
例
と
な
っ
て
い
る

( 

) 



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

(
お
)

∞
耳

0
8
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
重
要
判
決
が
、
同
州
で
下
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
同
州
で
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
お
よ
び
裁

判
所
の
判
断
を
受
け
て
家
族
責
任
法
が
た
び
た
び
改
正
さ
れ
て
お
り
、
家

族
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
価
値
観
の
変
化
が
立
法
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
家

族
責
任
法
は
典
型
的
な
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
を
検
証
す
る

上
で
の
適
切
な
モ
デ
ル
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
裁
判
所
は
、
家
族
の
扶
養
義
務
を
立
法
に
よ
り
承
認
し
た
家

族
責
任
法
が
無
い
場
合
に
も
、
黙
示
の
契
約
に
よ
っ
て
家
族
に
扶
養
義
務

を
課
す
場
合
が
あ
る
。
家
族
の
扶
養
義
務
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
判
断
も
重
要
な
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
本
稿
の

検
討
の
範
囲
に
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
高
齢
者
ケ
ア
の
費
用
負
担
の
役
割
分
担
に
着
目

す
る
が
、
他
方
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
重
労
働

で
あ
る
高
齢
者
の
世
話
と
い
う
人
的
負
担
を
、
誰
が
ど
う
担
っ
て
ゆ
く
か

と
い
う
問
題
が
、
従
来
の
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
女
性
の
社
会
進
出
な
ど

の
社
会
の
変
化
と
も
相
侠
っ
て
深
刻
化
し
て
い
る
。
高
齢
者
ケ
ア
の
役
割

分
担
に
つ
い
て
全
般
的
に
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
高
齢
者
ケ
ア

の
人
的
負
担
の
役
割
分
担
に
関
す
る
研
究
も
必
要
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ

は
一
個
の
問
題
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
範
囲
を
越
え
る
た
め
、
こ
こ
で
は
扱

わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

本
稿
で
検
討
す
る
家
族
責
任
法
は
、
多
種
多
様
の
給
付
お
よ
び
施
設
ケ

(
お
)

ア
の
費
用
に
つ
い
て
、
責
任
あ
る
親
族
に
対
す
る
求
償
を
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
主
に
老
親
ケ
ア
に
お
け
る
子
の
扶
養
義
務

に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
配
偶
者
の
義
務
ま
た
は
子
に
対
す
る
親
の
義
務
の

検
討
は
、
家
族
責
任
法
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
に
止

(
幻
)

め
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助
に
つ
い
て
の
事
例
、
す
な

わ
ち
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
義
務
に
関
し
て
争
っ
た
裁
判
例
に
は
論
及
し

な
い
。
ま
た
、
援
助
の
受
給
者
本
人
に
対
し
て
、
も
し
く
は
受
給
者
死
亡

後
の
遺
産
か
ら
給
付
費
用
を
公
へ
返
済
す
る
こ
と
を
求
め
る
規
定
も
あ
る

(

お

)

(

刊

日

)

が
、
そ
の
問
題
も
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

2 

本
稿
の
構
成

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
ケ

ア
の
費
用
負
担
を
め
ぐ
る
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
、
以

下
の
構
成
で
考
察
し
て
ゆ
く
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
家
族
責
任
法
の
起
源
、
制
定
、
そ
し
て
そ
れ
以
降

の
一
九
六

0
年
代
ま
で
の
史
的
展
開
を
概
観
し
、
家
族
責
任
法
の
歴
史
的

背
景
を
探
る
。
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
社
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会
経
済
的
背
景
が
家
族
責
任
法
の
運
用
に
与
え
た
影
響
に
着
目
し
て
ゆ
く
。

な
お
、
社
会
保
障
制
度
が
拡
充
し
、
家
族
責
任
法
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ

し
た
一
九
六

0
年
代
以
降
に
関
し
て
は
、
社
会
保
障
と
の
関
係
で
の
家
族

扶
養
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
う
た
め
に
、
第
三
章
に
お
い
て
別
に
取

り
上
げ
る
。
そ
こ
で
第
一
章
で
は
、
高
齢
者
ケ
ア
に
関
す
る
諸
施
策
が
拡

充
す
る
以
前
の
社
会
に
見
ら
れ
る
家
族
責
任
法
を
分
析
す
る
。

第
二
章
で
は
、
家
族
責
任
法
の
形
態
を
整
理
し
、
家
族
責
任
法
の
適
用

を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
責
任
法
の
具
体
像
の

把
握
を
試
み
る
。
そ
し
て
家
族
責
任
法
を
適
用
す
る
上
で
の
諸
問
題
に
つ

い
て
の
法
解
釈
を
争
う
裁
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
社
会
保
障
関
係
費
用

を
家
族
、
な
か
で
も
子
に
求
償
す
る
上
で
の
具
体
的
な
問
題
を
検
討
す
る
。

こ
う
し
た
個
々
の
問
題
に
関
す
る
裁
判
所
の
具
体
的
判
断
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
で
の
家
族
扶
養
の
性
質
を
探
り
た
い
。

第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
は
、
一
九
六

0
年
代
以
降
次
第
に
拡
充
さ
れ

た
連
邦
社
会
保
障
政
度
と
の
関
係
で
活
発
化
し
た
家
族
責
任
法
の
評
価
を

巡
る
諸
議
論
を
検
討
す
る
。
一
九
六

0
年
代
以
降
は
家
族
の
扶
養
義
務
に

関
す
る
議
論
が
混
迷
し
、
子
に
扶
養
義
務
を
課
す
こ
と
の
問
題
性
も
盛
ん

に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
第
三
章
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
議
論

が
活
発
化
し
た
背
景
を
提
示
す
る
た
め
に
、
ケ
ア
を
要
す
る
高
齢
者
を
支

え
る
た
め
に
拡
充
し
た
公
私
の
支
援
、
お
よ
び
高
齢
者
が
お
か
れ
て
い
る

現
状
を
概
観
す
る
。
次
に
高
齢
者
に
対
す
る
連
邦
社
会
保
障
政
策
の
変
化

が
、
家
族
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
各
州
の
政
策
に
与
え
た
影
響
を
分
析
す

る
。
前
述
し
た
一
九
八
三
年
通
達
を
発
端
と
し
た
家
族
責
任
法
の
評
価
を

め
ぐ
る
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
検
討
す
る
。
ま
た
、
州
最
高

裁
が
老
親
扶
養
の
義
務
を
子
に
課
す
家
族
責
任
法
を
合
憲
と
判
断
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
家
族
責
任
法
を
廃
止
し
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

の
辿
っ
た
軌
跡
を
分
析
し
、
混
迷
す
る
家
族
責
任
法
の
評
価
を
巡
る
議
論

に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
に
す
る
。
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ま
た
、
家
族
責
任
法
の
是
非
は
、
そ
の
合
憲
性
を
、
特
に
平
等
保
護
と

の
関
係
で
争
う
と
い
う
形
で
も
問
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
第
四
章
で
は
、

家
族
責
任
法
の
合
憲
性
を
争
う
諸
判
決
を
概
観
し
た
上
で
、
子
の
老
親
扶

養
義
務
を
定
め
た
家
族
責
任
法
の
合
意
性
が
、
平
等
保
護
と
の
関
係
で
争

わ
れ
た
∞
耳
D

告
判
決
を
詳
し
く
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
が

構
築
し
た
法
理
を
分
析
す
る
。
加
え
て
、
対
立
す
る
学
説
を
検
証
す
る
こ

と
に
よ
り
、
社
会
保
障
と
の
関
係
で
の
家
族
扶
養
の
性
質
を
原
理
的
に
考

察
し
、
子
に
老
親
を
扶
養
す
る
義
務
を
課
す
法
の
問
題
点
を
探
究
す
る
。

こ
う
し
た
形
で
本
稿
は
、
高
齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
社
会
保
障
と
家
族
の
役

割
分
担
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
。



序
章
註

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役寄~(l)

(
1
)
「
扶
養
」
、
「
介
護
」
お
よ
び
「
看
護
」
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
概
念

の
確
定
が
困
難
な
用
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
全
て
を
包

摂
す
る
最
広
義
の
用
語
と
し
て
、
「
ケ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す

る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
(
人
的
な
)
扶
養
の

み
で
は
な
く
、
経
済
的
な
扶
養
を
指
し
て
、
「
ケ
ア
」
と
い
う
言
葉

を
使
う
場
合
も
あ
る
。

(
2
)
「
家
族
責
任
法
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
本
章
1

会
乙
「
ア
メ

リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
け
る
家
族
の
役
割
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
稿
で
は
「
家
族
」
と
い
う
言
葉
を
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

4
自
己
々
ョ
と
い
う
一
言
葉
の
用
法
に
倣
っ
て
、
同
居
の
親
族
に
限
定

し
な
い
広
範
囲
の
毅
族
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

(
3
)
厚
生
省
『
厚
生
白
書
家
族
と
社
会
保
障
|
家
族
の
社
会
的
支

援
の
た
め
に
|
』
(
一
九
九
六
年
)
八
l
七
六
、
九
一
|
九
八
頁
、

高
齢
社
会
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
懇
親
会
「
一
二
世
紀
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
」

全
国
老
人
福
祉
問
題
研
究
会
『
老
後
保
障
最
新
情
報
資
料
集
一

一
』
(
あ
け
び
金
豆
腐
、
一
九
九
四
年
)
一
一
二
|
二
三
頁
、
社
会
保
障

制
度
審
議
会
・
社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
「
社
会
保
障
将
来
像
委

員
会
第
一
次
報
告
」
全
国
老
人
福
祉
問
題
研
究
会
『
老
後
保
障
最

新
情
報
資
料
集
一

O
』
(
あ
け
ぴ
書
房
、
一
九
九
三
年
)
一
六

一
八
頁
、
同
「
社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
第
二
次
報
告
」
(
一
九
九

四
年
)
全
国
老
人
福
祉
問
題
研
究
会
『
老
後
保
障
最
新
情
報
資
料

集
二
一
』
(
あ
け
ぴ
書
房
、
一
九
九
五
年
)
一
八
l

一
九
頁
、
第

二
六
回
社
会
保
障
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
低
出
生
社
会
の
家
族

と
社
会
保
障
」
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
二
八
巻
一
号
(
一
九
九
二
年
)

四
|
一
二

O
頁。

(
4
)
例
え
ば
、
「
社
会
保
障
制
度
は
、
家
族
の
持
っ
さ
ま
ざ
ま
な
機
能

が
損
な
わ
れ
、
ま
た
は
損
な
わ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を

補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
家
族
の
あ
る
機

能
が
損
な
わ
れ
た
と
き
に
、
直
ち
に
社
会
保
障
制
度
が
こ
れ
を
補

う
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
の
自
助
努
力
で
対
応
で
き
る
も
の
は
対

応
す
べ
き
で
あ
り
、
:
:
:
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
自
助
、

共
助
の
努
力
で
は
対
応
で
き
ず
、
国
民
全
体
で
こ
れ
を
支
え
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
今
後
と
も
社
会
保
障
制
度
に
よ
っ

て
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
」
厚
生
省
・
前
掲
書
(
註

3
)

一
五
三
頁
、
「
子
育
て
や
高
齢
者
の
介
護
な
ど
に
つ
い
て
は
、

個
人
の
自
立
や
家
族
の
支
え
合
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
部
分

は
依
然
と
し
て
大
き
い
。
し
か
し
、
今
後
は
、
:
:
:
公
的
部
門
に

よ
っ
て
担
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
多
く
な
っ
て
い

く
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
個
人

や
家
族
の
役
割
が
全
く
な
く
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
公
私
が

相
携
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
:
:
:
安
心
し
て
老
後
を
過
ご
せ
る
よ

う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」
社
会
保
障
制
度
審
議
会
「
社
会
保

障
体
制
の
再
構
築
(
勧
告
)

L

(

一
九
九
五
年
)
二
一
一
頁
、
「
目
指
す

べ
き
福
祉
社
会
像
と
し
て
、
公
的
保
障
中
心
の
高
福
祉
・
高
負
担
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型
福
祉
社
会
、
自
助
努
力
中
心
の
低
福
祉
・
低
負
担
型
福
祉
社
会
、

中
間
型
の
福
祉
社
会
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
が
重
要
な
課
題
と

な
る
が
、
我
が
国
と
し
て
は
、
公
民
の
適
切
な
組
み
合
わ
せ
に
よ

る
適
正
給
付
・
適
正
負
担
と
い
う
独
自
の
福
祉
社
会
の
実
現
を
め

ざ
す
こ
と
が
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
最
も
得
や
す
い
方
向
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
」
高
齢
社
会
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
・

前
掲
書
(
註
3
)
二
三
頁
、
「
:
:
:
高
齢
者
や
障
害
者
も
で
き
る
限

り
自
立
す
る
努
力
を
す
る
と
と
も
に
、
家
族
に
よ
る
世
話
を
全
面

的
に
公
的
責
任
に
切
り
替
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
家
族
に
よ

る
介
護
を
公
的
に
支
援
し
、
高
齢
者
や
障
害
者
が
で
き
る
限
り
在

宅
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」

社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
・
前
掲
寸
社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
第

一
次
報
告
」
(
註
3
)
二
五
頁
な
ど
。

(5)
社
会
保
障
と
家
族
の
役
割
分
担
に
関
す
る
文
献
は
数
多
く
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
特
に
関
係
の
深
い
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
上
野
雅

和
「
社
会
保
障
法
と
扶
養
義
務
」
石
川
稔
H

中
川
淳
H
米
倉
明
(
編
)

『
家
族
法
改
正
へ
の
課
題
』
(
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
一
二
年
)
五

O
一
頁
以
下
、
原
田
純
孝
「
高
齢
化
社
会
と
家
族

i
家
族
の
変
容

と
社
会
保
障
政
策
の
展
開
方
向
と
の
関
連
で
」
東
京
大
学
社
会

科
学
研
究
所
(
編
)
『
現
代
日
本
社
会

6

問
題
の
諸
相
』
(
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
)
八
一
頁
以
下
、
石
川
稔
「
社
会

保
障
制
度
と
家
族
」
隅
谷
三
喜
男
(
編
)
『
社
会
保
障
の
新
し
い
理

論
を
求
め
て
』
(
東
京
大
学
出
版
界
、
一
九
九
一
年
)
一
七
七
頁
以

下
、
松
嶋
道
夫
「
私
的
扶
養
と
公
的
扶
助
」
有
地
亨
(
編
)
『
現
代

家
族
法
の
諸
問
題
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
O
年
)
三
三
九
頁
以
下
、

堀
勝
洋
「
社
会
福
祉
に
お
け
る
利
用
者
負
担
」
/
「
社
会
福
祉
に
お

け
る
公
私
の
役
割
」
『
福
祉
改
革
の
戦
略
的
課
題
』
(
中
央
法
規
出
版
、

一
九
八
七
年
)
六
三
頁
以
下
/
二
一
三
頁
以
下
、
上
野
雅
和
「
社

会
福
祉
に
お
け
る
費
用
徴
収
と
扶
養
問
題
扶
養
義
務
者
か
ら
の

費
用
徴
収

i
」
社
会
福
祉
研
究
三
九
号
(
一
九
八
六
年
V

三
一
頁

以
下
、
第
一
八
回
社
会
保
障
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
保
障

を
め
ぐ
る
公
私
の
役
割
」
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
二

O
巻
一
号
(
一

九
八
四
年
)
四
頁
以
下
、
利
谷
信
義
「
福
祉
と
家
族

l
老
親
扶
養

を
中
心
と
し
て
!
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
(
編
)
『
福
祉

国
家

4

日
本
の
法
と
福
祉
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四

年
)
一
八
三
頁
以
下
、
佐
藤
進
『
高
齢
者
扶
養
と
社
会
保
障
』
(
一

粒
社
、
一
九
八
三
年
)
、
深
谷
松
男
「
私
的
扶
養
と
公
的
扶
助

親
族
扶
養
優
先
の
原
則
を
中
心
に

l
」
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
『
現

代
家
族
法
大
系
3
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
)
三
八
三
頁
以
下
、

沼
正
也
「
全
体
と
し
て
の
扶
養
法
秩
序
に
お
け
る
私
的
扶
養
の
地

位
」
『
親
族
法
の
総
論
的
構
造
(
新
版
)
』
(
三
和
書
房
、
一
九
七
五

年
)
九
五
頁
以
下
、
明
山
和
夫
『
扶
養
法
と
社
会
福
祉
』
(
有
斐
問
、

一
九
七
四
年
)
、
西
原
道
雄
「
社
会
保
障
法
に
お
け
る
親
族
の
扶
養
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
三

O
一
号
(
一
九
六
四
年
)
五
二
頁
以
下
、
小
川
政

亮
「
社
会
保
障
制
度
と
の
関
連
」
中
川
善
之
助
(
編
)
『
家
族
問
題

と
家
族
法

V

扶
養
』
(
酒
井
書
店
、
一
九
五
八
年
)
一
五

O
頁
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アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割1)

以
下
、
西
原
道
雄
「
親
族
的
扶
養
の
法
的
保
障
(
こ
」
法
学
協
会

雑
誌
七
四
巻
二
号
(
一
九
五
六
年
)
九
九
頁
以
下
。

(
6
)
本
稿
で
「
公
」
と
は
、
国
お
よ
び
地
方
自
治
体
を
指
す
こ
と
に

す
る
。

(
7
)
社
会
保
障
と
家
族
の
扶
養
義
務
と
の
緊
張
関
係
は
、
困
窮
者
を

救
済
す
る
公
的
扶
助
に
お
い
て
顕
著
に
表
面
化
す
る
。
例
え
ば
家

族
に
ケ
ア
さ
れ
て
い
な
い
要
扶
養
者
に
対
し
て
、
社
会
保
障
給
付

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
要
扶
養
者
を
困
窮
状

態
の
ま
ま
で
放
置
し
て
お
く
こ
と
を
肯
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

何
ら
か
の
ケ
ア
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
、
例
え
ば
企
業
な
ど
の

他
の
主
体
が
一
切
の
ケ
ア
責
任
を
負
う
な
ら
ば
、
公
ま
た
は
{
家
族

の
扶
養
義
務
は
前
提
と
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
が

期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
公
も
し
く
は
家
族
の
い

ず
れ
か
、
ま
た
は
そ
の
双
方
が
困
窮
者
を
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
る
と
、
公
ま
た
は
家
族
の
一
方
が
困
窮
者
を
扶
養
す
る

義
務
を
負
ぃ
、
も
う
一
方
に
よ
る
扶
養
は
補
足
的
な
も
の
と
な
る

の
か
。
そ
れ
と
も
、
公
お
よ
び
家
族
は
別
順
位
の
扶
養
義
務
を
負

う
の
か
。
あ
る
い
は
、
公
お
よ
び
家
族
は
常
に
重
複
し
て
扶
養
義

務
を
負
っ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
は
、
親
族
の
扶
養
義
務
が
生
活
保
護
に
優
先
す
る
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
、
日
本
の
生
活
保
護
法
四
条
二
項
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
行
生
活
保
護
法
は
、

民
法
上
の
扶
養
は
生
活
保
護
に
優
先
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
建
前
を
規
定
す
る
に
と
ど
め
た
と
通
説
は
解
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
国
は
扶
養
義
務
者
が
扶
養
を
怠
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
申

請
者
に
対
し
て
生
活
保
護
を
支
給
し
、
後
日
生
活
保
護
法
七
七
条

に
よ
り
扶
養
義
務
者
に
求
償
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
参
照
、
拙
稿
「
生

活
保
護
と
私
的
扶
養
義
務
」
賃
金
と
社
会
保
障
一
一
一
一
一
六
号
(
一

九
九
四
年
)
三
九
頁
。

(
8
)
「
扶
養
」
と
い
う
言
葉
は
、
我
が
国
で
は
通
常
、
「
世
話
」
を
す

る
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
給
付
お
よ
び
経
済
的
給
付
の
双
方
を
含
む
、

広
い
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
法
律
的
に
「
扶
養
」
と
は
、
「
資
力
の
あ
る
一
定
範
囲
の

親
族
か
ら
自
分
の
資
力
で
は
生
活
で
き
な
い
一
定
の
範
囲
の
親
族

に
対
し
て
行
う
経
済
的
給
付
を
指
す
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、

山
脇
貞
司
「
老
人
(
高
齢
者
)
介
護
と
扶
養
法
理
」
老
人
介
護
と

相
続
法
理
研
究
会
『
老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告

書
』
(
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
)
二
一

O
頁。

こ
の
点
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
語
に
お
い
て
「
扶
養
」
と
訳
さ

れ
て
い
る
印
ロ
U
U
0
2
・
目
白

5
Z
S
お
よ
び
胃

2
E巾
と
い
っ
た
用
語

を
、
一
般
的
に
「
世
話
を
し
養
う
こ
と
」
と
い
っ
た
広
い
意
味
で

使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
親
族
に
よ
る
扶
養
以
外
の
、

例
え
ば
公
的
な
支
援
に
関
し
て
も
、
「
公
の
扶
養
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
例
に
倣
っ
て
、
「
扶

養
L

と
い
う
一
百
葉
を
特
に
親
族
に
よ
る
経
済
的
給
付
に
限
定
せ
ず
、

広
い
音
ω
味
で
使
用
し
て
い
る
。
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(
9
)
例
え
ば
一
九
九
二
年
の

O
E
C
D
第
二
回
社
会
保
障
担
当
大
臣

会
議
で
は
、
高
齢
者
の
長
期
介
護
問
題
が
主
要
テ
1
マ
の
一
つ
と

な
っ
た
。
そ
の
結
果
一
九
九
四
年
七
月
に
は
「
O
E
C
D
高
齢
者

介
護
の
財
政
と
供
給
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開
か
れ
て
い
る
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
長
期
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
要
介
護
高
齢
者

の
増
加
は
、
ケ
ア
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
る
家
族
に
対
し
て
、

無
視
で
き
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

O
R
P

寸

出

何

〉

Z
Z
C
〉
戸
河
何
日

M
O問
、
円
。
司
叶
回
目

w
O宍
い
り
]
戸
市
山
匂
品
唱
え
∞
]
{
(
]
戸
川
山
匂
印
)
一

C
何

わ

り

わ

〉

同

-
Zの
司

O
同

司

同

〉

-
F

何
円
、
ロ
何
回
「
J

ヘ

旬

開

O
司

「

何

同

日

目

印

(
5
2
)・
厚
生
省
大
臣
官
房
国
際
課
(
監
)
海
外
社
会
保
障
動
向

研
究
会
(
編
)
『
海
外
社
会
保
障
動
向

d
N
1
8
』
(
ぎ
ょ
う
せ
ぃ
、

一
九
九
二
年
)
九
頁
、
中
村
吉
夫
「
高
齢
者
介
護
の
財
政
で
各
国

レ
ポ
ー
ト
」
週
刊
社
会
保
障
一
八
O
四
号
(
一
九
九
四
年
)
六
O
頁
。

(
叩
)
各
国
の
家
族
扶
養
に
関
し
て
は
、
黒
木
三
郎
(
監
)
『
世
界
の
家

族
法
』
(
敬
文
堂
、
一
九
九
一
年
)
が
、
概
略
を
述
べ
て
い
る
。
本

稿
で
検
討
す
る
問
題
と
最
も
関
連
深
い
研
究
と
し
て
は
、
老
人
介

護
と
相
続
法
理
研
究
会
・
前
掲
書
(
註
8
)
お
よ
び
同
『
老
人
介

護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告
書

E
』
(
長
寿
社
会
開
発
セ

ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
)
が
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
中
国
と
日
本
と
の
比
較
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

大
陸
法
系
の
扶
養
義
務
に
関
し
て
本
稿
と
関
連
深
い
論
文
と
し
て

は
、
次
の
研
究
が
示
唆
に
富
む
。
藤
原
正
則
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け

る
親
族
扶
養
(
〈
巾

2
5含
E
E
Z
5と
門
)
と
社
会
保
障
の
協
働
|

第
四
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
を
中
心
と
し
て
1

」
商
学
討
究
四
六
巻

一
号
(
一
九
九
五
年
)
二
O
七
頁
以
下
、
西
原
道
雄
「
ド
イ
ツ
公

的
扶
助
に
お
け
る
家
族
共
同
体
概
念
の
成
立
ド
イ
ツ
家
族
法
の

一
断
面
|
」
鈴
木
禄
弥
H

五
十
嵐
清
H

村
上
淳
一
(
編
)
『
概
観

ド
イ
ツ
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
V

一
年
)
一
二
九
頁
以
下
、

小
川
政
亮
「
ド
イ
ツ
公
的
扶
助
に
お
け
る
親
族
扶
養
義
務
の
問
題

|
特
に
世
帯
同
一
の
場
合
を
中
心
に
|
」
日
本
社
会
事
業
短
期
大

学
研
究
紀
要
三
号
(
一
九
五
六
年
)
三
O
頁
以
下
~

(
日
)
英
国
に
お
い
て
親
族
扶
養
が
社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
で
発
生

し
発
展
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
先
駆
的
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。

林
迫
庚
H
古
賀
昭
典
「
公
的
扶
助
と
家
族
扶
養

l
英
国
扶
助
制
度

の
発
展
を
中
心
に
|
」
『
現
代
社
会
保
障
法
論
』
(
法
律
文
化
社
、

一
九
六
八
年
)
二
八
四
頁
以
下
、
西
原
道
雄
「
英
国
国
家
扶
助
法

に
お
け
る
家
族
の
扶
養
義
務
」
神
戸
法
学
雑
誌
八
巻
三
号
二
九

五
八
年
)
四
五
O
頁
以
下
、
山
本
(
神
谷
)
笑
子
「
英
法
に
お
け

る
扶
養
義
務
に
つ
い
て
」
法
的
学
論
叢
五
九
巻
五
号
(
一
九
五
四
年
)

八
一
頁
以
下
。

(
ロ
)
長
期
介
護
を
行
う
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
主
体
は
「
ナ
l
シ
ン
グ
・

ホ
ー
ム
」
で
あ
る
。
そ
の
四
分
の
三
は
営
利
団
体
に
よ
っ
て
経
営

さ
れ
て
お
り
、
非
営
利
団
体
ま
た
は
病
院
に
よ
る
経
営
は
二
O
%
、

公
的
主
体
に
よ
る
経
営
は
五
%
で
あ
る
。
ナ
l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
が
、

施
設
で
の
長
期
ケ
ア
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
た
め
、

ナ
l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
従
来
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
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アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

れ
、
改
革
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
石
田
道
彦
っ
ア
メ
リ
カ
の
長
期

ケ
ア
に
お
け
る
利
用
者
の
権
利
と
そ
の
実
現
(
こ
九
大
法
学
七

一
号
(
一
九
九
六
年
)
六
一
頁
以
下
。

(
日
)
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
(
富
市
品
目
g
F
P
低
所
得
者
医
療
扶
助
)
は
、
低

所
得
の
高
齢
者
な
ど
に
対
す
る
医
療
扶
助
で
あ
る
[
芯
己
め
の

官
ω
定
日
(
呂
志
)
]
・
他
の
公
的
扶
助
の
受
給
者
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
動
的
に
受
給
資
格
が
生
じ
る
低
所
得
者
[
カ
テ
ゴ
リ
カ

リ
l
・
ニ

l
デ
ィ

I

R
巳
認
。
コ
門
田
口
可
忠
広
三
'
こ
の
中
の
一
部
の

者
は
、
連
邦
政
府
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
ど
の
州
で
も
必

ず
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
]
の
み
な
ら
ず
、
莫
大

な
医
療
費
の
支
払
い
が
原
因
で
経
済
的
困
難
を
き
た
し
て
し
ま
っ

た
人
々
[
メ
デ
イ
カ
リ

l
・
ニ

l
デ
ィ

1
(
E
E
-
z
=可
口

2
【ぞ
)

4

適
用
の
有
無
は
州
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
]
を
も
対
象
と
し
て

い
る
。
社
会
保
障
法
タ
イ
ト
ル

X
E
に
基
づ
く
制
度
で
あ
り
、
メ

デ
ィ
ケ
ア
(
註
日
参
照
)
と
と
も
に
一
九
六
五
年
に
創
設
さ
れ
た
。

本
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
費
用

負
担
に
つ
い
て
家
族
の
扶
養
義
務
の
有
無
が
関
わ
れ
て
い
る
。

連
邦
政
府
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
給
付
に
要
し
た
各
州
の
費
用
に

対
し
て
一
定
割
合
の
補
助
を
行
っ
て
お
り
、
各
州
が
、
連
邦
政
府

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
下
で
、
制
度
を
運
営
し
て
い
る
。
し
か
し
適

用
者
の
範
囲
か
ら
給
付
内
容
の
決
定
に
至
る
ま
で
州
政
府
に
は
広

範
の
裁
量
権
が
あ
り
、
制
度
の
内
容
は
州
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
。

と
は
い
え
、
入
院
費
、
外
来
診
療
費
、
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
入

所
費
お
よ
び
在
宅
ケ
ア
費
な
ど
は
、
最
低
限
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
に
対
す
る
手
当
の
支
私
い
を
通

じ
て
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
は
多
額
の
長
期
ケ
ア
費
用
を
負
担
し
て
い
る
。

(H)
↓

ロ

何

百

出
v
T
何

回

。

c
z玄
目
的
目

5
z
a
d
e印
∞
宅
〉
問
、
コ
∞
〉

z
n
c
ζ
ζ
-
m
m
-
o
z

o
z
n
o
Z
2
N何
日
由
開

Zm日
〈
何
回
開
〉
「
↓
出
わ
〉
間
四
日
〉

(
U
〉
「
戸
司

O
問

〉

η4-oz・

2白
一
河
内
宮
『

?
(
l
ロ
H
R
2
-〈
n
m
c
ζ
玄
〉
悶
ベ
)
匂

N

H

O
品
(
同
句
。
。
)
ヨ

野
口
悠
紀
雄
H
デ
l
ピ
ソ
ド
・
ワ
イ
ズ
(
編
)
『
高
齢
化
の
日
米
比

較
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
)
二

O
七
頁
以
下
、
関
川

芳
孝
「
ア
メ
リ
カ
医
療
扶
助
(
メ
デ
イ
ケ
イ
ド
)
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
」

季
刊
社
会
保
障
研
究
二
六
巻
三
号
二
九
九
一
年
)
二
八
五
頁
以
下
、

宮
崎
尚
「
ア
メ
リ
カ
の
高
齢
者
介
護
政
策
の
動
向
」
海
外
社
会
保

障
情
報
九
四
号
(
一
九
九
一
年
)
一
一
一
頁
。

(
日
)
メ
デ
ィ
ケ
ア
(
玄

a
F
E「
タ
老
人
・
障
害
者
医
療
保
険
)
は
、
六

五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
す
る
医
療
保
険
で
あ
る
[
芯
戸
∞
わ

色
ω
2
2
2
2・
(
5
2
)
]
こ
れ
は
連
邦
全
体
に
わ
た
る
統
一
的

な
制
度
で
あ
り
、
高
齢
者
の
収
入
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
社
会

保
障
法
タ
イ
ト
ル

x
mに
基
づ
き
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
と
と
も
に
一

九
六
五
年
に
創
設
さ
れ
た
。
メ
デ
ィ
ケ
ア
パ
ー
ト

A
と
呼
ば
れ
る

強
制
病
院
保
険
お
よ
び
パ

l
ト
B
の
補
足
的
医
療
保
険
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
パ

l
ト
A
は
、
入
院
費
、
ナ

l
シ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
費
、

お
よ
び
退
院
後
の
在
宅
ケ
ア
に
お
け
る
医
療
関
係
費
な
と
の
一
部

を
、
六
五
歳
以
上
の
老
齢
年
金
受
給
者
、
障
害
年
金
受
給
者
お
よ

び
慢
性
腎
臓
病
患
者
に
給
付
し
て
お
り
、
連
邦
給
与
税
に
よ
り
賄
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研究ノート

わ
れ
て
い
る
。
パ

l
ト
B
は
外
来
診
療
の
費
用
な
ど
を
カ
バ
ー
し
、

保
険
料
を
支
払
え
ば
六
五
歳
以
上
の
者
は
誰
で
も
被
保
険
者
と
な

れ
る
、
任
意
加
入
の
制
度
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ケ
ア
で
は
、
ナ

l
シ

ン
グ
・
ホ
ー
ム
費
に
対
す
る
給
付
に
日
数
の
面
な
ど
で
制
限
が
あ

る
た
め
、
高
額
な
ナ

1
シ
ン
グ
・
ホ

l
ム
の
費
用
に
財
産
を
使
い

果
た
し
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
対
象
と
な
る

f
g
E
Z
門
営
者
ロ
の

ケ
l
ス
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
他
の
公
お
よ
び
民
間
の
支
援
に
つ

い
て
は
第
三
章
第
一
節
1
を
参
照
。

(
日
)
本
稿
で
は
、

(
P
E々
〆
コ
間
宮
)
Z
Z
『巾円。〈
2
3
0『
=
Z
E
E
-

U
Z
『
帥
ぺ
を
、
「
求
償
(
権
)
」
ま
た
は
「
償
還
を
受
け
る
(
権
利
)
」

と
訳
し
て
い
る
。

(口
)

Z

叶
「
市
白
押
宮
町
出
向
白
問
。
。
ロ
門
「
H
t
E
2
0
口
白
『
『
。
包
河
色
町
民
】
〈
2
Z
玄
邑
』
門
担
}
早

〉匂目
)znMW
ロ
Z
3
豆町円四
F
E
E
F白出ロロ即-叶『田口印門口戸庁
g
一
z
c
N
・
ロ
ハ
リ
明
〉

司
Z
F
'
A
印1
ω
ω

巾円
'ω

∞
H
N
・
Hmwmwω

同
冨
何
回
)
日
円
〉
問
問
除
宮
何
門
出
わ
と
り

の
c-U何
(
の
め
出
)
A
-
ω
N
-

品印、吋(司巾
σ
同市出∞
ω
)

・

(
時
)
一
九
九
一
年
度
の
国
別
租
税
・
社
会
保
障
負
担
の
対
国
民
所
得

比
一
ア
メ
リ
カ
一
二
六
・
二
%
、
イ
ギ
リ
ス
五

0
・
七
%
、
ド
イ
ツ

五
0
・
八
%
、
フ
ラ
ン
ス
六
一
了
六
%
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
七
四
・

五
%
、
日
本
三
八
・
七
%
(
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
九

O
年
の
数
値
)
、
厚
生
省
・
前
掲
書
(
註
3
)

一
O
四
頁
。
そ
の
他
、

公
的
医
療
保
障
制
度
の
カ
パ
|
率
、
お
よ
び
ホ

l
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
高
齢
者
の
割
合
な
ど
を
国
別
に
見
た
場
合

も
、
ア
メ
リ
カ
の
数
値
は
低
い
。
厚
生
省
高
齢
者
介
護
対
策
本
部

事
務
局
(
監
)
『
新
た
な
高
齢
者
介
護
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
つ
い
て
』

(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
五
年
)
一
四
九
頁
。

(
凹
)
主
要
な
も
の
と
し
て
は
、
老
人
介
護
と
相
続
法
理
研
究
会
・
前

掲
金
百
(
註
叩
)
が
あ
る
。
同
書
の
中
で
も
、
小
石
備
子
「
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
老
人
介
護
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
お
よ
び
吉
田
邦
彦
「
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
の
諸
問
題
」
の
二
論
文
は
、
視
点

や
力
点
の
お
き
方
が
若
干
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

概
括
的
に
研
究
し
た
先
駆
的
論
文
で
あ
る
。
こ
の
他
次
の
文
献
が
、

家
族
責
任
法
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
鈴
木

龍
也
「
ア
メ
リ
カ
の
家
族
法
」
黒
木
・
前
掲
書
(
註
叩
)
三
九
九
頁
、

樋
口
範
雄
『
親
子
と
法

i
日
米
比
較
の
試
み
|
』
(
弘
文
堂
、
一

九
八
八
年
)
二
一
一
一
頁
以
下
、
尾
高
都
茂
子
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お

け
る
扶
養
義
務
」
比
較
法
研
究
八
号
二
九
五
四
年
)
二
九
頁
。

(
却
)
高
齢
者
扶
養
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
親

に
よ
る
子
の
扶
養
に
関
す
る
研
究
と
比
べ
る
と
、
充
分
に
な
さ
れ

て
は
い
な
い
。
我
が
固
に
お
い
て
、
高
齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
社
会

保
障
と
家
族
の
役
割
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
研
究
が
少
な
い
の
は
、

こ
の
点
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
代
表
的
な
法
学
の
教
科
書
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
ケ

l
ス
ブ
y

ク
は
、
家
族
責
任
法
に
関
し
て
、

い
ず
れ
も
約
十
頁
を
割
い
て
い
る
。
』
〉
目
白
戸

(UEg
〉
Z
U

F
由〉、
E
E
〉「
m
O
Z
Hり
〉
玄
戸

J

門
戸
〉
者
同
ω
O
H
C
m
w
(
ω

門H
E
-
同ゆ
m
w
N
)

一

回
り
宍
問
、
山
口
印
戸

-
U
J
Z
F
J
『
円
、
〉
巧
目
。
ω
∞
品
印

(ωι

巾
己
同
句
。
。
)

北法48(2・52)320



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割~(l)

回
出
。
「
〉
悶
甲
子

J

「

Z
何
戸
〉
君
。
明
，

U
C
冨何∞叶
R
-
N開「〉叶
-
o
z
m
H
Z

↓回開

d
Z
H
↓開【〉
ω

↓
〉
叶
何
回
品
∞
∞
t
m
w
寸

(
N
己巾巳
-
H
m
w
∞叶)・

(
幻
)
詳
し
く
は
第
二
章
第
一
節
1

「
家
族
責
任
法
の
立
法
類
型
」
に

お
い
て
説
明
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
同
じ
法
の
分
野
を
指
す
言

葉
と
し
て
、
司
自
己
ぞ
問
。
∞
宮

S
E
-
-
q
E
d司
印
(
家
族
責
任
法
)
・

2
E
河
内
的
宮
5
5
2
ミ
E
5
(子
と
し
て
の
責
任
法
ア

]
N
m
g
z
z

F
M宮
口
∞

E
-
ξ
E
5
(親
族
責
任
法
)
と
、
用
語
の
使
わ
れ
方

は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
法
文
上
は
明
白
呂
町
ぞ
岡
山
町
田
宮

S
E
E
q
と

い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
論
文
の
多
く
は
、

E
-
E
m
g司
OBe--一
々
と
い
う
き
ロ
葉
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
ヨ

-E
と
い
う
言
葉
は
「
子
と
し
て
の
」
と
い
う
意
味
が

あ
る
の
に
対
し
て
、
州
に
よ
っ
て
は
こ
の
法
律
に
よ
り
、
兄
弟
お

よ
び
孫
な
ど
他
の
親
族
に
も
扶
養
義
務
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
は
よ
り
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
「
家
族
」
と
い

う
言
葉
を
使
う
こ
と
と
し
、
「
家
族
責
任
法
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。

さ
ら
に
、
個
々
の
条
文
を
指
す
場
合
以
外
に
、
こ
の
法
分
野
全
体

を
指
す
場
合
も
あ
る
た
め
、
家
族
責
任
「
規
定
」
で
は
な
く
、
家

族
責
任
寸
法
」
と
訳
し
た
。

(
幻
)
】
ι向島
C
(
U
D
品
巾
・
の
巾
ロ
巾
「
白
一
「
白
耳
目
斗
三
市
ω
N
U
D
E
巾
丘
一
円
周
巾
E
C
O
口∞-

ハ
U
F
酎匂芝山『

H
0
・日以印『巾ロ門出口品〔
Uz--
門「
]
F
C
O
N
-

河内円片目)『on白
-
b
E
C
m
印
C

間

的

E
U
U
0
2
(
]
F
m
v
ゆ
め
)
・

(
お
)
家
族
に
課
さ
れ
た
扶
養
義
務
の
範
囲
は
州
に
よ
っ
て
異
な
り
、

連
邦
法
を
も
っ
て
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
各
州
が
定
め

る
家
族
責
任
法
を
概
括
的
に
検
討
し
、
家
族
責
任
法
を
め
ぐ
る
問

題
の
全
体
像
を
把
握
す
る
よ
う
試
み
た
。

(
担
)
裁
判
例
に
関
し
て
も
、
本
稿
は
、
家
族
責
任
法
に
関
す
る
ア
メ

リ
カ
の
莫
大
な
量
の
訴
訟
す
べ
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
内
容
的
に
一
般
性
の
あ
る
問
題
が
争
わ
れ
た
各
州
の
裁
判

例
の
他
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
裁
判
例
を
時
系
列
を
追
っ
て
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
的
傾
向
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
で
あ
る
。

(
お
)
印
耳
O

回
目
)
〈
印
己
℃
巾
『
】
。
「
(
い
C
C吋
汁

D『∞白円「白『同戸市ロ
g
n
D
E口々
-
H
C

の白--

ω
ι
ι
ω
Oヨ

H
H
H

何回--河℃片『同
ω
m
p

印同⑦目
u

N
巳∞
h
H
O
(
H
m
w
叶
ω
)

(
お
)
日
本
民
法
は
「
親
族
」
を
、
六
親
等
内
の
血
族
、
配
偶
者
お
よ

び
コ
一
親
等
内
の
姻
族
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
(
民
法
七
二
五
条
)
。

し
か
し
本
稿
で
は
「
親
族
」
と
い
う
用
語
を

J
m
g
t
2
3
の
訳
語

と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
イ
己
主
戸
〈
べ
は
、
主
と
し
て
血
族
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
幻
)
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助
玉
虫
)
り
〉
五
円

D
E
E
r印
ヨ

5
F

目見

E
E丹(い
E
5
2ロ
)
は
、
社
会
保
障
法
タ
イ
ト
ル
町

(
A
)
に
規

定
さ
れ
た
、
親
の
不
在
、
障
害
、
死
亡
ま
た
は
失
業
に
よ
っ
て
養

育
を
欠
く
一
八
歳
未
満
の
貧
困
児
童
の
援
助
を
目
的
と
す
る
世
帯

単
位
の
現
金
扶
助
制
度
で
あ
る
。
社
会
保
障
研
究
所
(
編
)
『
ア
メ

リ
カ
の
社
会
保
障
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
)
一
七
六

頁。

(
お
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
切
白
5
5・
宅
三
冶

3
2
白

E
s
h
s
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石庁究ノート

~
川
喜
三
三
円
白
目
品
目
立

RHY

ミ
H
Fぬ
河

内

町

s
hミ
局
、
可
Hh守
』
礼
町
、

t
h
g
E噌
柏
町
内
、
白
、

宮
室
町
伺

shF町
q
s
s
k
め
室
内
師
、

N
印
∞
叶
〉

Z
・
「
河
何
〈

H

N

ω

(

忌寸
ω
)

が
特
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
と
は
い
え
、
受
給
者

の
子
が
財
産
の
法
定
相
続
人
ま
た
は
財
産
の
受
遺
者
で
あ
っ
た
場

合
、
子
ら
が
間
接
的
な
影
響
を
受
け
う
る
と
い
う
点
は
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

(
却
)
こ
の
ほ
か
に
本
稿
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
生
涯
ケ
ア
と
引

き
換
え
に
財
産
を
提
供
す
る
と
い
う
施
設
と
の
契
約
、
扶
養
契
約

に
違
反
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
、
ま
た
は
囚
人
を
拘
禁
し
た
費
用

の
親
族
に
対
す
る
求
償
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
も
あ
る
が
、
本
稿
で

は
取
り
上
げ
な
い
。

第
一
章

家
族
責
任
法
の
形
成

困
窮
す
る
家
族
の
一
員
を
扶
養
す
る
義
務
を
他
の
家
族
構
成
員
に
課
す

家
族
責
任
法
は
、
一
九
九
七
年
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
二
九
州
に
お
い
て
見

(1) 

ら
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
こ
う
し
た
家
族
責
任
法
の
由
来
お
よ
ぴ
歴
史
的

(2) 

展
開
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
家
族
責
任
法
の
性
質
を
よ
り
正
確
に
理
解

す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
族
責
任
法
の
研
究
に
倣
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
史
以
前
に
遡
っ
て
家
族
責
任
法
の
沿
草
を
辿
る
こ
と
に
す
る
。
こ

の
た
め
第
一
節
で
法
の
起
源
を
古
代
ま
で
簡
単
に
遡
り
、
第
二
節
で
は
家

族
責
任
法
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
後
一
九
六

0
年
代
後
半
に

至
る
ま
で
の
施
行
状
況
を
概
説
す
る
。

第
一
節

家
族
責
任
法
の
起
源

1 

古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

家
族
の
道
徳
的
な
扶
養
責
任
の
起
源
と
し
て
は
、
古
代
の
道
徳
的
教
義

で
あ
る
、
旧
約
聖
書
の
モ

l
ゼ
の
十
戒
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
十

(
3
)
 

戒
の
一
つ
は
、
子
に
そ
の
親
を
扶
養
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

現
在
ま
で
連
な
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
根
源
的
な
道
徳
規
範
で

あ
る
。
こ
れ
が
家
族
の
相
互
扶
養
義
務
と
し
て
法
定
さ
れ
た
の
は
、
三
世

(
4
)
 

紀
の
ロ

l
マ
社
会
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
社
会
が
経
験
し
た
農
業
経
済
か
ら
商

業
経
済
へ
の
激
的
な
移
行
が
、
文
化
お
よ
び
社
会
構
造
を
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
変
化
さ
せ
、
扶
養
義
務
の
法
定
化
を
促
し
た
。

旦
ハ
体
的
に
見
る
と
、
ロ

1
マ
社
会
以
前
の
社
会
に
支
配
的
で
あ
っ
た
農

業
経
済
に
は
、
嫡
出
子
お
よ
び
(
特
定
の
)
妥
の
他
、
養
子
お
よ
び
奴
隷

(
5
)
 

を
も
含
む
拡
大
家
族

z
p
E
E
3
が
特
に
適
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
数

を
占
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
家
族
構
造
は
、
厳
格
な
階
層
社
会
、
確

北法48(2・54)322 



お
よ
び
社
会
生
活
全
般
に
浸
透
し
た
神
聖
観
念
を

そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
で
も
い
た
。
そ
し
て
拡
大
家

族
の
父
(
宮
門

2
P
E
-
-即
日
)
が
家
族
構
成
員
を
扶
養
し
、
他
の
家
族
構
成

員
は
、
世
襲
財
産
の
維
持
お
よ
び
増
加
に
寄
与
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
農

業
経
済
に
お
け
る
扶
養
は
、
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
て
は
い
た
も
の

の
、
法
的
義
務
で
は
な
く
、
道
徳
規
範

5
2
3
)
と
し
て
保
障
さ
れ
て

(
6
)
 

い
た
。

固
と
し
た
財
産
関
係
、

支
え
て
い
た
が
、

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役害虫1)

と
こ
ろ
が
軍
隊
の
強
化
お
よ
び
商
取
引
の
急
激
な
拡
大
に
伴
っ
て
、
自

給
自
足
の
社
会
は
崩
壊
し
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
貴
族
(
冨
吉
2
吉
田
)

支
配
に
基
礎
を
お
く
硬
直
し
た
階
級
構
造
を
解
体
し
、
社
会
の
中
で
し
き

た
り
を
受
容
さ
せ
て
い
た
神
聖
な
る
も
の
の
力
を
も
弱
体
化
さ
せ
た
。
拡

大
家
族
は
、
内
外
か
ら
崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
。
拡
大
家
族
の
父
の

財
政
基
盤
も
弱
ま
り
、
家
族
構
成
員
の
扶
養
は
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
。

家
族
の
相
互
扶
助
は
、
道
徳
規
範
の
み
で
は
確
保
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
結
局
皇
帝
は
、
人
々
が
扶
養
を
求
め
て
法
に
訴
え

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
の
結
束
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
皇
帝
の
回
丸
ま
は
、
一

O
O年
頃
の
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
世
紀
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
(
巴
空
自
由
)
の
時
代
に
は
、

両
親
は
子
を
扶
養
す
る
法
的
義
務
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
両

親
が
扶
養
を
求
め
て
そ
の
子
を
法
的
に
訴
え
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
ロ

1
マ
社
会
を
規
律
し
て
い
た
神
聖
な
道
徳
規
範

に
由
来
す
る
相
互
扶
養
義
務
が
、
法
定
さ
れ
た
義
務
へ
と
変
化
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
o

そ
し
て
法
定
さ
れ
た
扶
養
義
務
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
み
で

は
な
く
、
そ
の
後
も
拡
大
家
族
の
維
持
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
。

2 

中
世
か
ら
近
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
こ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

中
世
に
入
っ
て
も
、
農
耕
ま
た
は
手
工
業
に
お
け
る
生
産
性
が
高
ま
る

と
い
う
利
点
か
ら
、
こ
な
い
し
一
一
一
組
の
縁
続
き
の
家
族
、
そ
の
奴
隷
、
お

{8) 

よ
び
奉
公
人
か
ら
な
る
拡
大
家
族
が
存
在
し
た
。
個
人
に
と
っ
て
最
も
確

実
な
生
計
保
障
は
、
こ
の
よ
う
な
世
帯
の
一
員
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ロ
1
マ
法
は
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
継
受
さ
れ
、
北
部
で
は
、
円
。
ぇ
ミ

E
E
(慣

習
・
慣
行
)
に
表
さ
れ
る
倫
理
観
が
家
族
の
結
束
を
強
め
て
い
た
。
と
は

い
え
、
教
会
、
宗
教
団
体
お
よ
び
公
的
機
関
な
ど
の
他
の
機
関
が
、
貧
困

者
の
ケ
ア
に
関
し
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
点
を
み
る
と
、
拡
大

(
9
)
 

家
族
も
部
分
的
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
の
後
、
夫
婦
一
組
お
よ
び
そ
の
子
以
外
の
家
族
構
成
員
を
含
む
世
帯

の
減
少
が
一
五
世
紀
に
始
ま
り
、
一
八
世
紀
に
は
核
家
族
が
支
配
的
に
な

っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
家
族
形
態
は
変
化
し
た
も
の
の
、
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

北法48(2・55)323



研究ノート

で
は
ロ

l
マ
法
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ロ

l
マ
法
の
影
響
を
受
け
て
発
達

し
た
慣
習
に
よ
り
、
家
族
問
の
扶
養
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

個
々
人
は
、
自
己
の
資
力
の
み
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
は
な
か

っ
た
。
親
に
よ
る
子
の
扶
養
、
子
に
よ
る
親
の
扶
養
、
さ
ら
に
は
孫
と
祖

父
母
の
聞
の
相
互
扶
養
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

規
範
は
、
そ
の
後
の
民
事
法
の
発
達
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
わ
れ

(
叩
)

て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
直
接
的
起
源
の
一
端
を
見
い
だ
し
う
る
の
は
、

後
に
制
定
さ
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
で
は
、

成
年
子
、
そ
の
両
親
、
他
の
直
系
尊
属
お
よ
び
養
子
が
、
要
扶
養
者
の
ニ
ー

ズ
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
扶
養
能
力
に
応
じ
て
、
互
い
を
扶
養
す
る
義
務

(
日
)

を
負
っ
て
い
た
。
同
法
は
家
族
の
結
束
を
方
向
づ
け
、
家
族
全
体
で
最
低

限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
、
現
在

ア
メ
リ
カ
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
に
見
ら
れ
る
、
大
陸
法
系
の
扶
養
規
定
の
基

!
?
(
ロ
)

礎
と
な
っ
た
。

1 

英
国コ

モ
ン
・
ロ

l

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
支
配
す
る
英
国
で
は
、
両
親
が
高
齢
で
自
活
で
き
ず

貧
窮
し
て
い
た
と
し
て
も
、
子
に
は
両
親
を
扶
養
す
る
法
的
義
務
は
な
か

(
日
)

っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ

1
に
お
け
る
扶
養
義
務
は
、
未
成
年
子
に
対
す
る
親

の
義
務
、
お
よ
び
夫
婦
問
の
義
務
で
あ
っ
た
(
た
だ
し
当
初
は
、
夫
の
み

が
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
た
)
。
と
は
い
え
、
大
陸
法
系
の
国
々
と
同
様
、

(
日
)

貧
窮
し
た
両
親
を
扶
養
す
る
子
の
道
徳
的
責
任
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま

た
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
も
、
成
年
子
は
明
示
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に

よ
り
、
両
親
を
扶
養
す
る
義
務
、
ま
た
は
第
三
者
が
両
親
に
供
給
し
た
生

(
日
)

活
必
需
品
の
費
用
を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
は
あ
っ
た
。
さ
ら
に
場
合

に
よ
っ
て
は
、
黙
示
の
契
約
に
よ
り
両
親
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
っ
て
い

た
。
例
え
ば
、
被
告
(
息
子
)
の
要
請
で
原
告
(
娘
)
が
両
親
を
五
年
間

扶
養
し
た
事
例
で
は
、
両
親
の
扶
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
被
告
が
原

告
に
支
払
う
と
の
子
供
聞
の
黙
示
の
契
約
を
理
由
に
、
扶
養
費
用
の
う
ち

(
時
)

の
被
告
負
担
部
分
を
、
被
告
が
原
告
に
支
払
う
よ
う
判
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
も
、
母
親
の
埋
葬
に
あ
た
っ
て
、
未
成
年
子
の
一
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般
後
見
人
が
、
貧
民
墓
地
を
避
け
る
た
め
に
埋
葬
費
を
そ
の
子
の
不
動
産

か
ら
支
払
っ
た
事
例
で
、
子
の
法
的
お
よ
び
道
徳
的
義
務
を
考
慮
し
て
、

(
げ
)

そ
の
よ
う
な
埋
葬
費
の
支
払
い
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
は
限
ら
れ
た
範
囲
の
家
族
問
で
の
扶
養
義
務

し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
英
国
で
も
、
函
窮
者
は
通
常
、
地
縁
ま
た
は
血

縁
か
ら
な
る
共
同
体
に
よ
っ
て
ケ
ア
さ
れ
て
い
た
。
中
世
の
英
国
社
会
は
、

封
建
領
主
と
そ
の
家
臣
と
の
主
従
関
係
に
代
表
さ
れ
る
、
共
同
体
的
土
地



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

所
有
を
基
軸
と
し
た
社
会
関
係
が
形
成
さ
れ
た
封
建
社
会
で
あ
っ
た
。
地

縁
ま
た
は
血
縁
の
紐
帯
に
よ
っ
て
、
労
働
お
よ
び
生
活
に
お
け
る
強
固
な

相
互
扶
助
基
盤
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
被
支
配
者
が
支
配
者

に
人
格
的
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
命
令
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

代
わ
り
に
、
支
配
者
は
共
同
体
の
成
員
た
る
被
支
配
者
を
保
護
す
る
義
務

を
負
っ
て
い
た
。
こ
の
相
互
依
存
関
係
が
、
共
同
体
の
成
員
に
と
っ
て
の

生
計
保
障
機
構
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
未
成
年
子
、
高
齢
者
、
さ

ら
に
は
心
身
障
害
者
の
救
済
も
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
う
し
た
共
同
体

の
終
か
ら
離
脱
し
た
者
の
救
済
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
会
を
中
心
と
す
る
慈

(
刊
日
)

善
事
業
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
一
四
世
紀
に
入
る
と
、
商
品
経
済
が
徐
々
に
浸
透
し
、
加
え

て
英
国
の
人
口
が
約
四

O
O万
人
か
ら
約
二
五

O
万
人
に
ま
で
減
少
し
た

と
さ
れ
る
ペ
ス
ト
の
影
響
で
、
農
業
人
口
も
減
少
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

自
給
自
足
の
生
活
を
基
盤
と
す
る
中
世
社
会
は
、
し
だ
い
に
そ
の
根
底
か

(
叩
)

ら
掘
り
崩
さ
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て

の
数
々
の
お
が
前
述
の
よ
う
な
社
会
構
造
を
有
し
た
中
世
社
会
を
解
体

し
、
共
同
体
社
会
に
よ
る
救
済
機
構
も
失
わ
れ
、
大
量
の
貧
民
お
よ
び
浮

浪
者
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
貧
民
お
よ
び
浮
浪
者
の
問
題
に

対
処
す
る
た
め
に
、
テ
ュ

l
ダ

l
朝
の
絶
対
王
制
が
、
国
家
規
模
で
の
貧

民
対
策
に
本
格
的
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

(
イ
)

英
国
救
貧
法

救
貧
立
法

英
国
に
お
け
る
最
初
の
貧
民
対
策
法
は
、
ペ
ス
ト
に
よ
る
浮
浪
者
の
増

大
に
対
応
し
て
一
三
四
九
年
か
ら
五
一
年
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
労
働
者

(
幻
)

規
制
命
令
お
よ
び
法
で
あ
る
。
し
か
し
政
府
は
、
貧
困
問
題
に
対
し
て
消

極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
も
労
働
者
規
制
命
令
お
よ
び
法
は
、
物
乞
い
お
よ

び
浮
浪
を
禁
止
し
処
罰
し
た
懲
戒
的
で
弾
圧
的
な
規
定
で
あ
り
、
救
貧
立

法
と
い
う
よ
り
も
、
貧
民
抑
圧
立
法
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

た
め
実
際
の
救
済
は
、
依
然
と
し
て
、
政
府
で
は
な
く
教
会
ま
た
は
私
的

慈
善
事
業
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
た
。
教
会
が
貧
困
者
救
援
の
第
一
の

よ
り
所
で
あ
り
、
第
二
が
ギ
ル
ド
ま
た
は
私
的
基
金
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
私
的
資
源
が
前
述
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
な
く
な
る
に
従

ぃ
、
公
的
な
財
政
援
助
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
必
要
性
は
、
一
六
世
紀
後
半
に
ヘ
ン
リ
八
世
が
修
道
院
を
接
収
し
、

そ
の
財
産
を
臣
下
に
提
供
し
て
、
従
来
の
貧
困
者
救
済
の
主
要
な
よ
り
所

(
忽
)

を
除
去
し
た
こ
と
に
よ
り
決
定
的
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
貧
困
者
救
援
の
私
的
資
源
が
不
足
し
、
公
的
な
支
援
が
必
要

(幻

)

(

μ

)

と
さ
れ
た
英
国
で
は
、
一
五
三
二
年
法
に
始
ま
る
、
一
連
の
救
貧
法
が
制

定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
救
貧
法
で
は
、
稼
働
能
力
の
あ
る
者
と
な
い
者
を

分
離
し
、
前
者
に
は
就
労
の
機
会
を
与
え
、
後
者
に
は
必
要
な
扶
助
を
行

北法48(2・57)325



研究ノート

一
連
の
立
法
は
、
当
初
の
単
な
る
治
安
維
持
の
た
め
の
対
策
か
ら
、

失
業
対
策
の
一
環
へ
と
徐
々
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

稼
働
能
力
が
あ
り
な
が
ら
も
労
働
意
欲
の
な
い
者
に
対
す
る
処
罰
は
苛
烈

を
き
わ
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
況
に
お
い
て
、
公
的
財
政
援
助
を
最
も

積
極
的
に
規
定
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
救
貧
立
法
を
集
大
成
し
た
一
六

O
一

(
お
)

年
法
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
を

含
む
一
連
の
救
貧
立
法
は
、
貧
困
問
題
に
効
果
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
、

(
お
)

ほ
ほ
三
世
紀
に
わ
た
る
政
府
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
れ
ら

の
法
は
、
貧
民
の
救
済
に
対
す
る
国
家
の
積
極
的
な
対
応
を
初
め
て
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
一
ム
ハ
世
紀
以
前
に
す
で
に
そ
の
救
済
機
能
を
喪
失
し
つ

つ
あ
っ
た
教
会
、
地
域
共
同
社
会
お
よ
び
家
族
に
代
わ
っ
て
、
国
家
が
前

(
幻
)

面
に
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
。
そ
し
て
一
六
世
紀
の
諸
立

法
を
集
大
成
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
は
、
一
八
三
四
年
の
救
貧
法
改
正

に
至
る
ま
で
、
英
国
救
貧
対
策
の
指
針
と
な
っ
て
い
た
。

つ
れ
~
。

(
ロ
)
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法

家
族
の
扶
養
義
務
を
救
貧
法
に
規
定
し
た
の
は
、
一
五
九
七
年
の
イ
ン

(
お
)

グ
ラ
ン
ド
国
会
で
あ
る
。
相
互
扶
養
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
主
体
は
、

当
初
親
と
子
の
み
で
あ
っ
た
が
、
二
ハ

O
一
年
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に

(
明
日
)

よ
り
、
直
系
血
族
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法

「
す
べ
て
の
貧
困
者
、
高
齢
者
、
視
覚
障
害
者
、
身
体
障
害
者
、
虚

弱
者
又
は
そ
の
他
の
就
労
不
可
能
な
貧
困
者
に
つ
い
て
は
、
父
及

び
祖
父
、
母
及
び
祖
母
並
び
に
子
は
、
十
分
な
能
力
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
当
該
貧
困
者
を
す
べ
て
救
済
し
扶

養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
済
及
び
扶
養
は
、
扶
養
可
能
な
者

又
は
そ
の
多
数
が
住
む
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
治
安
判
事
が
、
一
般
四
季

裁
判
所
に
お
い
て
評
価
す
る
方
法
及
び
扶
養
料
に
よ
っ
て
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
扶
養
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
不
履

行
の
状
態
に
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
者
が
毎
月
二

0

シ
リ
ン
グ
の
罰
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
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本
稿
と
の
観
点
で
重
要
な
エ
サ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
特
徴
は
、

貧
法
が
制
定
さ
れ
た
前
述
の
歴
史
的
背
景
に
起
因
し
た
、
家
族
の
第
一
義

(
却
)

的
扶
養
義
務
の
原
則
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
私
的
な

義
務
が
果
た
さ
れ
た
後
で
な
く
て
は
、
貧
困
者
の
扶
養
に
公
的
資
源
を
利

用
す
る
、
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
立
法
趣

旨
は
、
一
般
に
、
特
定
の
親
族
に
扶
養
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、(

訂
)

公
に
よ
る
扶
助
の
経
費
負
担
を
一
部
軽
減
す
る
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
大
半
は
、
こ
う
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧

一
連
の
救
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第
二
節

家
族
責
任
法
の
生
成
と
発
展

第
二
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
家
族
責
任
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

一
九
六

0
年
代
に
至
る
ま
で
の
、
家
族
責
任
法
の
生
成
過
程
と
発
展
情
況

を
概
説
す
る
。
一
九
六

0
年
代
以
降
は
、
高
齢
者
ケ
ア
を
支
え
る
社
会
保

障
制
度
が
拡
充
し
、
社
会
が
高
齢
者
ケ
ア
を
担
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
家
族
責
任
法
の
利
用
は
減
少
し
た
。
本
節
は
、

社
会
保
障
制
度
の
充
実
と
と
も
に
、
社
会
保
障
と
の
関
係
で
の
家
族
の
役

割
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
、
家
族
責
任
法
の
利
用
が
増
加
傾

向
に
あ
っ
た
時
代
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。

1 

ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
制
定

植
民
地
に
お
け
る
最
初
の
救
貧
政
策
と
い
え
る
も
の
は
、
ニ
ュ

1
・
ィ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ベ
イ
で
出
さ
れ
た
一
六
三
九
年
の

(
お
)

命
令
で
あ
る
。
法
制
度
と
し
て
は
、
最
初
の
救
貧
法
が
、
一
六
四
二
年
に

(
羽
)

ニ
ュ

l
・
プ
リ
マ
ス
で
制
定
さ
れ
た
。
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
で
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
救
貧
法
に
倣
っ
て
、
類
似
の
救
貧
法
が
一
六
五

O
年
に
法
定
さ
れ

(
お
)

て
い
る
。
ま
た
南
部
の
植
民
地
、
例
え
ば
ヴ

7
1
ジ
ニ
ア
で
は
、
税
を
財

源
と
し
た
分
配
を
困
窮
者
に
対
し
て
与
え
う
る
教
区
会
の
権
限
が
、
二
ハ

(
お
)

凹
三
年
法
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
後
救
貧
条
項
と
し
て
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
他
中
部
の
植
民
地
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
入
植
者
が
、
困
窮
者
を

ケ
ア
す
る
役
割
を
担
う
の
は
慈
善
事
業
お
よ
び
教
会
で
あ
る
と
解
し
て
い

た
。
中
部
の
植
民
地
に
お
い
て
、
最
初
の
救
貧
法
が
採
択
さ
れ
た
の
は
一

(
幻
)

六
六
一
年
で
あ
る
。

一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
は
、
公
的
扶
助
の
領
域
に
お
い

(
お
)

て
、
多
数
の
法
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
直
系
親
族
は
困
窮
し

た
他
の
親
族
を
扶
養
す
る
第
一
順
位
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
、
一
六
九
二

(ω) 

1

三
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ベ
イ
で
初
め
て
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
後

(ω) 

他
の
地
域
に
お
い
て
も
、
家
族
に
扶
養
義
務
が
課
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う

し
て
定
め
ら
れ
た
各
州
の
家
族
責
任
法
に
は
相
違
点
が
あ
る
も
の
の
、
家

族
責
任
法
の
大
半
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に
僅
か
な
変
更
を
加
え
た
も

(
H
U
)
 

の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
祖
父
母
も
し
く
は
子
を
扶
養
義
務
者
か
ら
除
く
こ

と
に
よ
り
、
家
族
責
任
の
範
囲
を
狭
く
規
定
す
る
州
が
あ
る
一
方
で
、
貧

困
者
の
孫
も
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
扶
養
義
務
者
に
含
め
て
、
責
任
の
範
囲

(
必
)

を
広
く
規
定
す
る
州
も
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
一
七
八
四
年

北法48(2・62)330



お
よ
び
一
七
八
八
年
に
植
民
地
時
代
の
救
貧
法
が
廃
止
さ
れ
、
困
窮
者
に

(
幻
)

対
す
る
法
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
を
参
照
し
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
。
本

稿
で
重
点
的
に
検
討
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
法
制
度
は
、
ニ
ュ

l

(
似
)

ヨ
l
ク
州
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
英
国
救
貧
法
に

規
定
さ
れ
た
家
族
責
任
の
精
神
が
、
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
い
て
も

引
き
継
が
れ
た
。

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割引

家
族
責
任
法
は
、
こ
の
よ
う
に
一
七
世
紀
末
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
っ
た

も
の
の
、
一
八
世
紀
お
よ
び
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
は
、
農
業
主
体
の
社

会
で
あ
り
、
家
族
責
任
法
は
そ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

が
二

O
世
紀
に
入
る
と
、
社
会
経
済
的
状
況
が
変
容
し
た
た
め
、
家
族
責

(
必
)

任
法
の
利
用
は
活
発
化
し
た
の
で
あ
る
。

2 

家
族
の
変
化
と
家
族
責
任
法

二

O
世
紀
に
入
っ
て
産
業
化
が
進
む
と
、
裁
判
所
は
家
族
責
任
法
を
適

用
し
て
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な
り
、
こ
の
傾
向
は
社

会
保
障
制
度
が
拡
充
さ
れ
た
一
九
六

0
年
代
に
至
る
ま
で
続
く
こ
と
と
な

っ
た
。
し
か
し
家
族
責
任
法
の
適
用
さ
れ
る
事
例
が
増
加
す
る
一
方
で
、

社
会
の
変
化
は
、
同
時
に
様
々
な
問
題
を
生
み
だ
し
た
。
そ
の
た
め
、
家

族
責
任
法
に
対
す
る
、
法
学
者
お
よ
び
ソ

i
シ
ヤ
ル
ワ

l
ク
の
専
門
家
な

ど
に
よ
る
批
判
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
も
と
よ
り
、

メ
リ
カ
人
も
、
親
を
扶
養
す
る
法
的
義
務
を
子
に
課
す
こ
と
に
否
定
的
で

(
刊
日
)

は
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
新
し
い
社
会
で
は
過
去
よ
り
も
将
来
が
崇

拝
さ
れ
、
自
由
の
空
気
は
個
々
人
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え

農
業
を
主
体
と
し
た
社
会
経
済
的
状
況
は
、
社
会
の
扶
養
観
と
家
族
責
任

法
の
対
立
を
遅
ら
せ
、
そ
の
対
立
は
二

O
世
紀
に
至
っ
て
か
ら
表
面
化
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
ご
ろ
の
ア

(
ご
家
族
規
模
の
縮
小

家
族
責
任
法
に
対
す
る
批
判
を
高
め
た
最
も
重
要
な
変
化
は
、
農
業
社

会
か
ら
産
業
社
会
へ
の
移
行
と
、
そ
れ
に
起
因
し
た
家
族
規
模
の
縮
小
で

(U) 

あ
る
。
農
業
社
会
に
お
い
て
は
、
た
い
て
い
高
齢
者
が
家
族
の
財
産
を
所

有
し
て
お
り
、
そ
の
稼
働
力
が
衰
え
た
後
も
、
経
済
力
お
よ
び
家
族
に
対

す
る
支
配
力
を
保
持
し
て
い
た
。
お
お
か
た
の
経
済
活
動
が
、
個
人
単
位

で
は
な
く
世
帯
単
位
で
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
産
業
化

と
と
も
に
、
工
場
雇
用
の
可
能
性
が
若
者
を
家
族
に
直
接
的
に
依
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
情
況
か
ら
解
放
し
、
地
域
移
動
お
よ
び
社
会
移
動
の
活

発
化
が
家
族
の
結
び
付
き
を
弱
め
た
。
さ
ら
に
、
農
業
社
会
か
ら
産
業
社

会
へ
の
移
行
、
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
農
村
か
ら
都
市
へ
の
若
者
の
移
動
な

ど
が
、
拡
大
家
族
を
衰
退
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
で
あ
る
核
家
族
構

北法48(2・63)331
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(
特
)

造
は
、
拡
大
家
族
に
比
べ
、
相
互
扶
養
能
力
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

家
族
構
造
の
顕
著
な
変
化
と
し
て
は
、
子
の
減
少
も
挙
げ
ら
れ
る
。
平

均
的
家
族
に
お
け
る
子
の
人
数
は
、
一
九
一

O
年
に
は
四
・
五
人
で
あ
っ

(
約
)

た
が
、
一
九
六

O
年
に
は
二
・
五
人
に
減
少
し
た
。
こ
う
し
た
子
の
減
少

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
が
担
う
扶
養
負
担
の
増
加
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ

で
扶
養
能
力
が
低
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
扶
養
義
務
が

課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
家
族
扶
養
の
弊
害
が
表
面
化
し
、
家
族
責
任
法

に
対
す
る
人
々
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。

(
二
)
高
齢
者
の
増
加

次
に
挙
げ
る
べ
き
重
要
な
変
化
は
、
絶
対
数
お
よ
び
割
合
と
も
に
か
つ

て
な
い
ほ
ど
増
加
し
た
高
齢
者
数
で
あ
る
。
一
九

O
O年
に
は
、
六
五
歳

を
越
え
る
人
口
は
約
三

O
O万
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七

O
年
に
は
約
二

千
万
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
六
倍
以
上
の
増
加
で
あ
り
、
一
般
人
口
の
増

加
率
の
二
倍
に
あ
た
る
。
ま
た
六
五
歳
を
越
え
る
者
の
割
合
も
、
一
八
五

O
年
に
は
総
人
口
の
二
・
一
%
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
一
九

O
O年
に
は

(
印
)

四
-
一
%
、
一
九
七

O
年
に
は
九
・
八
%
に
上
昇
し
た
。

こ
の
人
口
構
造
の
変
化
は
、
い
く
つ
か
の
絡
ま
り
あ
っ
た
要
素
に
起
因

(
日
)

し
て
い
る
。
基
本
的
な
も
の
と
し
て
は
出
生
率
が
低
下
し
た
こ
と
、
お
よ

び
平
均
寿
命
が
伸
び
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
移
民
の
影

響
も
見
逃
せ
な
い
。
一
般
的
に
、
高
齢
化
に
関
す
る
移
民
の
影
響
は
他
の

要
因
と
比
較
し
て
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
二

O
世
紀
初
め
に
移
住

し
て
き
た
当
時
は
若
者
で
あ
っ
た
多
数
の
移
民
が
、
二

O
世
紀
半
ば
に
は
、

人
口
を
高
齢
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。

高
齢
者
の
数
お
よ
び
割
合
が
僅
か
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
両
親
の
扶
養

に
関
す
る
子
の
感
情
ま
た
は
能
力
が
問
わ
れ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
。
家

族
が
高
齢
者
を
扶
養
す
る
上
で
の
諸
問
題
に
直
面
す
る
に
従
い
、
家
族
に

よ
る
扶
養
と
い
う
観
念
が
、
鋭
く
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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(
三
)
長
寿
化
の
影
響

一
八
世
紀
に
は
三
五
歳
で
し
か
な
か
っ
た
平
均
寿
命
は
、
一
九

O
O年

に
は
四
九
歳
、
そ
し
て
一
九
七

O
年
に
は
七

0
・
八
歳
に
ま
で
伸
ぴ
た
。

こ
う
し
た
長
寿
化
が
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ

た
の
だ
が
、
同
時
に
、
子
の
扶
養
義
務
を
否
定
す
る
次
の
見
解
の
理
由
と

(
臼
)

も
な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
長
寿
化
に
よ
っ
て
、
子
が
高
齢
親
を
ケ
ア
す
る
期
間
が
長
期

化
し
た
。
そ
こ
で
扶
養
義
務
を
負
う
子
の
負
担
は
、
一
八
世
紀
と
比
べ
多

大
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
扶
養
義
務
と
は
い
え
、
そ
の
負
担
す
る

内
容
が
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
負
担
ま
で
子
に

担
わ
せ
て
よ
い
も
の
か
と
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
八

O
歳
を
越



え
る
高
齢
者
の
場
合
、
そ
の
子
も
ま
た
高
齢
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

平
均
寿
命
が
伸
び
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
る
問
題
を
見
過
ご
し
て
い

る
連
邦
お
よ
び
州
政
府
の
態
度
は
、
成
年
子
の
権
利
お
よ
び
ニ

1
ズ
を
犠

牲
に
し
て
、
連
邦
お
よ
び
州
の
財
政
赤
字
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
過
酷
な

も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

四
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そ
の
他
の
要
因

社
会
保
障
制
度
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
点
も
、
家
族
責
任
法
に
対
す
る

(
幻
)

批
判
を
高
め
る
一
因
と
な
っ
た
。
二

O
世
紀
に
至
る
ま
で
は
、
高
齢
者
の

貧
困
は
、
主
に
、
老
後
の
生
活
に
備
え
る
こ
と
な
く
、
財
産
を
浪
費
し
た

結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
貧
困
に
至
る
社

会
的
原
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
多
く
の
高
齢
者
が
貧
窮
状
態
を
回
避
で
き

な
い
情
況
に
あ
る
こ
と
へ
の
認
識
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
困
窮

問
題
に
対
す
る
理
解
の
浸
透
、
お
よ
び
共
感
の
増
大
に
伴
い
、
高
齢
者
ケ

ア
の
費
用
を
公
的
財
源
か
ら
支
出
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
が
減
少
し
た
の
で

あ
る
。次

に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
宗
教
の
重
要
性
が
衰
え
た
点
も
挙
げ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
影
響
力
は
明
確
に
は
で
き
な
い
が
、
親
の
扶
養
に

対
す
る
子
の
態
度
を
変
化
さ
せ
た
要
素
と
し
て
、
信
仰
心
の
厚
い
者
の
減

(
弘
)

少
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
歴
史
的
に
教
会
は
高
齢
者
を
救
済
し

て
お
り
、
高
齢
者
自
身
も
、
物
理
的
の
み
な
ら
ず
精
神
的
に
宗
教
に
支
え

ら
れ
て
い
た
。
教
会
の
役
割
が
低
下
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
ケ
ア
に

期
待
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
。

3 

財
政
の
悪
化
と
家
族
責
任
法

二
O
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、
家
族
責
任
法
に
対
す
る
批
判
も
あ
っ
て

か
、
家
族
責
任
法
の
利
用
は
一
定
程
度
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一

九
三

0
年
代
に
な
る
と
、
公
的
扶
助
費
の
急
増
に
よ
っ
て
、
家
族
責
任
法

の
利
用
は
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
家
族
責
任
法
に
対
す
る
批
判
と
は

裏
腹
に
、
以
下
の
状
況
下
に
お
い
て
、
家
族
責
任
法
を
根
拠
に
、
積
極
的

に
家
族
に
扶
養
義
務
が
課
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
九
年
一

O
月
の
株
価
大
暴
落
に
は
じ
ま
る
一
九
一
二

0
年
代
の
大

不
況
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
九
三
五
年
、
老
齢
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
社

会
保
障
法
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
困
窮
し
た
高
齢
者
を
扶
助
す
る
州

(
日
)

に
対
し
て
連
邦
政
府
が
補
助
金
を
交
付
す
る
公
的
扶
助
制
度
で
あ
る
。
こ

の
制
度
に
お
い
て
州
が
連
邦
政
府
の
補
助
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
州
は

高
齢
者
の
ニ

I
ズ
お
よ
び
扶
助
受
給
資
格
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
親

(
白
川
)

族
に
よ
る
扶
養
が
可
能
か
否
か
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

コ
一
四
州
が
家
族
の
扶
養
義
務
を
明
確
に
法
定
し
、
一
五
州
が
規
定
は
無
い
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研究ノート

も
の
の
、
高
齢
者
の
「
資
力
」
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て
家
族
か
ら
の
扶

(
犯
)

養
を
考
慮
す
る
な
ど
の
運
用
を
行
っ
た
。
家
族
の
扶
養
義
務
を
明
確
に
否

(
m
J
)
 

定
し
た
の
は
こ
州
の
み
で
あ
っ
た
。
大
半
の
州
が
、
社
会
保
障
制
度
に
優

先
す
る
子
の
老
親
扶
養
義
務
を
前
面
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
既
に
家
族
の

扶
養
義
務
を
規
定
し
て
い
た
州
に
お
い
て
も
、
老
齢
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

(ω) 

よ
っ
て
、
家
族
責
任
法
の
利
用
が
促
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
家

族
に
扶
養
義
務
を
課
す
家
族
責
任
法
に
対
し
て
は
、
研
究
者
に
よ
る
批
判

(
引
)

が
高
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
老
齢
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
制
定
の
み
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
家
族
責
任
法
が
積
極
的
に
運
用
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
家
族
責
任
法
の
利
用
は
、
さ
ら
な
る
社
会
保
障
支
出
削
減
の
必
要

性
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

家
族
責
任
法
の
運
用
に
対
す
る
関
心
を
一
挙
に
高
め
た
の
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
と
と
も
に
急
増
し
た
公
的
扶
助
費
を
削
減
す
る
必
要
性
で
あ
る
。

戦
後
は
家
族
責
任
法
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
、
家
族
責
任
法
お
よ
び

そ
れ
に
関
す
る
政
策
の
明
確
化
が
な
さ
れ
た
時
期
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ

(
臼
)

ょ
う
。
家
族
責
任
法
に
関
す
る
裁
判
上
の
紛
争
も
、
一
九
三

0
年
代
か
ら

一
九
六

0
年
代
後
半
な
い
し
七

0
年
代
に
至
る
ま
で
が
最
も
多
い
。
裁
判

所
は
、
困
窮
し
た
老
親
を
金
銭
的
に
扶
養
す
る
よ
う
子
に
命
令
す
る
際
、

家
族
責
任
法
を
し
ば
し
ば
適
用
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
判
決
に
お

い
て
は
、
家
族
責
任
法
は
、
金
銭
的
扶
養
が
可
能
な
親
族
に
一
定
の
負
担

を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
困
者
を
支
援
す
る
州
お
よ
び
地
方
当
局
の

(
m
w
)
 

負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
時
期
、
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
事
例
が
比
較
的
多
か
っ
た
と
は
い
え
、

そ
の
こ
と
は
、
家
族
責
任
法
が
多
用
さ
れ
た
状
況
の
一
端
を
示
す
も
の
で

し
か
な
い
。
行
政
機
関
は
こ
の
時
期
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
た
め
に
、

家
族
責
任
法
を
積
極
的
に
運
用
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
況
は
、
一
般
扶

(
似
)

助
制
度
に
関
す
る
一
九
四
九
年
の
調
査
結
果
に
お
け
る
次
の
記
述
か
ら
窺

(
白
)

え
る
。
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
扶
養
す
る
こ
と
を
扶
養
義
務
を
負
う
親
族
に

強
制
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
を
利
用
し
た
行
政
機
関
は
少
な
い
。
し
か
し

行
政
機
関
は
、
扶
養
能
力
が
あ
り
な
が
ら
も
扶
養
を
行
っ
て
い
な
い
親
族

が
存
在
す
る
場
合
は
、
手
当
の
支
給
を
時
に
拒
否
し
て
い
た
。
そ
し
て
親

族
か
ら
の
拠
出
を
確
保
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
と
ら
れ
て
い

，，。
ナ

ム

」
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以
上
家
族
責
任
法
の
史
的
展
開
の
概
略
を
一
九
六

0
年
代
ま
で
辿
っ
た
。

コ
モ
ン
・
ロ
!
上
は
、
老
親
を
扶
養
す
る
義
務
を
子
が
負
わ
な
い
英
国
お

よ
び
ア
メ
リ
カ
で
も
、
公
費
削
減
の
要
請
か
ら
、
家
族
に
扶
養
義
務
が
課

さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
家
族
責
任
法
の
運
用
は
、
そ

の
後
も
社
会
保
障
政
策
に
左
右
さ
れ
て
い
た
。

一
九
六

0
年
代
以
降
は
、
連
邦
社
会
保
障
政
策
の
充
実
に
従
い
、
家
族



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

責
任
法
は
一
時
死
文
化
し
た
。
し
か
し
近
時
、
高
齢
者
ケ
ア
に
か
か
る
費

用
抑
制
の
要
請
か
ら
、
家
族
責
任
法
が
再
度
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

家
族
責
任
法
の
強
化
を
訴
え
る
見
解
と
、
逆
に
そ
の
廃
止
を
主
張
す
る
見

解
と
が
再
び
対
立
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
会
保
障
と
家
族

責
任
法
と
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
掘
り
下
げ
た
検
討
を
行
う
た
め
に
、
第

三
章
お
よ
び
第
四
章
に
お
い
て
改
め
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
第
二
章
に
お

い
て
は
、
第
三
章
以
下
の
研
究
の
前
提
と
な
る
家
族
責
任
法
そ
の
も
の
の

理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
家
族
責
任
法
の
枠
組
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

第
一
章
第
二
節
註

(お
)

H

F

A

〉的印〉
(
U
E
C
印
E
，Z
∞〉

J

べ河閉山町∞
-
N
⑦九日

(
m
E
E
『
己
丘
町
邑
・
呂
町
一
凶
)
噂

E
2
2
E
P
S
司
、
白
E
R
E
-
回
H
N
S
'
g
-

救
貧
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
各
州
が
辿
っ
た
多
様
な
道
筋
に
つ

い
て
は
、
〉
回
目
。
、
H
C
H
J
袋
、
司
自
ロ
ロ
丹
市
ω
N
・
門
市
ロ
∞
「
。
巾
戸
包
マ
白
口
O
Z
N
M
一

回

N
F
g
g
E
P
富
市
、
。
ロ
C
丹
市
ロ
参
照
。
特
に
E
g
m
丘
町
一
色
の
論
文
は
、

各
地
域
毎
に
年
代
を
追
っ
て
詳
細
に
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
植

民
地
の
救
貧
法
お
よ
び
そ
の
成
立
を
促
し
た
歴
史
的
背
景
に
つ
い

て
の
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
ト
ラ
ッ
ト
ナ

l
・
前
掲
書
(
註
同
)

一
五

l
二
八
頁
、
お
よ
び
一
番
ケ
瀬
康
子
『
ア
メ
リ
カ
社
会
福
祉

発
達
史
』
(
光
生
館
、
一
九
六
三
年
)
一
一
一
一
一
五
頁
参
照
。

(
担
)
]
ニ
豆
、
J「
ζ

。
C
叶
国
わ
O
円
。
Z
J
円
向
山
開
門
的
・
品
(
)
・
品
回
(
可
口
一
回
】
『
巾
『
巾
己
・

-
∞
。
。
)
'
E
2
2
E
P
言
、
建
白
ロ

ozz-
三
N
O
ω
。
印
マ
サ
チ
ュ

i

セ
ソ
ツ
・
ベ
イ
植
民
地
に
お
け
る
救
貧
法
の
発
展
は
、
ニ
ュ

l
-

プ
リ
マ
ス
と
同
様
の
経
緯
を
辿
っ
て
い
る
。

(お
)
H
H
J
」
回
「
-n
河
刊
の
O
河
口
印
。
司
叶
江
開
わ
C
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C
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u
d
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同
ω
∞
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5
h
f
N
H
⑦
(
叶
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己
目
E
-
-
E
戸
∞
印
C
)

・
2
3
2
E
P
室
町
吋
日

ロ
C
門
何
回
ω
白
円
N
O
U
-
-
N

(
鉛
)
同
国
何
百
Z
の
-
∞
〈
完
の
H
Z
Z
ω
4
〉
↓
凹
・
〉
4
「
〉
同
の
開
N
A
H
N
e
m
Z
R
口
同
市
-
P

的
宮
市
司
自
ロ
D
rリ

H
ω
。
白
門
N
H
h曲
j

]

戸、吋・

(幻
)
O
(
リ
〉
「
戸
〉
の
国
h
P
2
・
問
、
〉
者
的
〉
Z
U
O
回
目
)
-
Z
〉
Z
の
何
回
O
司
Z
何
者

Z
開
↓
ロ
何
回
「
〉

zo--
。ω∞l]戸。吋AH-N]戸内山(]戸∞∞∞)-河戸巾印巾口町巾一【HehHもさ

ロロ宮山同ω・MH円NHAH-・]{斗

(認
)
m
-
m
湾
口
町
市
E
a
h
R
V
S
ロ
C
Z
H
ω
-
R
N
N
ω
ロ

(
却
)
〉
円
円
向
。
『
『
巾
間
三
世
門
戸
口
問
。
『
円
。
者
ロ
印
『
戸
古
田
・
門
町
2
2
0同円。垣口
D
『門戸円巾「少

田口門同日巾丹江口問問。「円
F
5
2
『
唱
。
垣
市
『
的
(
]
(
め
匂
N
t
ω
)
・
叩
一
Y
H
〉
(υ

↓
∞
〉
Z
U

河何回
O
F
4
〈何回

O
司
叶
回
開
司
問
。
〈
-zn何
C
m，
叶
冨
何
豆
〉
印
的
〉
(
V
E
C
間開、叶吋印

∞
〉
J
へ
の
O
F
O
Z
J
問
。
品
『
同
(
同
∞
め
ゆ
)
一
月
日
巾
印
g
r
E
-
主
H
V
S
口
D
Z
H
ω
・
国
門

N
N
印
l
N
⑦
ニ
ュ

1
・
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ベ

イ
は
、
救
済
規
定
の
確
立
に
お
い
て
先
駆
的
存
在
で
あ
っ
た
。

(
刊
)
河
Z
Z
口
町
内
5
・
宣
言
白
口
。
門
巾
同
ω
噌
主

N
N
め
ω
N
-
〉
σ
F
G
F
b
吉
史
的
苫

円~HA川、由討が』司ぬ司、ト
Q
邑
臼
・
∞
∞
O
円いだ
r
「
的
何
回
〈
宍
い
開
閉
山
何
〈
]
ケ

]
F

印
ロ
-
H
4

(
5
2
)
(後
述
す
る
老
齢
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
制
定
さ
れ
る
直
前

の
一
九
三
四
年
の
時
点
で
は
、
以
下
の
一
二
六
州
の
救
貧
法
に
お
い
て
、

北法48(2・67)335
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困
窮
し
た
家
族
を
扶
養
す
る
他
の
家
族
構
成
員
の
義
務
が
定
め
ら

れ

て

い

た

一

〉
S
U
S
E
-
の
包
氏
。
『
ロ
戸
。
c
g
E己
0・の
Dロロ巾
n
Z
2
F

U
巳即耳胆『巾・

2
0コ【同白・。
g
「岡田
P
E
m
W
E
D
-
E
5
0
3・】ロ
Emwロ
P
-
C宅
p

-ハ

B
E
n
s
-
F
O
E
-
2
g
p
y両国
-
2・
z
g
g
n吉
田
市
門
戸
玄
五
回
田
町
田
口
-

F四百口市一的
D
E
-
F同
広
包
的
印
名
古
Y
F向。ロ
g
ロ
P
z
m
U『釦凶片山
Y
沼
会
「
阻
止

P
Z
2々

出回包℃帥『回目『タ

Z
巾A

宅』巾『印冊一予

z
g
ξ
Jへ。「
}
T
Z
D
Z
F
U
m
w
-
s
g
-
O
E
O
-

o
r
U
F
O
B
P
。「巾問。
P

同》巾ロロ
mw〕『一〈曲目
P
H
N
E
D島市

Z
Eロ
{H

印
OE円F

U
即
r
C
F
C
S
F
〈
巾
『
自
己
ロ
?
者
g
F
E程
g
・
垣
内
2

5
『問
E

P

E与

を
Z
B
E
E
-
)

(引

)
E
g
g
E
P
室
、
8

5

Z

5
・白門

N
N少

N
ω
N
ω
ω

植
民
地
に
お

け
る
他
の
救
貧
法
の
模
範
と
な
っ
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
規
定

は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
を
模
倣
し
た
も
の
だ
と
一
言
わ
れ
て
い
る
・

〉回

g↓
ブ
袋
、
司
B
E
Z
ω
N
-
同門

5
4
ま
た
例
え
ば
、
前
述
の
ア
イ

ダ
ホ
州
の
規
定
(
序
章
l

(
二
)
「
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
け

る
家
族
の
役
割
」
)
と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
(
本
章
第
一
節

2
(
二
)

(

2

)

(

ロ
)
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
」
)
と
を
比
較
さ
れ
た
い
。

(
必
)
円
、
。
胃
少
さ
も
司
自
ロ
O
Z
ω
・同庁

E
N

エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
と
同
様

一
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
一
宣
伝
g
E
P
S
Y
B
E斥

5
・
巳

NNm戸
扶

養
義
務
を
孫
に
ま
で
拡
大
一
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ベ
イ
、
コ
ネ

チ
カ

y
ト
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
一
目
N
H
a
s
p
-
P
留
守
白

E
門m
z
-
同門

N
N
印-

ロ・
ω
o
p
巳

N
N
メ

Nω
。
-
N
2
・
当
初
孫
に
も
扶
養
義
務
を
課
し
て
い

た
イ
リ
ノ
イ
州
で
は
、
そ
の
後
兄
弟
姉
妹
に
ま
で
義
務
の
範
囲
を

拡
大
し
て
い
る
・
〉
∞
∞
o
↓
↓
・
程
、
s
g
R
ω
N
-
同
門
同
印
。
こ
れ
に
対

し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
当
初
扶
養
義
務
を
孫
に
ま
で
拡
大

し
て
い
た
も
の
の
、
一
八
二

O
年
に
、
祖
父
母
お
よ
び
孫
を
扶
養

義
務
者
か
ら
外
し
て
い
る

-
z
=∞「
o
m
F
さ
も
3

5
丹市

NH
・陪門

N
@
品-

Nmw
。

(
m
M
)
Z
Jべ∞巾
M
M
F
2
5
H
吋
mwhH-nFω
印一

Z
Jヘ
印
巾
印
印
「
2
2
H
斗∞∞'円
E
H
k
f

]戸日
.ω]ケ
め

N'
円巾口同凶『
C巾
r.MHh』V3H
ロロ門巾

N]「白片

Nmw]戸ie
匂
∞
.

(
M
H
)
h
t
a

白片

N
2
・
本
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に

お
い
て
家
族
の
扶
養
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て

は
、
門
町
ロ
切
さ
兵
の
論
文
が
詳
し
い
。

(必

)
F
C℃
冊
目
喝
さ
も
S
ロ
O
Z
ω
・
民
日
cmy
印
HKH民

(
判
)
迂
印
門
印
同
品

(幻
)

h

t

巳
印
同
品
l
H
m
-

(
必
)
第
一
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
に
つ
い
て
、
一
番
ケ
瀬
・

前
掲
書
(
註
お
)
一
五
八
一
六

O
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刊
)
「
。
匂

2
・
S
可
否
口
。
Z
ω
・
三
日
円
。
・

(
印
)
戸
三
日
印
六
五
歳
以
上
の
人
口
は
、
一
九
九
四
年
に
は
三
一
一
一

一
五
万
人
に
な
っ
て
い
る
。
六
五
歳
以
上
の
人
口
の
割
合
は
、
一

九
九
四
年
に
は
、
二
一
・
七
%
と
な
っ
て
お
り
、
二

O
五

O
年
に
は
、

二

0
・
八
%
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
(
中
位
推
計

)
o
c
z↓
g

Z
〉吋
5
z∞
-
。
開
Z
Oの
同
〉
司
自
の
〈
-w〉同国
C
C
甲
子
叶
白
σ-m
寸
(
同
市
山
匂
品
)
一

c
z弓
B

Z
〉
叶

HOE-
を
O問
5
2
2
E
2
0
2
2
2
E
2印
噌
司
自

)戸市出
ω
品
月
開
〈
]
印
円
O
Z
、吋白
U
Z
〉

ωω

己
g
z
ι
ω
片山門巾印

D同
〉
邑
巾
コ
門
担
・
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問
的

(g-N)∞
司
山
崎
将

lllinois， Indiana， Iowa， Kansas， Kentucky. Louisiana， 

Maine， Maryland， Massachusetts. Michigan， Minnesota， 

Mississippi. Nebraska. New Hampshire. New Jersey， New 

York. North Dakota. Ohio. Oregon， Pennsylvania. Rhode 

Island， South Carolina， Vermont， Virginia， Washington， 

West Virginia， and Wisconsin) 

(巴)Id. at 46-52， and at 25， n.3 (Arizona， Arkansas， Colo 

rado， Florida， Georgia， Idaho. Missouri， Montana， Nevada， 

New Mexico， North Carolina， Oklahoma， South Dakota， 

Tennessee， and Wyoming) 

(巴)Id. at 25， n.2 (Texas and Utah) 

(g) Lopes， s坤ranote 3， at 512. 蛍 !J. 縦士長 ~nra記誕込 {J!;! 1;1 & 

4ヰν二+.!ぬま(柑宕総堕D!J. 異，ば ν' 門口入出ト~5ミ幸司凶F
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SPONSlBlLITY IN THE MODERN AMERlCAN FAMILY， US 

DEPT_ OF HEAL TH， EDUCA TlON AND WELF ARE， SOCIAL 

SECUR!TY DIVISION OF PROGRAM RESEARCH (1960) 

(~) SCHORR， sutra note 61， at 23; Lopes， supra note 3. at 

512-

(巴) Lopes， sutra note 3， at 515-16 

(岱)Id. at 516; Byrd， sutra note 2， at 99; Steinmets， Parent 

to Child -Child to Parent， Obligation and Abuse in America， 

4 DEL.LAW. 20， 22-24 (1985);。桜回短絡組中入中 Kn@

(!曝) r訴とトス子会 iト-.!l\縫自民 1990~ (医柳11llS' 1-K 
-K1母)ギ11回帰 10111" 

(巴)Lopes， sutra note 3， at 516-17 
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SIMMONS & V.S.PIERCE， PASTORAL RESPONSES TO OLDER 

ADUL TS AND THEIR F AMlLIES: AN ANNOT ATED BlBLIOGRA 

PHY (1992). 

(巴)制重量挙窓ト口、!ト斗 (OAA: Old Age Assistance); Act 

of Aug 14， 1935. ch.531， ~1 et seq.， 49 Stat. 620， repro-

duced at 42 U.S‘C. {i301 et seq. (1970). Lopes， sutra note 

3， at 512; Hart， The Restonsibiliか01Relatives under the 

State Old Age Assistance Laws， 15 SOc. SERVICE REV. 24ff 
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(巴)Hart， supra note 55， at 24 
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同
)
-
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抑
制
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(
b
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土
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ト
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四
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b
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司
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(
臼
)
本
章
第
一
節

2

(
二
)
(
2
)
(
ロ
)
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
」
、

お
よ
び
第
二
章
第
二
節
1

(
一
)
「
家
族
責
任
法
の
目
的
」
参
照
。

(
臼
)
一
般
扶
助
制
度
(
の
〉
一
の

g
R包
〉

Z
E
E
n
m
)
は
、
他
の
扶
助

制
度
、
ま
た
は
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
援
護
さ
れ

な
い
人
々
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
公
的
扶
助
で

あ
る
。
州
ま
た
は
地
方
政
府
が
独
自
に
財
源
を
支
出
し
、
か
つ
実

施
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
扶
助
の
種
類
は
そ
れ
ぞ
れ
の
州
お

よ
び
地
方
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
現
金
扶
助
、
現
物
扶
助
、

な
ら
び
に
現
金
お
よ
び
現
物
の
扶
助
な
ど
多
様
で
あ
る
。
各
州
が

独
自
に
負
担
し
運
営
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
多
く
の
一
般
扶
助

制
度
は
、
家
族
責
任
法
を
定
め
る
も
の
が
多
い
。

(
出
)
玄
白
ロ
号

-E『
戸
的
ヌ
ミ
白
ロ
色
丹
市
N
川

Y

巳
印
{
)
N
-

ロ
ニ

第
二
章

家
族
責
任
法
の
枠
組

第
一
章
で
は
、
公
的
扶
助
費
の
削
減
な
ど
を
理
由
に
高
齢
者
を
扶
養
す

る
義
務
を
家
族
に
課
し
て
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
概
観
し
た
。
本
章

で
は
、
第
一
節
で
、
各
州
が
規
定
す
る
家
族
責
任
法
の
類
型
化
、
お
よ
び

家
族
責
任
法
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
紛
争
の
類
型
化
を
通
じ
て
、

家
族
責
任
法
の
分
類
を
試
み
る
。
次
に
第
二
節
で
、
家
族
責
任
法
の
適
用

を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
検
討
を
通
じ
て
、
家
族
責
任
法
の
構
造
と
機
能
を
明

ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
家
族
責
任
法
の
具
体
像
を
採
る
作
業
に
よ

っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
家
族
、
な
か
で
も
子
の
負
担
す
る
扶
養
義

務
の
性
質
、
お
よ
び
、
扶
養
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
を

明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
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第
一
節

家
族
責
任
法
の
形
態

1 

家
族
責
任
法
の
立
法
類
型

( 

ー
) 

規
定
方
法

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
家
族
の
扶
養
義
務
は
、
夫
婦
問
の
扶
養
義
務
お
よ

び
未
成
年
子
を
扶
養
す
る
親
の
義
務
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
家
族

責
任
法
が
、
家
族
の
な
か
の
困
窮
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
そ
の
他
の
家
族

(
1
)
 

に
課
し
て
い
っ
た
。
一
九
九
七
年
現
在
、
二
九
の
州
に
家
族
責
任
法
が
見

(
2
)
(
3
)
 

ら
れ
る
。
各
州
の
家
族
責
任
法
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
か
ら
発
展
し
た
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
を
除
い
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
か
ら
発
展
し
て
お
り
、
法

(
4
)
 

の
内
容
は
概
ね
類
似
し
て
い
る
。

家
族
の
扶
養
義
務
は
、
家
族
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
最
も
多
く
、

次
に
公
的
扶
助
お
よ
び
医
療
と
い
っ
た
社
会
保
障
法
、
そ
し
て
刑
事
法
な



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

(5) 

ど
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
家
族
法
に
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
公
的
機
関
が

図
窮
者
に
支
給
し
た
社
会
保
障
の
給
付
費
用
を
他
の
家
族
構
成
員
に
求
償

(6) 

し
う
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
も
あ
る
。
他
方
で
社
会
保
障
法
に
定
め
ら
れ

(7) 

て
い
て
も
、
家
族
の
相
互
扶
養
義
務
の
み
を
定
め
た
規
定
も
あ
り
、
ど
う

い
っ
た
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
家
族
の
扶

養
義
務
の
性
質
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
家
族
に
扶
養
義
務
を
課

し
た
家
族
責
任
法
を
内
容
別
に
見
る
と
、
お
お
よ
そ
以
下
の
も
の
に
分
類

ーレ

λ
ノ
ヲ
Q

。

第
一
は
、
家
族
の
相
互
扶
養
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
旧

(
8
)
 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
法
典
二

O
六
条
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
第
二
は
、
八
ム

(
9
)
 

的
機
関
の
家
族
に
対
す
る
求
償
権
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

公
的
機
関
が
困
窮
者
に
提
供
し
た
社
会
保
障
の
給
付
費
用
を
他
の
家
族
構

(
日
)

成
員
に
求
償
し
う
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
、
お
よ
び
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
対
す

る
一
定
額
(
例
え
ば
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
で
は
月
一
五

0
ド
ル
)
の
支
払
義
務

(
日
)

を
、
予
め
困
窮
者
の
扶
養
可
能
な
家
族
に
課
す
も
の
な
ど
が
あ
る
。
一
般

的
に
求
償
を
規
定
す
る
も
の
、
ま
た
は
公
的
扶
助
、
社
会
福
祉
、
社
会
保

険
、
医
療
・
公
衆
衛
生
と
い
っ
た
諸
領
域
に
お
い
て
個
別
的
に
規
定
す
る

も
の
な
ど
が
あ
る
。
第
一
一
一
は
、
家
族
に
よ
る
扶
養
の
有
無
を
基
準
に
社
会

保
障
給
付
を
実
施
す
る
か
否
か
を
決
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
間
接
的
に
家

族
に
扶
養
義
務
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
規
定
で
あ
る
。
扶

(ロ)

養
義
務
者
が
存
在
す
る
場
合
は
社
会
保
障
の
支
給
制
限
を
行
う
規
定
、
扶

養
義
務
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
存
在
し
て
も
無
資
力
ま
た
は
扶
養
を
怠

っ
て
い
る
こ
と
を
、
社
会
保
障
給
付
の
支
給
要
件
と
す
る
規
定
な
ど
で
あ

(
日
)

る
。
そ
し
て
第
四
は
、
扶
養
を
行
わ
な
か
っ
た
親
族
に
刑
罰
を
課
す
規
定

で
あ
る
。
例
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
刑
事
法
典
二
七

O
C
条
が
こ
れ
に

(
H
H
)
 

あ
た
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
族
の
扶
養
義
務
は
、
公
的
機
関
の
求
償
権
を
定

(
日
)

め
る
第
一
一
類
型
と
し
て
規
定
さ
れ
る
場
合
が
最
も
多
い
。
い
わ
ば
求
償
型

の
規
定
が
、
家
族
責
任
法
の
典
型
で
あ
る
。
さ
ら
に
求
償
型
の
規
定
は
、

困
窮
者
に
ま
ず
社
会
保
障
を
給
付
し
、
そ
の
費
用
を
公
的
機
関
が
徴
収
す

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
困
窮
者
が
困
窮
状
態
に
陥
っ
た

ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
を
、
求
償
型
の
規
定
は
回
避
し
う
る
。
そ
こ
で
求

償
型
の
規
定
は
、
家
族
問
で
の
扶
養
請
求
の
困
難
さ
に
鑑
み
る
と
、
困
窮

者
の
当
面
の
利
益
を
最
も
尊
重
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
で
家
族
の
扶
養
義
務
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
求
償
型

の
規
定
を
重
点
的
に
分
析
す
る
。

(
二
)
民
法
典
と
社
会
福
祉
制
度
法
典
と
の
関
係

家
族
の
扶
養
義
務
は
、
こ
う
し
て
各
種
の
法
律
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
州
で
は
、
)
つ
の
法
律
の
み
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多

北法48(2・71)339 
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ぃ
。
し
か
し
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
よ
う
に
、
民
法
典
、
社
会
福
祉
制
度

法
典
、
お
よ
び
刑
事
法
典
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
州
も
あ

(
日
)

る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
裁
判
所
の

(
げ
)

判
断
は
、
∞
耳
。
副
司
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
下
さ
れ
て
い
る
。

「
叩
叩
)

ω垣
C
8
判
決
は
、
ま
ず
∞
E
B
Dロ
∞
判
決
の
次
の
判
断
を
踏
襲
し
て
い
る
。

(
印
)

「
民
法
典
二

O
六
条
は
、
公
的
機
関
に
対
す
る
責
任
を
困
窮
者
の
子
に
何

ら
課
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
社
会
福
祉
制
度
法
典
は
、
困
窮
者
を

扶
助
し
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
対
す
る
親
族
の
義
務
を
規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、

カ
ウ
ン
テ
ィ
が
親
族
か
ら
償
還
を
受
け
る
た
め
の
手
続
も
規
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
責
任
を
負
う
親
族
に
対
す
る
公
的
機
関
に
よ
る
求
償
に
つ
い
て

は
、
社
会
福
祉
制
度
法
典
に
よ
っ
て
全
て
規
定
す
る
こ
と
を
立
法
者
が
意

図
し
て
い
た
点
は
明
白
で
あ
る
。
裁
判
所
が
(
公
的
機
関
の
)
求
償
権
を

民
法
典
二

O
六
条
に
見
い
だ
す
適
切
な
根
拠
は
な
い
。
」
そ
し
て
∞
君
。
告

判
決
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
「
社
会
福
祉
制
度
法
典
=
二

O
O条
お
よ

(
初
)

び

=

二

O
一
条
は
、
民
法
典
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
。
高
齢
者
に

手
当
を
支
給
し
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
が
、
支
払
い
義
務
を
負
う
子
か
ら
扶
助
費

用
の
償
還
を
受
け
る
権
利
は
、
社
会
福
祉
制
度
法
典
の
関
連
条
項
の
み
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
民
法
典
二

O
六
条
に
基
づ
い
て
親

が
子
に
対
し
て
持
つ
い
か
な
る
一
般
的
な
権
利
も
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
よ
っ

(
幻
)

て
代
位
さ
れ
え
な
い
。
」
と
判
示
し
た
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
判

例
お
よ
び
学
説
上
様
々
な
見
解
が
対
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
議
論
を

収
拾
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
に
、
民
法
典
と
社

会
福
祉
制
度
法
典
と
は
相
互
に
独
立
し
て
お
り
、
前
者
は
一
般
的
な
家
族

の
相
互
扶
養
義
務
、
後
者
は
公
的
機
関
と
の
関
係
で
の
家
族
の
扶
養
義
務

を
規
定
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
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家
族
責
任
法
を
め
ぐ
る
紛
争
類
型

様
々
な
形
で
争
わ
れ
て
い
る
家
族
責
任
法
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
は
、
主

に
以
下
の
三
類
型
に
分
類
し
う
る
。
第
一
は
、
要
扶
養
者
が
そ
の
家
族
に

対
し
て
扶
養
義
務
の
履
行
を
直
接
的
に
請
求
す
る
、
直
接
請
求
型
で
あ
る
。

第
二
は
紛
争
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
求
償
型
で
、
さ
ら
に
次
の
三
つ
に
分

類
し
う
る
。
一
つ
は
、
公
的
扶
助
費
な
ど
の
社
会
保
障
給
付
費
用
の
家
族

に
対
す
る
求
償
が
争
わ
れ
る
事
例
、
二
つ
に
は
、
公
的
施
設
で
要
し
た
費

用
の
家
族
に
対
す
る
求
償
が
争
わ
れ
る
事
例
、
二
一
つ
に
は
第
三
者
が
要
扶

養
者
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の
家
族
に
対
す
る
求
償
が
争
わ
れ
る
事
例

で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
刑
事
責
任
を
争
う
、
刑
事
責
任
追
及
型
で
あ

る。

直
接
請
求
型



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割1)

直
接
請
求
型
の
訴
訟
で
は
、
家
族
責
任
法
を
根
拠
に
、
親
が
直
接
子
に

対
し
て
、
自
ら
が
必
要
と
す
る
費
用
を
扶
養
料
と
し
て
請
求
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
訴
訟
の
数
は
多
く
は
な
い
が
、
家
族
責
任
法
の
性
質
を
深
求
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
注
意
を
要
す
る
紛
争
類
型
で
あ
る
。
例
え
ば
以
下
の

(
辺
)

よ
う
に
、
家
族
問
で
扶
養
が
直
接
的
に
請
求
さ
れ
て
い
る
。

開
E
在
日
事
件
は
、
家
族
責
任
法
に
つ
い
て
ロ

l
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
最
高

裁
で
争
わ
れ
た
初
め
て
の
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
母
親
を
適
切
に

扶
養
す
る
義
務
を
息
子
に
課
す
命
令
を
求
め
て
、
七

O
歳
の
母
親
が
息
子

を
訴
え
た
。
家
庭
裁
判
所
は
、
母
親
へ
毎
月
一
一
一
五
・
六
ド
ル
を
支
払
う

よ
う
息
子
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、
両
親
は
子
に
よ
る
扶

養
を
請
求
す
る
権
利
を
も
つ
が
、
本
件
の
「
証
拠
か
ら
は
息
子
に
扶
養
能

(
お
)

力
が
あ
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
判
断
を
覆
し
て
い
る

0

2
三
互
同
事
件
で
は
、
困
窮
し
た
六
五
歳
の
母
親
が
、
二
人
の
息
子
と

二
人
の
娘
に
対
し
て
、
自
己
を
扶
養
す
る
よ
う
請
求
し
た
。
娘
へ
の
請
求

は
、
娘
に
は
扶
養
能
力
が
無
い
と
判
断
さ
れ
て
却
下
さ
れ
た
。
息
子
は
、

家
お
よ
び
家
具
を
所
有
す
る
母
親
は
困
窮
者
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
し

か
し
少
年
家
族
関
係
裁
判
所
は
こ
の
主
張
を
斥
け
、
「
原
告
の
現
有
財
産

は
必
需
品
で
あ
り
、
換
金
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
か

ら
金
銭
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
原
告
の
扶
養
は
公
的
負
担
と
な
る
の
で
、
原

告
は
困
窮
者
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
母
親
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
息
子
に
、
母
親
を
扶
養
す
る
た
め
に
月
四
一
ド
ル
を
拠
出
す

る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
「
子
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
福
祉
局
と
同
様
、

母
親
の
財
産
に
対
し
て
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
供
し
た
金

(M) 

銭
の
返
済
を
確
保
し
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

家
族
の
扶
養
を
直
接
的
に
請
求
し
う
る
要
扶
養
者
を
認
定
す
る
場
合
に

も
、
社
会
保
障
受
給
者
と
な
り
う
る
困
窮
者
で
あ
る
か
否
か
を
基
準
に
判

断
し
て
い
る
点
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
族
の
扶
養
義
務
の
特
質
を
一
不

す
も
の
で
あ
る
。

(
二
)
求
償
型

(
1
)

公
的
扶
助
費
用
の
家
族
に
対
す
る
求
償

困
窮
者
に
支
給
し
た
公
的
扶
助
費
用
の
償
還
を
求
め
た
、
家
族
に
対
す

る
求
償
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
家
族
の
扶
養
義
務
が
争
わ
れ
た
事
例
の
中
で
、

最
も
頻
繁
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。
家
族
の
扶
養
義
務
は
、
老
齢
扶
助
、
視

覚
障
害
者
扶
助
、
障
害
者
扶
助
、
要
扶
養
児
童
家
庭
扶
助
、
一
般
扶
助
、

ま
た
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
と
い
っ
た
、
そ
の
時
々
の
様
々
な
公
的
扶
助
制
度

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
高
齢
者
に
対
し
て
給
付
さ
れ
た
老
齢

扶
助
費
用
の
、
家
族
に
対
す
る
求
償
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
最
も
多
く
提
起
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
訴
え
は
、
親
に
支
払
っ
た
扶
助
費
の
償
還
を
求
め

(
お
)

て
カ
ウ
ン
テ
ィ
が
子
に
対
し
て
提
起
し
た
も
の
、
お
よ
び
親
の
受
け
た
扶
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助
に
要
し
た
費
用
の
償
還
を
子
に
求
め
た
福
祉
局
の
命
令
を
争
っ
て
、
子

(
お
)

が
提
起
し
た
も
の
な
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
事
例
を
中
心
に
検
討
を

進
め
て
い
る
た
め
、
具
体
例
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所

に
譲
る
。

(
2
)

公
的
施
設
で
要
し
た
費
用
の
家
族
へ
の
請
求

こ
れ
は
公
的
施
設
、
特
に
精
神
病
院
な
ど
に
入
所
さ
せ
ら
れ
て
い
る
家

族
の
一
員
に
費
や
さ
れ
た
病
院
経
費
の
支
払
い
を
、
病
院
が
他
の
家
族
構

成
員
に
求
め
る
形
で
提
起
さ
れ
る
も
の
で
、
二
番
目
に
多
い
訴
訟
の
形
態

(
幻
)

で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
公
的
に
支
出
し
た
費
用
を
負
担
す
る
よ
う
家
族

に
求
め
る
求
償
型
で
あ
る
と
い
う
点
で
は

(
1
)
の
事
例
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
裁
判
所
の
判
断
の
傾
向
が
、

(
1
)
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

第
四
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
外
の
事
例
に
お
い
て
は
、
家
族
に

扶
養
義
務
が
課
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
種
の
紛
争
で

は
、
施
設
入
所
の
目
的
が
社
会
防
衛
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
家
族
の

扶
養
義
務
を
否
定
し
た
裁
判
例
が
見
ら
れ
、
他
の
事
例
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
具
体
例
は
、
後
に
検
討
す
る
。

(
3
)

第
三
者
に
よ
る
家
族
へ
の
求
償

こ
の
種
の
訴
訟
で
は
、
第
三
者
が
要
扶
養
者
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用

(
お
)

が
家
族
に
求
償
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
〉
呂
町
『
呂
田

E
事
件
で
は
、
高
齢

者
が
民
間
病
院
に
入
院
す
る
た
め
の
費
用
を
支
払
う
た
め
に
メ
デ
ィ
ケ
イ
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ド
を
申
請
し
た
も
の
の
、
当
該
高
齢
者
に
は
信
託
財
産
が
あ
る
と
し
て
、

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
支
給
が
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
本
人
お
よ
び
家
族
が
入

院
費
用
を
支
払
わ
な
い
ま
ま
、
当
該
高
齢
者
は
死
亡
し
た
。
こ
の
た
め
、

高
齢
者
の
信
託
財
産
の
受
託
者
で
も
あ
っ
た
息
子
に
対
し
て
、
病
院
が
、

子
の
老
親
扶
養
義
務
を
定
め
る
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
法
典
二
五

1
七
|
二
七
条

を
根
拠
に
、
医
療
費
の
支
払
い
を
求
め
た
。
病
院
側
の
請
求
が
認
容
さ
れ

た
た
め
に
、
息
子
は
同
法
の
違
憲
性
を
争
っ
て
上
訴
し
た
が
、
サ
ウ
ス
ダ

コ
タ
最
高
裁
判
所
は
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
最
高
裁
は
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州

の
家
族
責
任
法
の
合
憲
性
を
判
示
し
、
息
子
に
は
母
親
の
医
療
費
を
支
払

(
却
)

う
義
務
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

(
三
)
刑
事
責
任
追
及
型

最
後
に
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
た
事
件
例
を
示
す
が
、
こ
の
類
型
の
判

(
初
)

例
の
数
は
少
な
い
。
ま
た
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
民

事
上
の
扶
養
義
務
を
課
す
場
合
以
上
に
厳
格
な
要
件
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、

他
の
訴
訟
類
型
と
は
異
な
る
こ
の
類
型
特
有
の
判
断
が
下
さ
れ
る
の
が
一

般
的
傾
向
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
ヴ

7
1
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
は
、

0
2
3
事
件
に
お
い
て
、
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母
親
の
餓
死
は
娘
が
ケ
ア
し
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
娘
に
非
故

意
殺
の
有
罪
判
決
を
下
し
た
。
判
決
で
は
、
娘
は
、
母
親
の
ケ
ア
を
行
う

全
責
任
を
引
き
受
け
、
そ
の
代
わ
り
に
、
母
親
宅
に
同
居
し
、
母
親
の
社

会
保
険
お
よ
び
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
を
受
取
っ
て
い
た
と
認
定
さ
れ
た
。
そ

し
て
「
そ
の
場
合
、
娘
に
は
母
親
を
ケ
ア
す
る
単
な
る
道
徳
的
責
任
で
は

な
く
、
黙
示
の
契
約
に
よ
る
法
的
な
義
務
が
あ
る
。
娘
は
、
母
親
の
死
を

招
い
た
刑
事
的
な
過
失
の
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
」

(
訂
)

と
判
示
さ
れ
た
。

聞
な
ま
事
件
で
は
、
市
裁
判
所
が
「
被
告
は
七
二
歳
の
体
の
弱
っ
た
母

親
を
故
意
に
か
つ
違
法
に
遺
棄
し
、
必
要
な
住
居
、
食
料
、
ヶ
ア
お
よ
び

衣
料
を
提
供
し
な
か
っ
た
」
と
判
示
し
、
被
告
で
あ
る
息
子
に
有
罪
判
決

を
下
し
た
。
そ
こ
で
息
子
が
、
母
親
は
貧
窮
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
上

訴
し
た
。
控
訴
裁
判
所
で
は
、
母
親
の
要
扶
養
性
が
主
な
争
点
と
な
り
、

息
子
の
主
張
は
斥
け
ら
れ
た
も
の
の
、
扶
養
料
を
支
払
う
限
り
刑
罰
は
科

(
お
)

さ
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

国
包
巾
事
件
で
は
、
八
七
歳
の
母
親
の
扶
養
を
怠
っ
て
い
る
と
し
て
、

子
五
人
の
う
ち
娘
二
人
に
対
し
て
、
メ
リ

l
ラ
ン
ド
州
法
に
よ
り
刑
事
責

任
が
問
わ
れ
た
。
事
案
審
で
は
五

0
0ド
ル
の
科
料
が
そ
れ
ぞ
れ
に
課
さ

れ
た
が
、
中
間
上
訴
裁
判
所
は
そ
れ
を
覆
し
た
。
そ
こ
で
は
「
刑
事
事
件

で
は
、
犯
罪
事
実
が
検
察
側
に
よ
り
、
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
る
程
度
に

証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
扶
養

義
務
が
子
に
課
さ
れ
る
前
提
条
件
と
し
て
、
子
に
は
、
親
を
扶
養
し
う
る

十
分
な
財
産
、
ま
た
は
所
得
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
被
告
に

そ
の
よ
う
な
資
力
が
あ
る
こ
と
は
証
明
出
来
て
い
な
い
」
と
判
示
し
て
、

(
お
)

子
の
責
任
を
否
定
し
た
。
こ
こ
で
中
間
上
訴
裁
判
所
は
、
娘
の
扶
養
能
力

の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
直
近
家
族
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
重
視
し
て
事
実

審
を
覆
し
た
。
ま
た
、
刑
事
事
件
の
要
求
す
る
証
明
基
準
が
適
用
さ
れ
た

(
但
)

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
判
断
が
下
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)
一
般
的
傾
向

家
族
の
扶
養
義
務
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
以
上
の
三
類
型
に
分
け
ら
れ
る

が
、
刑
事
責
任
追
及
塑
と
同
様
、
直
接
請
求
型
の
訴
訟
数
も
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
。
こ
れ
は
、
第
一
に
、
州
の
立
法
で
あ
る
家
族
責
任
法
の
約
三
分

の
こ
が
、
家
族
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
争
う
方
法
と
し
て
、
公
的
機
関
に

よ
る
扶
助
費
の
求
償
に
関
す
る
訴
訟
方
法
の
み
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
法
的
扶
養
義
務
を
負
う
家
族
は
一
般
的
に
訴
訟
を
提
起
し
た
が

ら
な
い
ば
か
り
か
、
多
く
は
訴
訟
を
行
う
資
金
に
欠
け
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。
さ
ら
に
家
族
は
、
法
廷
で
争
う
く
ら
い
な
ら
ば
、
困
窮
し
た
他
の
家

族
構
成
員
の
扶
養
料
を
不
本
意
な
が
ら
も
支
払
う
方
が
ま
し
だ
と
考
え
る

場
合
が
多
い
。
こ
う
し
て
、
子
か
ら
提
起
さ
れ
た
訴
訟
、
お
よ
び
親
が
子

北法48(2・75)343
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を
直
接
訴
え
る
訴
訟
の
数
は
少
な
く
、
殊
に
昨
今
で
は
あ
ま
り
見
あ
た
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
家
族
責
任
法
に
関
す
る
訴
訟
の
中
で
は
、

公
の
機
関
が
子
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
れ
に
対
し
て
子
が
出
来
う

る
限
り
の
抗
弁
を
提
出
し
て
い
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
で

本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
求
償
型
の
事
案
が
、
検
討
の
中
心
と
な
っ

て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
求
償
型
の
訴
訟
も
、
必
ず
し
も
盛
ん
に
提
起

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
裁
判
に
訴
え
る
段
階
ま
で
家
族

責
任
法
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
が
、
実
務
上
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る

へ
お
)

た
め
、
問
題
が
表
面
化
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ソ
ー

シ
ヤ
ル
ワ

l
カ
l
は
、
家
族
責
任
法
は
家
庭
生
活
を
崩
壊
さ
せ
、
高
齢
の

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
一
般
的
に
家
族

責
任
法
に
反
対
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
扶
養
義
務
を
追
及
す
る
た
め
に
事

案
を
司
法
シ
ス
テ
ム
に
委
ね
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
同
様
に
、
都

市
の
法
務
官
お
よ
び
検
察
官
も
、
特
に
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
は
、(

お
)

裁
判
官
お
よ
び
一
般
市
民
双
方
に
不
人
気
な
事
件
を
提
訴
し
た
が
ら
な
い
。

そ
こ
で
家
族
責
任
法
を
維
持
す
る
州
も
、
扶
助
の
支
給
決
定
に
あ
た
っ
て

行
う
最
初
の
書
類
審
査
の
段
階
で
、
家
族
責
任
法
に
基
づ
き
家
族
に
扶
養

を
要
請
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
家
族
責
任
法
の
規
定

す
る
求
償
手
続
を
、
家
族
に
対
す
る
要
請
か
ら
先
の
段
階
に
進
め
る
州
は

多
く
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
水
面
下
に
は
公
的
機
関
に
よ
る
家
族
責
任
法

の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
生
じ
た
事
例
が
多
数
存
在
し
て
い
て
も
、
訴

(
幻
)

訟
と
い
う
形
で
表
面
化
す
る
事
例
は
一
部
で
し
か
な
い
。
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第
二
章
第
一
節
註

(
1
)
第
一
章
、
特
に
第
一
節

2
(
二
)
(
1
)
「
コ
モ
ン
・
ロ

l
」
参
照
。

(
2
)
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
各
州
の
家
族
責
任
法
は
、
第
一
章
註

1

に
示
し
た
。
家
族
責
任
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
序
章

1

(
二
)

「
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
け
る
家
族
の
役
割
」
参
照
。

(
3
)
家
族
責
任
法
を
定
め
る
州
、
定
め
な
い
州
、
ま
た
は
こ
れ
を
廃

止
し
た
州
の
分
布
に
は
、
地
理
的
も
し
く
は
人
口
学
的
に
区
分
可

能
な
特
徴
は
み
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
高
齢
者
人
口
の
多
い
ア
リ
ゾ

ナ
州
お
よ
び
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
家
族
責
任
法
は
定
め
ら
れ
て
い

な
い
。
∞

Ergpe
〈
E
Z可
ロ
印
巾
己
巾
除
∞
O
『開田口
p
b
rミ
勾
町
名
言

a

E
K
H
H
ト

s
s
l
r
h
w芯
S
A
S
h目

h
s
h
n
h
E宮
町
内
向
、

H
H
河
開
山
〉
の
-zcω
叶
少

ω
∞同
(
H
m
w

∞mv
)

(
4
)
第
一
章
、
特
に
第
一
節
2

(
一一
)
(
2
)
(
ロ
)
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
救

貧
法
」
参
照
。

(
5
)
∞三円『
D
{
?

〈
出
口
-
巾
可
ロ
∞
巾
巾
}
巾
除
ロ
C『問主

g
-
s
y、白ロ
C
Z
ω
・同門

ω
昌
一
∞
吋
が
、
各
州
の
家
族
責
任
法
を
詳
細
に
分
類
し
て
い
る
。

(
6
)

コ
ネ
チ
カ

y

ト
州
一
打
。
=
口
の
g
m
g門
叶
Z
Z
K
H
m山
町

'
H
り白EM}可
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円、虫戸

(
υ
F
回目)門巾『∞
]
{
m
F
m
z
司
唱
。
『
デ
吋
州
WHA

【【

oc--岡田門戸
O
ロ
O
『同州市一回
e

E
〈
3
・
g
n
z
o
z
N
H
印

(
S
S
)
一
ア
イ
ダ
ホ
州
一

-
E
g
わ
孟
巾

の昂ロめ吋即
-

F

曲者印唱同，
F

門]巾

ω
N
・。
D
S
巾
注
目
円
河
内
E
E
C
ロ印ぜ
(
U
F
m
w
百円内『]三)・

司
但
『
巾
口
同
印
口
与
の
}
回
目
}
門
戸

]{CON--N巾円
-
H
)

『D
円ω-

己ロ
C
巾
目
。
『
印
己
官
官
。
「
円

(早川
W

品
)
(
序
章
1

つ
乙
「
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
け
る
家

族
の
役
割
」
参
照
)
。

(
7
)

ロ
l
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
一
回
己
・
。

g
ド
担
当
日
↓
】
己
巾
品
(
)
出
口
昌
吉

ω
何回司〈
Fnmmy
〔い

F
h
H
百円巾『印・

ω
巴【)旬。「円。同庁宮市

Z
巾魚川《
]}JHω

。
σ口問白片目。ロ

D

同
E
ロ且『巾巳『
C

『凹巴司自
)
C
『門

(Hmvuω)
・

(
8
)
P
5
2
h
a巾
m
N
。。

(
U
2
「
百
四
冨
∞
N

)

(

民
法
典
、
第
一
部
「
人

と
法
人
L

第
三
一
編
「
人
的
関
係
」
第
二
章
「
親
と
子
」
第
一
節
「
出

生
に
よ
る
子
」
二

O
六
条
)
。

旧
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
法
典
二

O
六
条

「
親
と
子
の
相
互
扶
養
義
務

困
窮
者
の
父
、
母
及
び
子
は
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
労
働

に
よ
り
自
活
で
き
な
い
困
窮
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
。

当
該
悶
窮
者
で
あ
る
親
に
以
前
供
給
さ
れ
た
必
需
品
の
代
金

を
支
払
う
旨
の
、
成
年
子
に
よ
る
約
束
に
は
拘
束
力
が
あ
る
。

高
齢
者
の
た
め
の
手
当
を
受
給
す
る
者
は
、
労
働
に
よ
り
自

活
で
き
な
い
困
窮
者
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
」

本
条
は
一
九
九
二
年
に
改
正
さ
れ
、
現
在
は
家
族
法
典
、
四
四

O

O
条
が
子
の
老
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
同
様
に
定
め
て
い
る
。

本
稿
で
は

Ezasを
、
「
困
窮
」
と
訳
し
て
い
る
。
矢
淳
昇
治
(
訳
)

(
国
際
金
回
院
、

一
九
人
九
年
)
八

『
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
家
族
法
』

頁
参
照
。

(
9
)
序
章
の
註
日
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
が
、
再
度
確
認
を
し
て
お

く
と
、
本
稿
で
は
、

REEv--M
『問問『門
)
J
0
2
8〈
2
2
2
・40

2
5
Z
3巾3

を
、
「
求
償
(
権
)
L

ま
た
は
「
償
還
を
受
け
る
(
権
利
ご

と
訳
し
て
い
る
。

(
叩
)
例
え
ば
、
ア
イ
ダ
ホ
州
一
般
法
典
三
二
章
「
家
族
関
係
」
一

O

O
二
条
は
、
一
般
的
に
求
償
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
序
章
1

(
二
)
「
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
に
お
け
る
家
族
の
役
割
」
に
、
条

文
の
訳
を
挙
げ
て
い
る
。

(
日
)
ミ
シ
シ
ソ
ピ
州
二
百
回
印

ha巾
〉
ロ
戸
間
品
ω
ω

ヤ
N

印
(Hmwωω)
・

(
ロ
)
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
は
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
一
定
額

を
越
え
る
と
き
は
諸
給
付
は
支
給
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
支
給
総

額
が
負
担
能
力
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
る
な
ど
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
規
定
に
は
、
父
と
生
計
を
異
に
す
る
児
童
、
ま
た
は

配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
母
も
し
く
は
寡
婦
へ
の
手
当
を
支

給
す
る
も
の
、
遺
族
の
範
囲
を
法
定
し
た
う
え
で
、
生
計
維
持
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
を
年
金
給
付
の
要
件
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

(
M
)
わ
包
可
巾
口

-no己内閣
N

叶()円(]{。。ム)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
刑
事
法
典
二
七

O
C
条

「
貧
困
し
た
親
を
扶
養
す
る
義
務
の
成
年
子
に
よ
る
不
履
行

家
族
法
典
第
九
部
第
四
編
第
二
節
(
四
四
一

O
条
以
下
)
が

規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
能
力
が
あ
り
な
が
ら
、
貧
窮
し
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た
親
の
た
め
に
必
要
な
食
料
、
衣
服
、
家
屋
又
は
医
療
看
護
を

提
供
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
全
て
の
成
年
子
は
、
軽
罪
の
責
を
負

、叶ノ。」

本
稿
で
は
z
g
E
開
巾
ロ
べ
と
い
う
一
言
葉
を
、
「
貧
困
」
と
訳
し
て
い

る。

(
日
)
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
、
一
般
扶
助
制
度
、
要
扶
養
児
童
家
族
扶
助
な

ど
に
規
定
が
多
い
。

(
日
)
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
民
法
典
お
よ
び
社
会
福
祉
制
度

法
典
の
そ
れ
ぞ
れ
に
家
族
の
扶
養
義
務
が
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
経

緯
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
が
詳
し
い
。
窓
口
∞
-
Z
巾
F
h
B
ミ
ミ

S
3
.師
勺
S
白
目
的
い
志
向
明
書
ミ
~
v
g
s
t
目
、
h
a
R
』
「
Z
0
3
h
言
-
ロ
ミ
ミ
巳
も
君
主
H

Bsth4hMmN唱えめEU回EJhhp]戸。印吋〉
2
・
F
'
河
開
〈
N
印
、
吋
'
m
w
o
o
-
M
寸

ω
吋
〉
Z

F・同開〈⑦]{九日(]戸川wm山kFHmwめ印)

(げ
)
ω
当
D
白U

〈
・
∞
ロ
℃
巾
『
F
C
吋
わ
C
E
『
円
。
同
∞
回
円
『
白
目
巾
ロ
g
n
c
z
口
々
・
H
c

n
曲
一
ω
品
品
川
W
0
・
印
。
H
h
O
印
噌
]
F
]
F
H
ハ
リ
曲
目
周
司
門
同
J
H
ω
。
・
H
A
F
ω
l
k
H
印
・
印
]
F
。

間
以
包
∞
品
。
・
∞
2
1
品
匂
(
H
S
ω
)
・
こ
の
判
決
は
、
家
族
責
任
法
に
関

す
る
最
重
要
判
決
で
あ
る
た
め
に
、
第
四
章
で
詳
し
く
検
討
し
て

い
る
。

(
問
)
足
三
印
。
H
I
C
ω
-
H
H
H
h
丘
町
出
宮
「
・
え
に
ω
1
4
h
?
印
同
小
田
ν
N
己
白
押

∞
九
日
、
吋
l
品
∞
-
n
o
巴
ロ
C
、
。
同
ω
山
口
∞
2
・口出『己目白
D

〈
∞
F
B自
C
ロ
タ
品
。
n
E
-
N
ι

ωmwhH-Nmwめ司-N向日ωNmyωω]戸(回。印。)・

(
叩
)
註

8
参
照
。

(
初
)
わ
包
・
垣
内
-
除
Z
P
P
B
巾
抑
制
H
N
H
O
C
-
H
N
H
C
H
(
者
2
ニ
百
戸
)e

旧
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
社
会
福
祉
制
度
法
典
二
二

O
O条

「
州
内
に
居
住
す
る
成
年
子
が
ご
二

O
一
条
で
要
求
す
る
両
親

の
扶
養
を
怠
っ
た
と
き
、
本
法
に
基
づ
き
手
当
を
支
給
し
て
い

る
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
、
子
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
請
求

が
あ
り
次
第
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
地
方
検
事
又
は
他
の
民
事
法
務

官
(
円
F
i
-
-
m聞と

O
B
2
「
)
は
、
手
当
を
支
給
す
る
カ
ウ
ン
テ

イ
の
上
位
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
訴
え
に

よ
っ
て
、
手
当
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
子
の
負
担
す
べ
き
額
の

償
還
を
受
け
、
さ
ら
に
将
来
債
務
と
な
り
う
る
費
用
の
徴
収
を

可
能
と
す
る
命
令
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

旧
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
社
会
福
祉
制
度
法
典
二
二

O
一
条

「
両
親
を
扶
養
す
る
子
の
能
力
は
、
本
条
項
に
則
っ
て
決
せ
ら
れ

4

ゐ。」

以
下
、
扶
養
能
力
の
判
断
方
法
を
規
定
し
て
い
る
(
筆
者
註
)
。

(幻

)
ω
君
。
曲
目
y
H
o
n巳
ω
己
主
印
(
〕
N
・
H
H
H
(
リ
白
戸
H
N
℃
門
『
・
同
庁
同
十
件
・
印
H
A凶

日νNι田仲∞hH∞

(
勾
)
何

-
m
-
m
円
。
ロ
〈
a
的
ロ
也
市
ユ
凸
「
h
G
ロ
ヱ
-
N
C
N
n
白
一
月
間
)
門
『
・
ゆ
N
O

(
]
{
ゆ
∞
品
)
-
C
』
巾
「
}
向
。
ロ
門
〈
-
C
ぽ
『
}
向
。
=
?
品
。
Z』
'
ω
=
日
)
巾
『
]
F
H
U
Y
H
ω
品

〉eN【
】

H
C
(
H
匂
印
、
吋
)
噂
m
O
M
m
口
〈
-
H
N
C印
2
f
匂
H
Z
・
J
〔
∞
-
N【

H
N
O
∞

(
H
ゆ
だ
W
)
一
(
い
O
E
F
E
E
〈
'
h
c
E
S
E
-
H
m
v
N
Z
g
n
a
斗
ω
。
'
斗
斗
Z
・
J
「
∞
-
N
己

HHω(同市
γ
抽
出
山
)
一
y
h
巾
門
戸
内
H
m
-
g
F
ロ
〈
・
宮
市
口
己
丘
町
。
F
F
円
。
一
ω

玄
Z
円
・
H
C
H
A
4

∞CZJ「ωNι山由]戸ω(]戸mw品∞)一回》白ロNC〈・四Mmw口NO']FMWNζ岡山門'mw∞少

∞
N
Z
a
J
〔
ω
N【

H
N
N
∞
(
]
戸
川
W
A
∞
)
一
〉
ロ
C
ロ
可
ョ
。
己
的
〈
〉
ロ
C
口
三
国
G
口
∞
-
N
。
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第
二
節

家
族
責
任
法
の
適
用

アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

本
節
で
は
、
家
族
責
任
法
の
具
体
的
な
規
定
内
容
、
家
族
責
任
法
に
関

す
る
諸
手
続
、
家
族
責
任
法
の
解
釈
適
用
を
争
っ
た
裁
判
例
な
ど
の
検
討

(
お
)
(
鈎
)

を
通
じ
て
、
家
族
責
任
法
の
具
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
家
族
責
任

法
に
関
す
る
裁
判
上
の
争
点
と
し
て
は
、
家
族
責
任
法
の
具
体
的
な
解
釈

適
用
を
争
う
も
の
と
、
家
族
責
任
法
そ
の
も
の
の
合
憲
性
を
争
う
も
の
と

が
あ
る
。
出
家
族
責
任
法
を
適
用
し
た
際
の
そ
の
機
能
を
検
討
す
る
本
節
で

は
、
前
者
の
争
点
を
め
ぐ
る
裁
判
例
を
分
析
す
る
。
家
族
責
任
法
の
是
非

を
争
う
後
者
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
と
の
関
係
で
の
家
族
の

役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
第
三
章
以
降
の
研
究
と
の
関
係
で
、
第
四
章
に

お
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
。

1 

前
提

(
一
)
家
族
責
任
法
の
目
的

家
族
責
任
法
は
、
英
国
救
貧
法
に
倣
っ
て
、
家
族
の
扶
養
義
務
を
、
夫

婦
問
の
扶
養
義
務
お
よ
び
未
成
年
子
を
扶
養
す
る
親
の
義
務
に
限
定
し
た

(ω) 

コ
モ
ン
・
ロ
!
と
比
べ
て
広
く
規
定
し
た
。
そ
こ
で
家
族
責
任
法
の
目
的

を
探
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
直
接
的
起
源
で

あ
る
、
英
国
救
貧
法
の
制
定
理
由
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在

の
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
法
理
念
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
、
お
よ
び

そ
れ
が
制
定
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
に
そ
の
根
源
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

(
引
)

る
か
ら
で
あ
る
。
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
た
英
国
救
貧
法
の
目
的
は
、

依
然
と
し
て
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
家
族
責
任
法
の
、
主
要
目
的
で
あ
り
続

(
必
)

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
国
救
貧
法
の
制
定
理
由
を
明

(
刊
日
)

確
に
記
載
し
た
歴
史
的
資
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
親
に
対
す
る
子
の
扶
養

義
務
を
初
め
て
規
定
し
た
一
五
九
七
年
英
国
救
貧
法
、
お
よ
び
一
六

O
一

年
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に
も
、
制
定
理
由
を
記
し
た
前
文
な
ど
は
な
い
。

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
立
法
史
か
ら
、
家
族
責
任
法
の
目
的
が
推
論
さ
れ

(
斜
)

て
い
る
。

一
五
七
五
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
会
は
、
非
嫡
出
子
を
扶
養
す
る
義
務

を
親
に
課
す
法
律
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
親
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
、

さ
ら
に
は
家
族
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
、
初
め
て
成
文
で
規
定
し
た
法
律

で
あ
る
。
そ
し
て
同
法
は
、
そ
の
目
的
を
、
教
区
の
救
貧
費
用
の
削
減
に

(
必
)

あ
る
と
説
明
し
て
い
た
。
そ
こ
で
一
五
九
七
年
お
よ
び
一
六

O
一
年
の
救

貧
法
が
家
族
の
扶
養
義
務
を
規
定
し
た
際
に
も
、
国
会
は
救
済
費
用
の
削

(
川
切
)

減
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
推
論
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
検
討
し
た
よ

う
に
、
救
貧
法
は
働
け
る
者
は
働
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
自
助
原
則
を

基
本
理
念
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
私
的
な
責
任
が
果
た
さ
れ
た
後
で
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な
く
て
は
、
公
的
資
源
は
困
窮
者
に
対
し
て
使
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

し
て
、
家
族
に
第
一
次
的
扶
養
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

コ
モ
ン
・
口

l
が
家
族
の
扶
養
義
務
を
限
定
し
て
い
た
た
め
、
明
確
に
家

族
の
扶
養
義
務
を
法
定
す
る
こ
と
自
体
が
、
一
五
七
九
年
法
を
制
定
し
た

(
幻
)

副
次
的
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
判
例
は
英
国
救
貧
法
の
制

定
理
由
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
、
英
国
救
貧
法
に
お
い

て
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
た
規
定
は
、
公
的
救
済
費
用
を
削
減
す
る
目

(
必
)

的
で
創
設
さ
れ
た
と
判
断
し
て
き
た
。
以
上
か
ら
、
英
国
救
貧
法
が
広
範

囲
の
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
し
た
目
的
は
、
困
窮
者
が
扶
養
能
力
の
あ
る

家
族
を
も
っ
場
合
に
、
当
該
困
窮
者
を
救
済
す
る
公
の
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

公
的
救
済
費
用
削
減
の
要
請
は
、
家
族
の
扶
養
義
務
と
社
会
保
障
制
度

と
の
関
係
を
歴
史
的
に
辿
っ
た
本
稿
の
第
一
章
、
お
よ
び
次
の
第
三
章
が

示
す
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
も
存
在
し
た
。
こ
の
た
め
英
国
救
貧
法
の
目

的
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
。
判
例
も
家
族
責
任

法
の
目
的
は
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
的
支
援

の
負
担
を
軽
減
し
、
公
の
責
任
を
免
ず
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
き
た
。

ま
た
、
家
族
責
任
法
が
家
族
と
同
様
に
公
に
も
扶
養
義
務
を
課
し
て
い
る

場
合
は
、
家
族
が
第
一
順
位
の
扶
養
義
務
を
負
い
、
公
の
義
務
は
第
二
順

(
川
叩
)

位
で
あ
る
と
も
判
示
さ
れ
て
い
る
。

(
二
)
扶
養
義
務
の
発
生
時
期

家
族
責
任
法
を
適
用
す
る
前
提
と
し
て
、
扶
養
義
務
は
、
要
扶
養
者
と

扶
養
義
務
者
の
存
在
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
発
生
し
て
い
る
も
の
か
、
そ

れ
と
も
、
裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
か
、
扶
養
義
務
の
発

生
時
期
が
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
家
族
責
任
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
義

務
は
、
裁
判
所
の
命
令
と
同
時
に
発
生
す
る
と
判
示
し
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

(
閃
)

州
の
判
決
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
で
は
「
命
令
を
発
す
る
権
限

は
裁
判
所
に
あ
り
、
命
令
は
、
裁
判
所
が
扶
養
の
必
要
性
お
よ
び
扶
養
す

る
側
の
能
力
を
判
断
し
、
ど
の
程
度
ま
で
扶
養
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
定

め
た
後
に
初
め
て
発
し
う
る
」
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、

親
子
問
な
ど
で
将
来
の
扶
養
に
つ
い
て
直
接
的
に
争
っ
て
い
る
訴
訟
で
は

問
題
が
な
い
。
し
か
し
、
州
が
支
給
し
た
扶
助
費
を
家
族
に
求
償
す
る
場

合
、
高
齢
者
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
信
じ
て
現
物
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
た
第
三
者
が
扶
養
料
を
子
に
請
求
す
る
場
合
、
親
を
扶
養
し
た
子

が
扶
養
料
と
い
う
形
で
負
担
の
配
分
を
他
の
子
に
求
め
る
場
合
な
ど
に
お

(
日
)

い
て
は
問
題
を
生
じ
か
ね
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
高
齢
者
が
ケ
ア
さ
れ
た
過

去
の
時
点
で
は
、
子
の
扶
養
義
務
は
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
家
族
の
扶
養
義
務
を
、
社
会
保
障
関
係
費
用
を
担
う
た
め
に
家

族
に
課
さ
れ
た
義
務
で
あ
る
と
構
成
す
る
た
め
に
は
、
扶
養
義
務
の
発
生

時
期
に
つ
い
て
の
原
理
的
な
説
明
か
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
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が
ら
、
明
快
な
理
論
は
未
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

アメリカの高齢者ケアにおける社会保樟と家族の役割0(1)

家
族
責
任
法
の
解
釈
方
法

家
族
責
任
法
の
解
釈
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
家
族
責
任
法
が
「
修
正
的

制
定
法
」
で
あ
る
か
が
、
判
例
上
争
わ
れ
て
い
る
。
「
修
正
的
制
定
法
」

と
は
、
判
例
法
お
よ
び
既
存
の
制
定
法
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
、
あ

る
い
は
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
救
済
を
認
め
る
た
め
に
制
定
さ
れ
る

(
回
)

法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
家
族
責
任
法
は
修
正
的
で
あ
る
た
め
、
他
の
修
正

(
日
)

的
制
定
法
と
同
様
、
自
由
に
解
釈
さ
れ
実
施
さ
れ
る
と
す
る
判
断
と
、
家

族
責
任
法
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
部
修
正
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
格
に
解

(
U
A
)
 

釈
す
べ
き
と
の
判
断
が
対
立
し
て
い
る
。

2 

家
族
責
任
法
上
の
諸
手
続

(
一
)
手
続
の
進
行

家
族
問
で
扶
養
を
直
接
的
に
請
求
す
る
場
合
、
ま
た
は
家
族
の
刑
事
責

任
を
問
う
場
合
の
手
続
は
、
こ
と
に
家
族
責
任
法
に
特
有
の
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
点
公
的
機
関
の
支
払
っ
た
扶
助
費
の
求
償
手
続
は
、
家
族
責
任

法
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
上
、
家
族
責
任
法
の
適
用
に
お
い
て
核
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
特
に
こ
の
求
償
手
続
を
中
心
に
、
家
族
責

任
法
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
は
争
わ
れ
る
手
続
を
概
説
す
る
。

(
1
)

行
政
機
関
に
よ
る
実
施

扶
養
義
務
の
履
行
を
求
め
る
手
続
は
、
一
般
的
に
、
扶
養
を
必
要
と
す

る
者
が
、
州
の
指
定
機
関
に
財
政
的
支
援
の
申
請
を
す
る
こ
と
か
ら
は
じ

(
日
)

ま
る
。
州
の
機
関
は
申
請
に
基
づ
き
、
要
扶
養
者
の
ニ

l
ズ
お
よ
び
扶
養

可
能
な
親
族
を
調
査
す
る
。
家
族
責
任
法
を
も
っ
州
で
は
、
申
請
手
続
の

段
階
で
、
申
請
者
は
生
存
し
て
い
る
配
偶
者
お
よ
び
成
年
子
の
名
前
を
挙

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
よ
り
州
は
、
州
法
の
概
略

を
説
明
し
、
家
計
の
状
況
を
知
ら
せ
る
よ
う
要
請
す
る
書
面
を
、
州
外
に

居
住
す
る
者
も
含
む
全
て
の
子
に
送
付
す
る
。
そ
し
て
返
答
結
果
は
、
家

族
の
扶
養
基
準
を
定
め
た
表
お
よ
び
計
算
式
に
従
っ
て
分
析
さ
れ
、
困
窮

し
た
家
族
の
ケ
ア
に
提
供
し
う
る
収
入
の
割
合
が
算
定
さ
れ
る
。
こ
の
時

に
、
資
産
不
足
ま
た
は
過
去
に
な
さ
れ
た
親
に
よ
る
子
の
虐
待
、
無
視
も

し
く
は
遺
棄
と
い
っ
た
個
別
事
由
が
、
扶
養
義
務
の
免
責
を
求
め
て
主
張

さ
れ
う
る
。

扶
養
能
力
が
あ
り
そ
の
義
務
も
免
責
さ
れ
な
い
親
族
が
い
る
場
合
、
州

の
機
関
は
、
第
一
に
自
発
的
な
扶
養
を
促
す
た
め
に
そ
の
者
に
連
絡
す
る
。

こ
こ
で
扶
養
が
自
発
的
に
提
供
さ
れ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
提
供
さ
れ
な

い
場
合
、
州
に
よ
る
各
種
の
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
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研究ノート

要
扶
養
者
に
対
す
る
扶
助
支
給
を
保
留
す
る
手
続
、
②
親
族
が
負
担
す

べ
き
扶
養
料
相
当
額
を
、
扶
助
費
か
ら
減
額
す
る
手
続
、
③
扶
養
を
求

め
て
親
族
を
訴
え
る
よ
う
要
扶
養
者
へ
要
請
す
る
手
続
、
そ
し
て
、
④

要
扶
養
者
に
扶
助
を
支
給
し
、
支
払
っ
た
扶
助
費
の
償
還
を
親
族
に
求
め

る
訴
訟
を
追
行
す
る
手
続
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
家
族
責
任
法

上
最
も
多
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
実
際
に
も
最
も
多
く
行
わ
れ
て
い

る
手
続
は
、
④
の
親
族
に
対
す
る
扶
助
費
償
還
請
求
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

前
述
し
た
求
償
型
の
訴
訟
が
、
最
も
多
く
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
)

裁
判
に
よ
る
実
現

州
の
機
関
に
よ
っ
て
、
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
親
族

が
、
扶
養
の
要
請
に
自
発
的
に
応
じ
な
く
と
も
、
要
扶
養
者
に
対
し
て
は
、

通
常
、
州
の
扶
助
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
形
で
扶
助
を
開
始
し
た
事

案
の
う
ち
、
親
族
が
扶
養
義
務
を
負
う
可
能
性
が
高
く
、
親
族
に
対
す
る

扶
養
義
務
の
追
及
が
成
功
す
る
可
能
性
が
相
当
程
度
高
い
場
合
、
そ
の
事

案
は
州
の
検
察
局
ま
た
は
法
的
権
限
を
も
っ
他
の
公
務
員
に
送
付
さ
れ
る
。

州
は
扶
助
費
の
償
還
を
求
め
て
、
民
事
訴
訟
ま
た
は
刑
事
訴
訟
を
提
起
し

う
る
。
家
族
責
任
法
自
体
が
、
略
式
手
続
に
よ
る
履
行
強
制
の
規
定
を
設

け
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
将
来
の
扶
助
費
に
つ
い
て
の
請
求
を
認

{
日
)

め
る
家
族
責
任
法
も
あ
る
。

裁
判
所
が
求
償
を
認
め
た
場
合
、
扶
養
義
務
者
に
対
し
て
、
扶
助
費
の

償
還
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
償
還
命
令
の
履
行
が
故
意
に
怠
ら
れ

る
と
、
そ
れ
は
通
常
、
裁
判
所
侮
辱
と
し
て
制
裁
が
科
さ
れ
履
行
が
確
保

さ
れ
る
。
そ
の
他
、
強
制
執
行
ま
た
は
被
告
の
資
産
お
よ
び
賃
金
に
対
す

(
貯
)

る
差
押
え
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
一
方
そ
う
し
て
償
還
さ

れ
た
額
は
、
連
邦
お
よ
び
州
に
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
額
に
応
じ
て
返
還
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
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(
3
)

適
用
を
め
ぐ
る
諸
問
題

(
日
)

親
族
の
扶
養
を
命
ず
る
令
状
の
発
布
ま
た
は
リ
!
エ
ン
の
成
立
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
に
、
適
正
な
手
続
を
踏
ん
だ
審
理
が
要
求
さ
れ

(
日
)

て
い
る
。
同
様
に
、
行
政
処
分
に
関
す
る
適
切
な
司
法
審
査
を
保
障
す
る

(ω) 

必
要
性
が
、
判
例
お
よ
び
学
説
上
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
状
況
が
変
化
し
た
場
合
に
は
、
通
常
扶
養
命
令
の
修
正
が
必
要

と
な
る
。
そ
し
て
修
正
が
必
要
と
さ
れ
る
扶
養
命
令
に
つ
い
て
は
、
親
の

(
引
)

子
に
対
す
る
扶
養
ま
た
は
ア
リ
モ
ニ
の
場
合
と
同
様
、
事
実
審
裁
判
所
が

(
臼
}

修
正
権
限
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
学
説
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
他
求
償
手
続
に
お
い
て
、
公
的
支
援
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

求
償
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

提
訴
権
者

直
接
請
求
型
、
求
償
型
、
ま
た
は
刑
事
責
任
追
及
型
の
い
ず
れ
の
紛
争

類
型
に
お
い
て
も
、
扶
養
義
務
の
履
行
を
求
め
て
、
ま
た
は
扶
養
義
務
の

免
責
を
争
っ
て
、
訴
訟
を
提
起
し
う
る
者
の
範
囲
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

要
扶
養
者
自
身
、
扶
養
義
務
者
、
困
窮
状
態
に
あ
る
者
に
援
助
し
た
第
三

者
、
お
よ
び
行
政
機
関
の
す
べ
て
が
、
常
に
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
も

っ
と
は
限
ら
な
い
。
家
族
責
任
法
の
約
三
分
の
こ
は
、
扶
助
執
行
の
責
任

者
ま
た
は
そ
の
者
か
ら
事
案
を
委
ね
ら
れ
た
公
務
員
に
よ
る
訴
訟
の
み
に

つ
い
て
{
疋
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
特
に
、
要
扶
養
者
自
身
ま
た
は
第
三
者
が
、
責
任
を
負
う
親
族

を
訴
え
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
裁

判
例
の
い
く
つ
か
は
、
規
定
は
そ
の
文
言
を
越
え
て
拡
張
さ
れ
る
べ
き
で

(mw) 

は
な
い
と
し
て
、
否
定
的
判
断
を
示
し
て
い
る
。
他
方
比
較
的
古
い
裁
判

例
は
、
特
に
要
扶
養
者
自
身
に
つ
い
て
は
、
提
訴
権
限
が
あ
る
こ
と
を
家

(ω) 

族
責
任
法
は
合
意
し
て
い
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
の
相
違
は
、

扶
養
義
務
の
履
行
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
う
る
者
の
範
囲
を
法
律
で
定

め
て
い
る
点
を
、
実
体
的
問
題
と
捉
え
る
か
手
続
的
問
題
と
捉
え
る
か
に

(
釘
)

よ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
提
訴
権
者
に
関
す
る
規
定
を
実
体
的
権
利
の

一
部
で
あ
る
と
捉
え
た
場
合
、
公
務
員
に
よ
っ
て
の
み
提
訴
さ
れ
う
る
こ

と
に
な
る
。
反
対
に
、
法
が
定
め
た
実
体
的
権
利
は
要
扶
養
者
が
扶
養
を

一) 

受
け
る
権
利
の
み
で
あ
る
と
捉
え
た
場
合
、
誰
が
そ
の
権
利
を
実
現
す
る

か
は
手
続
的
問
題
と
な
る
。
す
る
と
、
後
者
の
裁
判
例
の
よ
う
に
、
要
扶

養
者
自
身
に
よ
る
提
訴
も
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

学
説
上
は
、
要
扶
養
者
自
身
に
よ
る
直
接
的
な
訴
訟
は
好
ま
し
く
な
い

(
侃
)

と
の
見
解
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
法
廷
で
要
扶
養
者
自
身

が
扶
養
義
務
者
と
争
っ
た
場
合
、
第
三
者
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
た
場
合
以

上
に
、
家
族
関
係
が
崩
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
訴

訟
に
よ
っ
て
請
求
し
う
る
扶
養
料
が
公
的
扶
助
の
給
付
額
と
大
差
な
い
な

ら
ば
、
要
扶
養
者
に
と
っ
て
は
、
扶
助
を
受
け
ず
に
訴
え
を
起
こ
す
実
益

が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
も
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
要
扶
養
者
は
ま
ず
扶
助

を
申
請
し
、
公
的
機
関
が
、
扶
助
に
要
し
た
費
用
の
償
還
を
、
扶
養
義
務

者
に
求
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
実
際
上
、
家
族
に
対
す
る
訴
訟
の
提
起

に
比
べ
、
扶
助
を
・
申
請
す
る
道
を
選
択
す
る
高
齢
者
の
方
が
多
い
。
そ
こ

で
、
要
扶
養
者
自
身
が
扶
養
義
務
者
の
扶
養
を
求
め
る
直
接
的
な
訴
訟
は
、

何
ら
か
の
理
由
で
扶
助
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。

州
際
適
用

家
族
責
任
法
を
管
轄
す
る
裁
判
所
お
よ
び
行
政
機
関
、
ま
た
は
提
訴
権

者
な
ど
は
州
に
よ
っ
て
異
な
り
、
州
を
越
え
て
扶
養
義
務
の
履
行
を
追
及
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(
前
)

す
る
上
で
、
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
統
一
扶

(

ω

)

(

ω

)

 

養
相
互
執
行
法
お
よ
び
統
一
民
事
扶
養
責
任
法
が
、
扶
養
義
務
を
州
境
を

越
え
て
強
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
統
一
扶
養
相

互
執
行
法
は
、
扶
養
義
務
者
と
扶
養
を
受
け
る
権
利
の
あ
る
者
と
が
異
な

っ
た
法
域
に
居
住
す
る
場
合
に
、
既
存
の
扶
養
義
務
を
執
行
す
る
た
め
の

手
続
を
規
定
し
て
い
る
。
同
法
は
、
債
務
者
が
居
住
す
る
地
域
の
実
体
法

に
留
意
し
た
、
民
事
扶
養
手
続
の
開
始
に
関
す
る
規
定
な
ど
を
設
け
て
い

る
。
他
方
、
統
一
民
事
扶
養
責
任
法
は
、
統
一
扶
養
相
互
執
行
法
の
利
用

を
容
易
に
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
州

の
出
費
を
、
扶
養
義
務
を
負
う
子
に
求
償
す
る
権
限
が
、
高
齢
者
の
代
理

(
初
)

と
し
て
州
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

家
族
責
任
法
に
基
づ
き
扶
養
義
務
の
履
行
を
州
際
適
用
す
る
際
の
問
題

点
は
、
ア
リ
モ
ニ
お
よ
ぴ
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
義
務
を
州
境
を
越
え
て

強
制
す
る
場
合
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
家
族
責
任
法
を
も
っ
州
が

二
九
の
み
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
の
内
容
が
異
な
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ア
リ
モ
ニ
な
ど
の
場
合
と
は
基
本
的
に
異

(η) 

な
る
。
そ
こ
で
家
族
責
任
法
と
の
関
係
で
は
、
統
一
扶
養
相
互
執
行
法
お

よ
び
統
一
民
事
扶
養
責
任
法
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
適
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。

裁
判
所
は
、
親
お
よ
び
子
が
居
住
す
る
州
そ
れ
ぞ
れ
に
家
族
責
任
法
が
あ

る
場
合
、
扶
養
義
務
は
、
子
の
居
住
す
る
州
で
課
さ
れ
る
義
務
の
範
囲
内

(η) 

で
、
親
の
州
に
お
い
て
強
制
さ
れ
う
る
と
判
断
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
実

際
に
は
、
州
境
を
越
え
た
扶
養
義
務
履
行
の
追
及
は
、
断
念
さ
れ
る
場
合

(η) 

が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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3 

扶
養
義
務
の
発
生
要
件

(
一
)
要
扶
養
状
態

家
族
の
扶
養
義
務
は
、
第
一
に
扶
養
を
請
求
す
る
者
が
要
扶
養
状
態
に

な
け
れ
ば
発
生
し
な
い
。
し
か
し
要
扶
養
状
態
の
有
無
を
決
す
る
判
断
基

準
は
、
州
の
間
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
扶
養
義
務
発
生
の
要

件
で
あ
る
要
扶
養
状
態
お
よ
び
(
三
)
で
検
討
す
る
扶
養
義
務
者
の
扶
養

能
力
に
つ
い
て
は
、
問
題
と
な
る
場
合
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
明

確
な
規
定
が
多
い
。
多
く
の
家
族
責
任
法
は
、
扶
養
を
受
け
う
る
者
は
「
困

窮
ま
た
は
貧
し
い
」
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
要
扶
養
状
態
と
認
定
さ
れ
る
困
窮
状
態
の
程
度
ゃ
、
労
働
能
力

が
あ
り
な
が
ら
就
労
せ
ず
に
困
窮
し
て
い
る
者
を
も
含
む
か
と
い
っ
た
点

な
ど
が
裁
判
上
争
わ
れ
て
い
る
。
家
族
責
任
法
の
多
く
が
裁
判
所
ま
た
は

行
政
機
関
の
指
針
と
な
る
判
断
基
準
を
設
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
ず

(
丸
)

る
問
題
の
存
在
は
、
学
説
上
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

多
く
の
裁
判
例
は
、
「
親
が
、
現
在
ま
た
は
将
来
、
公
の
負
担
と
な
る
か
」
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(
九
)

と
い
う
判
断
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
家
族
責
任
法
上
の
要
扶

養
状
態
の
判
断
は
、
公
的
扶
助
の
受
給
資
格
の
判
断
基
準
と
対
応
す
る
こ

と
に
な
る
。
公
的
扶
助
は
、
自
活
能
力
の
な
い
困
窮
者
を
給
付
対
象
と
し

て
い
る
場
合
が
典
型
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
上
の
理
由
ま
た
は
高

齢
に
よ
り
就
労
不
可
能
で
あ
る
が
放
に
自
活
能
力
が
無
い
者
で
、
か
っ

一一

1
ズ
の
あ
る
者
の
み
が
家
族
ま
た
は
公
の
扶
養
を
受
け
う
る
と
い
う
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
法
理
念
が
、
今
日
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る

(
符
)

の
で
あ
る
。
再
度
こ
の
点
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
判
断
基
準
に
よ
る

と
、
社
会
保
障
給
付
の
受
給
資
格
を
有
す
る
者
が
家
族
責
任
法
に
い
う
困

窮
者
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
家
族
の
扶
養
義
務
も
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
親
が
自
ら
を
扶
養
す
る
よ
う
子
に
請
求
す
る
直
接
請
求
型
の
訴

訟
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
が
と
ら
れ
て
い
る
点
は
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
家
族
の
扶
養
義
務
の
性
格
の
一
端
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い

》
え
よ
、
ヲ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
扶
養
義
務
は
家
族
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と

の
考
え
を
前
提
に
し
た
判
断
基
準
が
と
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、

困
窮
と
い
っ
た
基
準
よ
り
も
一
一
層
緩
や
か
な
基
準
で
、
要
扶
養
状
態
が
判

(
打
)

断
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
メ
リ

l
ラ
ン
ド
州
の
裁
判
例
で
は
、
「
親
に
は
、

子
に
よ
る
扶
養
を
強
制
的
に
保
障
す
る
た
め
の
十
分
な
ニ
!
ズ
が
あ
る

か
」
と
い
う
点
の
み
で
判
断
す
る
、
「
必
要
状
況
の
テ
ス
ト
(
ロ
巾
門
巾
出
印
】
門

0
5

(
市
)

2
『
門
己
阿
国
国
片
山
口
門
町
田
広
三
)
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
オ
ハ
イ
オ
州
で
は
、

「
『
生
計
資
力
の
困
窮
』
と
は
、
一
般
的
な
生
活
を
す
る
に
あ
た
っ
て
必

要
な
物
質
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
母
親
に
公
的
扶
助
適
格
が

な
く
、
か
つ
娘
と
そ
の
夫
に
よ
っ
て
ケ
ア
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
母
親

(
乃
)

は
困
窮
し
て
い
る
」
と
判
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
健
康
な
失
業
者
で
あ
っ

(
関
)

て
も
、
家
族
に
扶
養
を
請
求
す
る
権
利
を
も
っ
と
判
示
さ
れ
た
例
も
あ
る
。

要
扶
養
状
態
の
判
断
を
公
的
扶
助
の
受
給
資
格
と
結
び
つ
け
て
い
る
前

者
の
裁
判
例
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
を
そ
の
起
源
と
す
る
ア
メ
リ
カ
家

族
責
任
法
を
、
社
会
保
障
関
係
費
用
を
負
担
さ
せ
る
目
的
で
、
家
族
に
扶

養
義
務
を
課
す
法
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

後
者
の
裁
判
例
は
、
家
族
は
そ
も
そ
も
相
互
扶
養
義
務
を
負
う
と
い
う
点

を
前
提
に
、
要
扶
養
状
態
を
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
要
扶

養
状
態
に
つ
い
て
具
体
的
な
要
件
を
定
め
て
い
る
家
族
責
任
法
の
立
法
類

型
を
分
析
す
る
と
、
困
窮
と
い
う
ニ

l
ズ
を
要
件
と
し
て
い
る
家
族
責
任

法
は
救
貧
法
に
見
ら
れ
、
よ
り
緩
や
か
な
ニ

l
ズ
を
要
件
と
し
て
い
る
家

(
剖
)

族
責
任
法
は
、
民
法
な
と
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

要
扶
養
状
態
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
要
素
は
、
資
産
お
よ
び
収
入
で

(
位
)

あ
る
。
こ
の
点
要
扶
養
者
に
と
っ
て
資
産
を
所
有
し
続
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
資
産
を
換
金
し
、
扶
養
を
受
け
る
前
に
使
用

す
る
よ
う
裁
判
所
は
要
求
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
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て
は
、
要
扶
養
者
の
生
活
を
よ
り
困
難
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
理
由
に
反

(∞∞) 

対
す
る
学
説
が
あ
る
が
、
裁
判
所
の
判
断
は
分
か
れ
て
い
る
。

( 

一一) 

扶
養
義
務
者

困
窮
し
た
家
族
の
一
員
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
者
の
範
囲
は
、
州
に

よ
っ
て
異
な
る
が
、
配
偶
者
に
加
え
て
、
成
年
子
に
扶
養
義
務
を
課
し
て

い
る
州
が
多
い
。
た
だ
、
扶
養
義
務
者
を
祖
父
母
そ
し
て
時
に
は
孫
に
も

拡
張
し
て
い
る
州
が
三
分
の
一
あ
る
。
さ
ら
に
、
兄
弟
姉
妹
に
ま
で
扶
養

義
務
を
課
し
て
い
る
州
も
、
少
し
な
が
ら
存
在
す
る
。
ま
た
興
味
深
い
規

定
と
し
て
は
、
成
年
の
息
子
の
扶
養
義
務
を
、
成
年
の
娘
よ
り
も
先
順
位

(
刷
出
)

に
規
定
し
て
い
る
州
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
親
か
ら
独
立
し
自
己
の
家
庭
を
築
い
て
い
る
子

に
対
し
て
も
親
を
扶
養
す
る
義
務
を
課
す
家
族
責
任
法
は
、
同
じ
屋
根
の

下
に
住
み
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
家
族
構
成
員
に
の
み
扶
養
義
務
を
課
し

(
前
)

て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
比
べ
、
扶
養
義
務
者
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
家
族
責
任
法
は
、
子
自
身
の
家
庭
生
活
に
多
大
な
影
響
を
与
え

(
部
)

か
ね
ず
、
家
族
に
過
度
の
負
担
を
課
し
か
ね
な
い
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
、
さ
ら
に
は
傍
系
親
族
問
で
の
扶

養
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
立
し
た
家
族
構
成
員
に
対
し
て

扶
養
義
務
を
課
す
家
族
責
任
法
は
問
題
で
あ
る
と
の
学
説
に
よ
る
指
摘
が

(
釘
)

あ
る
。
と
り
わ
け
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
そ
の
他
の
遠
い
親
族
に
ま
で
、

(∞∞) 

扶
養
義
務
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
家
族
の
負
担
の
一
部
を
軽
減
す
る
、
実
効
的
な
規
定
を
お
い
て

い
る
州
も
あ
る
。
家
族
の
負
担
が
、
親
を
扶
養
す
る
子
自
体
が
高
齢
で
あ

る
場
合
に
大
き
い
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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そ
こ
で

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
は
、
こ
の
負
担
を
避
け
る
た
め
に
、
扶
養
義
務
を
負

(
町
田
)

う
子
を
六
五
歳
未
満
の
者
に
限
定
し
、
高
齢
の
子
を
除
外
し
た
。

扶
養
義
務
を
免
れ
る
た
め
に
、
要
扶
養
者
と
の
問
に
親
族
関
係
が
無
い

と
、
扶
養
義
務
を
問
わ
れ
た
者
は
抗
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

扶
養
義
務
を
負
う
親
族
は
自
然
血
族
の
み
か
、
そ
れ
と
も
法
定
血
族
も
含

ま
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
養
子
の
養
親(ω) 

に
対
す
る
扶
養
義
務
が
問
わ
れ
た
裁
判
例
で
は
、
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。

継
親
子
ま
た
は
娘
の
夫
に
つ
い
て
は
、
養
子
の
事
例
の
傍
論
に
お
い
て
、

法
に
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
扶
養
義
務
は
無
い
と
判
示
さ
れ
た
州
が

(
川
町
)

あ
る
。
一
方
、
継
父
母
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
子
に
課
し
て
い
る
州
も
あ

(

幻

)

(

幻

)

る
。
な
お
、
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
も
、
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。

学
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
点
お
よ
び
区
別
の
根
拠
に
つ
き
、
裁
判
所

の
判
断
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
判
決
は
、
既
存
の
法
律
関
係
を
基
準

と
し
て
い
る
た
め
、
適
切
な
扶
養
義
務
の
負
担
の
あ
り
方
と
い
う
視
点
を

欠
い
て
お
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
関
係
の
実
態
を
無
視
す
る
場
合
が
多



アメリカの高齢者ケアにおける社会保障と家族の役割(1)

(
例
)

い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
養
子
、
継
子
ま
た
は
非
嫡
出
子
の
責
任

は
、
子
が
未
成
年
の
間
に
要
扶
養
者
か
ら
受
け
た
扶
養
の
程
度
、
お
よ
び

(%) 

実
際
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
、
要
扶
養
者
と
扶
養
を
求
め
ら
れ
た
者
と
の
関
係
が
任
意
に
引
き
受

け
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
点
を
基
準
と
し
て
、
責
任
を
課
す
こ
と
を
提
案

(%) 

し
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
養
子
関
係
を
愛
情
に
よ
る
粋
が
最
も
強
い
関
係

と
捉
え
た
上
で
、
こ
れ
を
基
準
に
、
他
の
関
係
を
考
慮
す
る
方
法
を
検
討

し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
養
子
関
係
に
は
相
互
の
扶
養
義
務
が
あ
る
が
、

義
理
の
親
子
関
係
は
、
間
接
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
扶
養
義
務
は
な
い
と

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
義
理
の
親
子
の
関
係
は
、

親
同
士
の
結
婚
を
目
的
に
間
接
的
に
築
か
れ
た
関
係
で
あ
り
、
義
理
の
親

を
義
理
の
子
が
扶
養
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
結
ば
れ
た
関
係
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
非
嫡
出
子
の
場
合
、
親
が
そ
の
子
を
養
子
に
出
す
こ
と

を
選
択
せ
ず
、
子
も
親
と
と
も
に
生
活
し
た
場
合
、
嫡
出
子
と
親
と
の
場

合
と
同
様
に
、
相
互
に
扶
養
義
務
が
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て

(
貯
)

い
る
。配

偶
者
の
両
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
、
娘
の
夫
の
義
務
は
、

否
定
的
に
判
断
し
て
い
る
裁
判
例
が
多
い
。
そ
こ
で
夫
婦
共
有
財
産
、
合

有
不
動
産
ま
た
は
夫
婦
全
部
保
有
不
動
産
形
態
を
と
る
家
族
の
場
合
、
娘

は
そ
の
資
産
を
財
源
と
し
て
両
親
を
扶
養
す
る
義
務
は
な
い
と
判
一
不
さ
れ

(
川
町
)

て
い
る
。
同
様
に
、
娘
の
夫
が
実
際
上
扶
養
し
て
い
た
と
し
て
も
、
母
親

は
困
窮
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、
他
の
子
に
も
扶
養
の
義
務
が
あ
る
と
判

(ω) 

示
し
た
事
例
も
あ
る
。
一
方
、
息
子
の
妻
が
負
う
義
務
に
つ
い
て
は
肯
定

し
、
夫
に
課
す
扶
養
義
務
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
妻
の
収
入
を
除

き
、
夫
婦
共
有
財
産
で
あ
る
す
べ
て
の
収
入
を
基
準
に
計
算
し
う
る
と
判

(
肌
)

示
し
た
事
例
が
あ
る
。

こ
う
し
た
扶
養
義
務
を
負
う
当
事
者
に
関
し
て
は
、
法
律
に
詳
細
な
規

定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
以
上
の
問
題
は
、
裁
判
に
よ
る
判
断

を
待
つ
以
前
に
、
立
法
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

(
川
)

て
い
る
。

(
一
二
)
扶
養
能
力

要
扶
養
者
を
扶
養
す
る
能
力
に
欠
け
る
と
い
う
扶
養
義
務
者
の
主
張
は
、

家
放
責
任
法
上
の
請
求
に
対
す
る
抗
弁
と
な
る
。
そ
こ
で
、
多
く
の
訴
訟

に
お
い
て
、
こ
の
点
が
争
わ
れ
て
い
る
。
公
正
か
つ
効
率
的
に
家
族
の
扶

養
能
力
を
確
定
し
、
適
当
な
扶
養
料
を
決
定
す
る
た
め
に
、
扶
養
を
困
難

と
す
る
諸
要
因
、
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
資
力
を
判
定
す
る
適
切
な
判
断

(
肌
)

基
準
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
所
は
、
扶
養
能
力
の
あ
る
者
を
選
別
し
、
負
担
の
程
度
を
判
断
す

(

郎

)

(

胤

)

(

防

)

る
た
め
に
、
就
労
、
納
税
申
告
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
扶
養
基
準
、
行
政

北法48(2・89)357
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(

胤

)

(

即

)

上
の
扶
養
基
準
、
扶
養
能
力
が
無
い
と
の
供
述
書
な
ど
の
中
の
、

は
複
数
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
一
つ
の
判
断
基
準
の
み

で
扶
養
能
力
を
認
定
し
た
方
が
効
率
的
で
あ
る
。
し
か
し
判
断
基
準
を
一

つ
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
平
等
取
扱
お
よ
び
行
政
効
率
の
為
に
行

わ
れ
た
と
し
て
も
、
扶
養
義
務
者
に
と
っ
て
酷
な
結
果
と
な
る
場
合
が

(
阿
川
)

多
々
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
判
断
基
準
に
と
ど
ま

ら
ず
、
具
体
的
で
柔
軟
な
次
の
よ
う
な
判
断
基
準
を
採
用
し
て
い
る
州
も

多
い
。
扶
養
義
務
者
の
資
産
の
価
値
お
よ
び
性
質
、
収
入
額
、
稼
得
能
力
、

納
税
額
、
合
理
的
な
生
活
費
、
仕
事
関
係
の
出
費
、
教
育
費
、
医
療
費
、

貯
蓄
の
必
要
性
、
被
扶
養
者
の
数
、
以
前
負
っ
た
扶
養
義
務
、
扶
養
義
務

{
瑚
)

者
の
年
齢
、
な
ら
び
に
平
素
の
生
活
状
況
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
裁
判
所
な

い
し
行
政
機
関
は
、
こ
れ
ら
の
判
断
基
準
を
、
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
義

務
お
よ
び
ア
リ
モ
ニ
を
決
定
す
る
場
合
と
同
様
の
手
法
で
適
用
す
べ
き
で

(
川
)

あ
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
充
分
な
扶
養
能
力
が
あ
る
か
否
か
は
、

(m) 

状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
点
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
扶
養
能
力

の
決
定
は
容
易
で
は
な
い
。

判
断
が
難
し
い
も
の
と
し
て
は
、
老
親
を
扶
養
す
る
子
の
義
務
を
決
す

る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
と
対
立
す
る
、
他
の
家
族
に
対
す
る
扶
養
義
務
を

(
山
)

ど
う
考
慮
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
い
く
つ
か
の
裁
判
所
は
、
結

婚
し
た
子
の
場
合
、
配
偶
者
お
よ
び
子
自
身
の
子
(
老
親
の
孫
)
に
対
す

つ
又

(
問
)

る
義
務
が
、
老
親
を
扶
養
す
る
義
務
に
優
先
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
確

か
に
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
限
ら
れ
た
収
入
の
使
途
に
つ
い
て
、
子

の
自
由
な
選
択
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
老
親
に
対
す

る
子
の
扶
養
能
力
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
子
自
身
の
子
(
老
親
の
孫
)

の
教
育
費
を
、
そ
の
子
(
孫
)
が
成
年
に
達
し
た
後
で
あ
っ
て
も
軽
視
し

(
川
)

て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
事
例
も
あ
る
。
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四

免
責
事
由

要
扶
養
者
を
扶
養
す
る
義
務
を
問
わ
れ
、
以
上
の
要
件
を
満
た
し
た
扶

養
能
力
の
あ
る
家
族
の
一
員
も
、
以
下
の
抗
弁
事
由
に
よ
り
、
扶
養
義
務

を
免
れ
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
。

過
去
の
親
の
行
為

多
く
の
州
が
、
親
が
子
を
故
意
に
遺
棄
し
た
場
合
、
ま
た
は
親
が
怠
惰

も
し
く
は
不
道
徳
で
あ
る
か
、
浪
費
癖
を
も
つ
よ
う
な
場
合
に
は
、
子
の

(
山
)

扶
養
義
務
を
免
除
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
家
族
責
任
法
の
特
徴
の
一
つ
と

い
え
よ
う
。
判
例
上
も
、
黙
示
の
相
互
扶
養
契
約
の
要
素
を
家
族
責
任
法

に
見
い
だ
し
、
子
は
若
い
と
き
に
受
け
た
扶
養
の
代
わ
り
に
、
困
窮
し
た

(
山
)

親
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
と
解
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ニ
ュ

1
ジ

ャ
ー
ジ
ー
州
で
は
、
こ
う
し
た
裁
判
所
の
判
断
を
反
映
し
て
家
族
責
任
法
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が
改
正
さ
れ
、
実
際
に
扶
養
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
と
比
例
し
て
、

(
叩
)

子
の
扶
養
義
務
は
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。
こ

う
し
た
免
責
規
定
は
、
親
子
の
相
互
依
存
関
係
の
存
在
を
理
由
に
、
老
親

扶
養
の
義
務
を
子
に
諜
す
家
族
責
任
法
を
支
持
す
る
学
説
を
裏
付
け
る
も

(
山
)

の
と
な
っ
て
い
る
。
過
去
の
殺
の
行
為
を
理
由
と
し
て
子
が
扶
養
義
務
を

免
責
さ
れ
る
点
は
、
親
子
聞
に
相
互
依
存
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
付

け
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
家
族
責
任
法
が
免
責
規
定
を
お
い
て

い
る
点
は
、
親
を
扶
養
す
る
法
的
義
務
を
子
に
課
す
根
拠
を
考
察
す
る
上

で
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
過
去
の
親
の
行
為
を
理

由
と
す
る
扶
養
義
務
の
免
責
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
の
い
く
つ
か
を
具
体
的

に
紹
介
す
る
。

F
a
z
E
事
件
で
は
、
親
に
よ
る
子
の
遺
棄
が
認
定
さ
れ
ず
、
扶
養

(
凶
)

義
務
の
免
責
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
件
で
は
、
母
親
を
州
の
施
設
で

ケ
ア
し
た
際
の
未
払
金
を
支
払
う
よ
う
、
裁
判
所
が
息
子
に
命
ず
る
こ
と

を
求
め
て
、
州
の
福
祉
局
長
が
提
訴
し
た
。
原
審
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
た

め
、
被
告
で
あ
る
息
子
が
上
訴
し
た
。
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
巡
回
裁
判
所
上

訴
部
は
、
は
じ
め
に
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
一
般
条
項
一
七
|
三
二
六
条
を
根

拠
に
、
「
子
の
未
成
年
期
に
親
が
故
意
に
子
を
遺
棄
し
た
場
合
、
子
に
親

を
扶
養
す
る
義
務
は
な
い
」
と
一
般
論
を
述
べ
た
。
そ
し
て
故
意
の
遺
棄

を
親
の
責
任
の
「
完
全
な
悌
怠
」
と
定
義
し
、
「
本
件
の
母
親
は
ア
ル
中

で
自
殺
を
試
み
た
麻
薬
中
毒
患
者
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
子
の
扶
養
が
経

済
的
に
不
可
能
で
あ
っ
た
と
の
証
拠
も
な
く
、
証
拠
か
ら
は
、
母
親
が
成

年
前
の
一

0
年
間
に
つ
い
て
息
子
を
遺
棄
し
た
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示

し
た
。そ

の
後
同
州
で
提
起
さ
れ
た

p
r
t
q
事
件
で
は
、
息
子
の
扶
養
義

(
即
)

務
の
免
責
が
認
め
ら
れ
た
。
本
件
で
は
、
公
的
扶
助
受
給
者
で
あ
る
父
親

の
医
療
費
を
支
払
う
よ
う
息
子
に
請
求
し
た
福
祉
局
長
に
対
し
て
、
息
子

が
提
訴
し
た
。
巡
回
裁
判
所
は
息
子
の
請
求
を
認
容
し
、
上
位
裁
判
所
も

次
の
よ
う
に
、
同
様
の
判
断
を
下
し
た
。
「
父
親
は
離
婚
判
決
以
来
毎
週

五
ド
ル
の
子
の
扶
養
料
の
支
払
い
を
、
子
が
八
才
の
時
か
ら
成
年
に
達
す

る
ま
で
怠
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
子
に
は
父
親
の
医
療
費
を
支
払
う
義

務
は
な
い
。
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
川
一
般
条
項
一
七
三
二
六
条
は
、
子
を
故

意
に
遺
棄
し
た
と
判
断
す
る
た
め
に
は
、
成
年
期
前
の
連
続
一

0
年
間
の

遺
棄
を
要
す
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
本
件
は
そ
れ
に
該
当
す
る
。
」

一
方
、
家
族
責
任
法
に
免
責
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
で
は
、
親
に
よ
る
扶
養
の
不
履
行
お
よ
び
遺
棄
は
、
扶
養
義
務
の
免

(
悶
)

責
を
主
張
す
る
抗
弁
に
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
以

前
に
子
お
よ
び
母
親
を
遺
棄
し
た
六
五
歳
の
父
親
が
、
五
人
の
子
に
対
し

て
、
自
己
を
扶
養
す
る
よ
う
求
め
た
。
家
族
関
係
裁
判
所
は
、
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
に
は
、
他
の
州
と
異
な
り
、
以
前
道
徳
的
に
非
難
さ
れ
る
行
為
を
し

北法48(2・91)359
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た
貧
困
状
態
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
親
族
が
負
う
扶
養
義
務
を

免
責
す
る
規
定
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
被
告
に
同
情
し
な
が
ら

(
印
)

も
、
「
家
族
責
任
法
は
強
行
法
規
で
あ
り
、
裁
判
所
が
裁
量
に
よ
っ
て
被

告
を
免
責
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
「
公
の
責

任
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
親
が
ど
の
よ
う
な
親
で
あ
っ
て
も
、
子
は

困
窮
し
た
親
を
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
理
由
づ
け
て
い
る
。

他
の
扶
養
義
務
者
の
存
在

行
政
機
関
が
、
複
数
の
子
の
う
ち
の
一
部
に
対
し
て
の
み
親
の
扶
養
を

求
め
た
事
例
で
は
、
扶
養
を
求
め
ら
れ
た
子
が
、
す
べ
て
の
子
に
同
様
の

(
悶
)

責
任
が
あ
る
と
い
う
共
同
責
任
の
抗
弁
を
主
張
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
扶
養
を
求
め
ら
れ
た
子
の
義
務
は
、
他
の
子
の
扶
養
義
務
が

問
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
免
責
ま
た
は
軽
減
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
家
族
責
任
法
に
は
、
共
同
責
任
の
抗
弁
を
避
け
る
た
め
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
子
は
連
帯
し
て
、
ま
た
は
独
自
に
扶
養
義
務
を
負
う
と
規
定
す

(
印
刷
)

る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
子
が
複
数
い
る
事
例
に
お
い
て
、
子
の
一
人
か

ら
適
切
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
親
は
、
他
の
子
に
対
し
て
扶
養
を
請
求
で
き

(m) 

な
い
と
判
一
不
さ
れ
た
事
件
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
裁
判
所
は
、
親
を
扶
養

し
て
い
る
子
自
身
は
、
他
の
貢
献
し
て
い
な
い
子
に
対
し
て
、
扶
養
を
求

め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
及
し
て
い
る
。

2 

免
責
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
以
上

(
1
)
(
2
)
で
検
討

し
た
事
例
な
ど
で
は
、
扶
養
義
務
は
不
公
平
感
を
伴
い
か
ね
な
い
。
そ
こ

で
こ
の
よ
う
な
性
質
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
事
実
審
裁
判
官
が
、
要
求
す

る
扶
養
の
程
度
を
ご
く
僅
か
に
押
さ
え
る
、
ま
た
は
他
の
抗
弁
を
採
用
す

る
な
ど
の
方
法
で
、
扶
養
義
務
を
軽
減
す
る
傾
向
に
あ
る
と
、
こ
う
し
た

{
邸
)

事
案
を
担
当
す
る
弁
護
士
は
指
摘
し
て
い
る
。
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4 

扶
養
義
務
の
履
行
確
保

扶
養
義
務
の
程
度

ど
の
程
度
の
扶
養
を
提
供
す
べ
き
か
は
、
実
務
上
問
題
の
多
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
提
供
す
べ
き
扶
養
の
程
度
に
関
す
る
基
準
が
法
律
上
ま
た
は
行

政
機
関
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
扶
養
料
額
は
そ
れ
に
よ
り
決

せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
個
別
の
免
責
事
由
な
ど
に
よ
っ
て
扶
養
料
を
一
般
的

な
額
と
比
較
し
て
修
正
す
る
場
合
も
、
こ
の
基
準
が
基
礎
値
と
し
て
参
照

(
切
)

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
も
こ
れ
に
則
っ
て
判
断
し
て
い
る
。
扶
養

料
は
、
多
く
の
場
合
収
入
に
比
例
し
て
お
り
、
こ
の
額
が
表
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
他
、
例
え
ば
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
の
よ
う
に
、
子
の
負
担
す
る

(
防
)

扶
養
料
を
、
毎
月
一
五

0
ド
ル
と
一
定
額
に
法
定
し
て
い
る
州
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
人
並
み
の
生
活
と
健
康
を
享
受
す
る
上
で
必
要
な
、
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最
低
限
度
の
生
活
保
障
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
、
拙

(
悶
)

象
的
な
基
準
の
み
を
定
め
た
州
も
少
な
く
な
く
、
提
供
す
べ
き
扶
養
の
程

度
を
め
ぐ
る
紛
争
を
惹
起
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

扶
養
義
務
者
の
扶
養
能
力
が
要
扶
養
者
の
ニ

1
ズ
を
越
え
た
場
合
の
扶

養
料
額
を
、
裁
判
所
が
ど
の
程
度
と
判
断
す
る
か
を
見
る
と
、
家
族
責
任

法
の
性
質
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
考
え
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所

の
判
断
を
分
け
る
の
は
、
要
扶
養
者
が
公
的
負
担
と
な
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
に
必
要
と
す
る
額
を
越
え
て
、
家
族
に
扶
養
料
を
求
め
う
る
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
一
般
的
に
裁
判
所
は
、
公
的
支
出
削
減
を
家
族
責
任
法
の

(
即
)

目
的
と
捉
え
、
そ
の
程
度
を
越
え
る
扶
養
料
は
要
求
し
て
い
な
い
。
家
族

責
任
法
の
中
核
を
、
公
的
機
関
か
ら
求
償
さ
れ
た
額
を
負
担
す
る
限
度
で

家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
、
求
償
型
の
規
定
と
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
他
方
で
、
家
族
は
要
扶
養
者
の
ニ

l
ズ
に
応
じ
て
扶
養
す
べ
き
で
あ

(
悶
)

る
と
の
判
示
も
あ
る
。
ま
た
、
「
扶
養
の
程
度
は
、
子
が
享
受
し
て
い
る

生
活
水
準
と
、
ほ
ぽ
同
等
の
生
活
を
親
が
維
持
す
る
為
に
必
要
な
程
度
で

(
印
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
の
判
示
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
到
ら
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
子
に
と
っ
て
苛
酷
で
な
く
、
子
の
子
お
よ
び
配
偶
者
に

対
す
る
第
一
順
位
の
扶
養
義
務
と
抵
触
し
な
け
れ
ば
、
最
低
水
準
を
超
え

(
問
)

た
扶
養
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
居
か

別
居
か
、
ま
た
は
親
子
か
そ
れ
以
外
の
家
族
か
に
よ
っ
て
、
扶
養
義
務
の

(
胤
)

程
度
を
区
別
す
べ
き
だ
と
の
見
解
も
あ
る
。
同
居
し
て
い
る
者
ま
た
は
親

子
に
は
、
扶
養
義
務
者
と
同
程
度
の
生
活
水
準
の
享
受
に
必
要
な
扶
養
を

提
供
す
る
義
務
を
課
し
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
、
公
的
扶
助
費
分
の
扶
養

義
務
を
課
す
訳
で
あ
る
。

(
二
)
扶
養
義
務
の
配
分

扶
養
能
力
の
あ
る
子
が
複
数
い
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
者
の
義
務
は
同
等

(
防
)

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
各
人
は
同
額
を
支
払
う
義
務
を
負
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
義
務
は
そ
の
扶
養
能
力
に
比
例
す
る
。

し
か
し
、
一
般
的
に
、
扶
養
能
力
の
あ
る
複
数
の
子
に
義
務
が
配
分
さ
れ

る
場
合
、
州
外
に
居
住
す
る
子
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
両
親
双
方
が

貧
窮
し
て
い
る
場
合
、
子
の
扶
養
は
、
両
親
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ

l
ズ
に
応
じ

て
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う

(
胤
)

に
、
他
の
扶
養
義
務
者
が
扶
養
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
と
の
主
張
は
、

扶
養
義
務
の
軽
減
を
訴
え
る
抗
弁
と
な
り
う
る
。

(
三
)
履
行
方
法
の
特
定

家
族
に
よ
る
扶
養
を
直
接
的
に
請
求
す
る
場
合
、
扶
養
義
務
を
履
行
す

る
方
法
も
問
題
と
な
る
。
裁
判
所
は
大
抵
、
経
済
的
扶
養
を
命
じ
て
い
る
。

法
律
上
は
、
扶
養
義
務
の
履
行
方
法
に
つ
い
て
、
明
確
な
規
定
を
欠
く
場
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(
印
)

合
が
多
い
。
履
行
方
法
を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
経
済
的
扶
養
に
関

す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
な
お
、
五
つ
の
州
を
除
い
て
は
、
経
済

的
な
扶
養
と
と
も
に
、
「
食
料
、
衣
料
、
住
居
お
よ
び
医
療
」
ま
た
は
「
日

常
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
」
定
め
た
も
の
な
ど
が
あ

(
問
)

る。
親
を
扶
養
す
る
よ
う
子
が
要
求
さ
れ
た
場
合
に
、
子
の
家
で
実
際
に
ケ

(
悶
)

ア
す
る
と
の
申
し
出
が
、
し
ば
し
ば
子
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

子
は
適
切
な
ケ
ア
を
提
供
す
る
か
、
老
親
は
虐
待
さ
れ
な
い
か
な
ど
と
い

っ
た
点
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
母
親
を
扶
助
し
て
い
る
市
が
、
子
に

対
す
る
扶
養
命
令
を
請
求
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の

(
凶
)

円

U
S
E口
事
件
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
子
は
、
次
の
よ
う
に
抗
弁
し
た
。

「
自
分
は
母
親
を
家
で
扶
養
す
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
の
に
対
し
て
、
市

は
、
市
が
扶
助
を
行
い
そ
の
扶
養
料
を
子
が
支
払
う
方
法
に
固
執
し
て
い

る
。
」
事
実
審
で
は
市
当
局
が
勝
訴
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
家
で
の
虐
待

は
証
明
で
き
な
い
と
し
て
、
訴
え
を
棄
却
し
た
。
最
高
裁
は
、
「
も
し
そ

の
申
し
出
が
誠
実
な
も
の
で
、
家
で
の
待
遇
が
適
度
に
満
足
の
ゆ
く
も
の

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
申
し
出
ら
れ
た
扶
養
の
程
度
を
扶
養
料
に
換
算
し
、

要
求
さ
れ
て
い
る
扶
養
料
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
断
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
「
家
で
の
待
遇
が
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
な
い
場
合
は
、

殺
は
・
申
し
出
ら
れ
た
ケ
ア
を
、
金
銭
の
代
わ
り
に
受
け
取
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
な
い
」
と
も
解
し
て
い
る
。
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第
二
章
第
二
節
註

(
お
)
州
に
よ
っ
て
法
の
内
容
は
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
各
州
の
家

族
責
任
法
お
よ
び
家
族
責
任
法
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
川
で
判
断

し
た
裁
判
例
の
中
か
ら
、
一
般
性
の
あ
る
議
論
を
抽
出
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
記
述
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
州
に
お

け
る
家
族
責
任
法
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

(
却
)
子
に
扶
養
義
務
を
課
す
に
あ
た
っ
て
生
じ
る
様
々
な
問
題
点
に

関
す
る
本
節
の
検
討
は
、
裁
判
上
扶
養
を
め
ぐ
る
紛
争
が
成
熟
し

て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
、
諸
問
題
を
考
察
す
る
上
で
示
唆
に
富

む
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(
剖
)
第
一
章
第
一
節
2
(
二
)
「
英
国
」
参
照
。
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(2) Procedure in applying Family Responsibili比tyLaws 

(3) Nature of Support Duty 

(4) Enforcing Support Duty 

m Family Responsibility Laws and Social Welfare 
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CONCLUSION 

(in this vol ume) 

In a society with a growing population of elderly， the question 

nses，“Who should take care of the frail elderly?" It is especially important to 

clarify， whether the cost of caring the elderly should be born by social welfare 

or by family. Without such a clarification， the burden of caring elderly would be 

easily shifted to the family， since many families have been actually taking care 

of their elderly. Who should be in charge is not clear， since the extent of the 

support duty within the family， as it is often stated in legislation is itself 

unclear. So this article tries to clarify these points， by studying family 

responsibility laws in the United States of America. 

Many states in the United States have family responsibility 

laws， which ask the family of an elderly person who was given some social 

welfare assistance from the state， to pay the cost of this assistance. For 

example， the state will claim reimbursement from the children of the elderly， 

who receive Medicaid. So there is ongoing debate about these family 

responsibility laws， if they are right in asking the family to bear the cost of 

caring the elderly. This article examines family responsibility laws from their 

history to the present debate， with special emphases on the cases which were 

raised to question these laws. There are many cases which challenged both the 

application and the constitutionality of family responsibility laws and which 

illustrated very well the question 1 want to discuss in this paper. Other 

countries who have the similar problems could learn useful lessons from the 

American experience with family responsibility laws 

北法48(2・199)467 E 


